


労働時間規制撤鹿反対！ 人らし〈生きるための労働契約法舗を！

過労死促進法（日本版エグゼンブション）反対！

労使対等の労働契約法を ！1 2. 5全留から日比谷野音へ！

O労働時間規制（8時間労働制）の徽廃は過労死を招き、 この国を磁波する！

政府・財界は、今、「自i凶句労働にふさわしい制度が必要jなどと言い、労働時間規制を撤君事し、働く者（｝）ji}:

低｜恨の権利を奪おうとしています。日本版エグゼンプ、ンョンなどと呼称されるこの制度（労働基準法の改悪）

は、 f自伽 ヲ労働Jの名のもと、労働者に対する労柳欄l札制の保穫を琢い、無制限の長時間労働を倒的に可

能にする制度です。労働時間規i!ilJをなくせば、 不払い残業は合法｛じされ、 過労死、過労自殺も労働者の「自己

資｛臼にされてしまb、ます。

0労働時間規制l撤廃 （＝労働基準法改揺） 法案の来年通常国会上程反対！

過労死の防止や、少子化対策を考えたならば、労働時，mの削減こそが必要不可欠なことは明らかで寸。政府

は、導入当初は、年収1000万円以上の労働者を対象にするとの考えを持っているようて寸が、この制度が導入

されれば、とめどなく労働時r:JJ≫llMの適用除外となる労働者の範図が拡大していくでしょ う。｛因みに、日本経

団速は、年収 400万円以上の労働者を対象にと提案していま寸寸政府・財界はこのような悪法を来年年明けの

通常国会へ上程し、法三トコ戎立を目論んでし、ます。

0労使交t博の労働期匂法を制定しよう！

l耳労省l立、労働契約法の立法f-1喋を行なっていますが、その内容は、解雇の金量主解i'Jt1v-ノレの設定、使用者

が一方的に作成・変更できる就業規則の改定をもって賃金切下げが実行できるようにするなど、まったく使用

者fllllにのみメリジトがあると言った代物て寸ー。

労働契約訟は、制ぽ博且つ、安定した雇用を保証するものでなければなりません。 規制緩和＝畿のような

風潮が箆延していますが、 ｛動く II~に関しては必要な規制は人らしく生きるために不可欠です。 ねたちは、家夜
でおロボッ 卜でもないの-c-4ーから l

｛会場）日比谷野外音楽堂開場：2006年12月5日（火）17時30分 集 会18時 30分集会後デモ行進

足I!
:I 

．．． 

【東京メトロ丸の内線｝
r11ヶ関駅J下車 82出口より後歩約5分

【東京メトロ日比谷鎗又lま千代図録】
re比谷駅J下車 Al4出口より徒多約3分

｛車京メトロ日比谷線1
r11ヶ関~J下鳳 A5出口より徒歩約5分

【東京メトロ子代回線｝
『霞ヶ関駅J下皐 C4出ロより徒歩約3分

[tl¥1雪地下鉄三回線1
『肉幸町駅J下車 A7出口より徒歩約2分

【JR山手線・京浜東北線］
『有森町駅Jf新橋駅J下思
日比谷口出口より徒・IJ約10分

主催：許す硲昼労死促進法！人らしく生きるだめの労働時間・契駒法制を ！12・5全国集会実行委員会

巡絡先．下町ユニオン気付 (JIOj（都江東区亀戸7・8-9必娃ピJレ／Tn03-3638-3369)

実行委員会で精力的に準備を進めているところです

詳細についてはお問い合わせ下さい
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10月24日、「過重労働により健康や命を脅かされ
る体験をした労働者とその家族」有志が、「労働時
間規制の新たな適用除外制度（日本版エグゼンプ
ション）の導入に反対」する要請行動を行った。

要請に名を連ねたのは後掲のとおり18事件の労
働者・家族、そのうち13事件の15名が、以下の日程
のこの日の行動に参加した。東京、神奈川、千葉
のほか、群馬、静岡や愛知からの方もいた。

12：30～13：30 連合会長要請（三役会議室）
 14：00～14：40 厚生労働大臣・労働条件審

議会労働条件分科会長宛て
要請（厚生労働省会議室）

15：45～16：45  記者会見（厚生労働省記者ク
ラブ）

連合への要請には、高木剛・会長以下、山口洋
子・副事務局長、長谷川裕子・総合労働局長（労
働条件分科会労働者委員）、江畑弥八郎・雇用法
制対策局長、同局二片すずさんの5名が対応。

要請者を代表して五十音順でトップの秋山光夫

特集／日本版エグゼンプション反対

過労死遺族・被災労働者らが
連合・大臣・分科会長に要請
日本版エグゼンプション導入に反対

さんから高木会長に要請書（4～7頁囲み参照）を
手渡し。また、要請者の何名かが用意してくれたご
自分の体験や要望を書いた文書、東京過労死を
考える家族の会の中心メンバーでもある要請者の
おひとり（匿名希望）がとりまとめてくれた全国と各
地の家族の会の要請文（4～7頁囲み参照）等もお
渡しした。続いて15名が自己紹介。一人当たり平
均すると二分ほどの短時間で、各々の実体験とそ
れを踏まえて日本版エグゼンプションの導入は絶対
に許してはいけないという切実な思いを訴えた。

高木会長からの発言の概要は以下のとおり。
「ご要請の趣旨は承った。連合から労働政策審

議会労働条件分科会に委員を出しているので意
向に沿って対応していきたいと思う。

訴えがあったように、非常に過重な時間外・休日
労働がますます増えるという流れがまだ止まってい
ない。最近厚生労働省が発表した労働時間統計
でも、20代後半から30代の正社員の人たちの2割
以上が、週60時間以上働いている。月にすると時
間外労働だけで100時間近い。割増賃金を払わな
い不払い残業が年間数万件に及んでいるという
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厚生労働大臣・分科会長宛て要請（監督課係長クラスが対応） 厚生労働省記者クラブでの記者会見

連合本部三役会議室での要請（左から二人目が連合・高木会長）

状況も報告されている。
日本の労働時間に関する法律は直接規制型で

1日8時間、週40時間等と規制している。ただ1日実
働10時間以上は働かせてはいけないと定められて
いるドイツやフランスなどと違って、1日の上限時間
が決められていない。日本の場合は、労使で時間
外・休日労働協定を結んでコントロールしようというこ
とになっている。ところが最近これは私たち労働組
合の怠慢もあるのだが、36協定の内容がルーズに
なっている。そういうことで過重な時間外労働をす
る労働者が増えている。そういう意味では労働組
合にも大きな責任があるんじゃないか。労働時間
の実態について、そんな議論もいましている。

ホワイトカラー・イグゼンプションというのはアメリカ
の制度で、アメリカには労働時間に対する法律の
規制がほとんどない。1日8時間を超えた分について
は、割増賃金を払えということしかない。日本の労働
時間法制とは体系が違う。そのアメリカの仕組みを

そのまま日本に持ってきて、そのもとできちんと秩序
がつくれるとはとても思えない。

会社に対する批判の声が出されたが、例えば日
本経団連という経営者の団体がホワイトカラー・イグ
ゼンプションの導入が必要だと言っている。私どもか
ら言わせたら、こんなに時間外労働が多い労働者
が多いなかで、会社は史上空前の利益、そこで働
いている労働者はへとへと、そういう状況を改善す
る努力もしないで、労働時間管理の対象から外す
労働者の数を増やせという。自分たちがすべきこと
をしないで、より使いやすい労働者をという法律は
本末転倒、おかしいんじゃないか。やるべきことやっ
てから言うならまだ議論のしようもあるが。それから
日本の労働者とヨーロッパの労働者は時間外労働
に対する感覚がかなり違う面もあるが、時間外労
働に対する会社の管理と労働者自身の意識の問
題、両面から考えていかなくてはいけないと思うが、
ともかくこういう時間外労働の実態を放置したまま
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2006年10月24日
日本労働組合総連合会
 会長　高 木　剛   殿

労働時間規制の新たな適用除外制度（日本版エグゼンプション）の
導入には絶対に反対です！

私たちは、過重労働により健康や命を脅かされる体験をした労働者とその家族です。脳・心臓疾
患や精神疾患等を発症した患者・家族、さらには過労死や過労自殺というかたちで、最愛の家族を
失った者も少なくありません。そのような過重労働に対してまったく残業代が支払われないことに対し
て、その支払いを求めて裁判を闘っている者もいます。

長時間労働、要求のみ過大で自律性もサポートもない働かされ方の増大が、過労死、過労自殺、
過重労働による脳・心臓疾患や精神疾患等を増加させており、このような事態を早急に是正すること
こそが、現在の労働時間問題において最優先で検討されるべき課題であると信じます。私たちの苦
しみや悲しみを、二度と繰り返してほしくないのです。

いま労働政策審議会で労働基準法の見直しが審議され、労働時間規制の新たな適用除外制度
（日本版エグゼンプション）の導入が提案されていることを知り、居ても立ってもいられずに、連絡を取
り合うことのできた有志で、この申し入れをさせていただくことになりました。

長時間労働が、脳・心臓疾患や精神疾患等の重大な原因であることは、疑いの余地がありませ
ん。厚生労働省が参集ないし委託した研究結果でも、例えば次のような指摘がなされています。

 「疲労の蓄積の最も重要な要因である労働時間に着目すると、発症前1か月前におおむね100
時間を超える時間外労働が認められる場合、発症前2か月ないし6か月にわたって、1か月当たり
おおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と（脳・心臓疾患）発症との関
連性は強いと判断される。」（2001年脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書）。

 「長時間残業による睡眠不足が精神疾患発症に関連があることは疑う余地もなく、特に長時

イグゼンプションの対象を増やせというのはまったく
すじの通らない話だと思っている。

一番気の毒なのは中間管理職の人たち。労働
時間管理の対象からは外される。かといって本当
に自分自身の裁量で仕事ができるような環境には
ない。まさに板挟みのような働かされ方をされ、最
近は成果主義賃金とか言って成果が上がらない
やつは賃金も上がらないというような仕組みもある
なかで、しかも労働組合員でない場合が多いか
ら、労働組合の手の及ばない部分が中間管理職
にあったりして、大変気の毒なことになっている。

また、裁量労働制に関する2、3の調査をみても、
裁量労働制は基本的には時間外に及ぶと思われ
る労働時間を増やしているとする調査がある。

特集／日本版エグゼンプション反対
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間残業が100時間を超えるとそれ以下の長時間残業よりも精神疾患発症が早まるとの結論が
得られた。」（2004年精神疾患発症と長時間残業との因果関係に関する研究報告書）

これらの科学的知見は、徐 に々労災補償行政に活かされるようになってきてはいますが、本来、予
防対策―労働時間行政、労働安全衛生行政において、より積極的に取り入れられるべきではないで
しょうか。

働く者の健康と命を守る立場からは、労働時間を平均値のみで語るわけにはいかないわけです
が、平均値でみても日本の労働者の長時間労働が裏づけられ、また、現行労働基準法によって労働
時間規制の適用除外や裁量労働制の対象とされ得る、管理監督職や専門技術職等に平均を上回
る長時間労働の実態やストレス等の訴えがあり、それらが悪化する傾向さえみられることを裏づける
統計データも存在しています。

実際、労災認定される脳・心臓疾患等、精神障害等の事例が増大し続けるなかで、職種別でみる
と、管理職が21.3％と14.2％、専門技術職が14.0％と28.2％と、いずれも上位を占め、脳・心臓疾患等で
は管理職が第1位、精神障害等では専門技術職が第1位となっています。

こうした数字は、現行法のもとにおける適用除外制度等が、十分に働く者の健康や命を守れる仕
組みになっていないことを物語るものでもあります。合法的に労働時間規制が適用除外される管理
監督者であっても、あるいは「裁量にゆだねられた」労働者であっても、まさに「自律的でない長時間労
働やストレス」を強いられているからこそ過労死等が発生していることを、私たちは知っています。し
たがって、労働時間規制の適用除外の対象となる管理監督者の要件を厳密化・周知徹底すること
を望むとともに、管理監督者の範囲の拡大や裁量労働制の導入要件の一層の緩和、裁量労働制
適用労働者の新たな適用除外制度への移行には、絶対に反対です。
また同時に、法が要求する要件を満たさないにも関わらず労働時間規制の適用除外や裁量労働

制の扱いがなされている実態が多々あること、及び、上述の脳・心臓疾患や精神障害等の労災認定
事例にはそうした労働者も含まれていることも、私たちは知っています。とりわけ名目上だけの管理監
督者とされて、「自律的でない長時間労働」を強いられて健康を損ない、あるいは死に追いやられる
という事例が増えてきているのではないかと危惧しています。企業が管理監督者につききわめて広く
拡大解釈していることを裏づける、厚生労働省委託調査もあります。このような労働者は、議論され

日本の社会でホワイトカラー・イグゼンプションが
入れられることになったら、時間管理がない場所で

働く人が一層増えてしまう。まだ労働条件分科会
で論議の途中ではあるが、今日申し上げたような問
題点の整理がつかないようなホワイトカラー・イグゼ
ンプションを認めるわけにはいかないと思っている。
場合によっては国会にまで行って騒動しなければ
ならないかもしれないが、まずは審議会の段階で
頑張っていきたい。」
また、連合のアメリカへの「ホワイトカラー・イグゼ

ンプション調査団報告書」等も参考にしてもらいた
いということ（連合のホームページ上に「労働者の
ための労働契約法・労働時間法制の実現を！」の
コーナーがつくられ、他の情報・資料等とともに入手
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ている新たな適用除外制度（日本版エグゼンプション）が導入された場合に、まっさきにその対象とさ
れて、違法状態を合法化されることになるのではないでしょうか。

それだけではなく、この間の使用者側の意見等を踏まえれば、概念の曖昧な（厚生労働省の説明に
よれば全労働者の過半数にもなる）「ホワイトカラー労働者」全般、また、「ホワイトカラー」に限定され
ない労働者全体がひろく、新たな適用除外制度の対象となり得ることが想定されます。いったん制度
として導入されれば、適用に当たっての要件は、企画型裁量労働制の場合のように、今よりもたやす
く変更・緩和が可能となるでしょう。さらに、新たな適用除外制度の導入を口実にした、違法な労働時
間規制無視が一層ひろがることも、確実と言わざるを得ません。

長時間労働や達成を要求される仕事の量・質が過重になりすぎることに対する抑制策、有効な
サポート、その他の自律的な働き方を保証する仕組み（導入要件としての「健康確保措置」等のことを
言っているのではありません）を欠いたまま、労働時間規制だけを外すことは、たんに労働時間管理
についての「自己責任」を押し付けられるだけにほかならず、これを「自律的な働き方を可能とする制
度」と称していることに対しては、憤りを感ぜざるを得ません。新たな適用除外制度（日本版エグゼン
プション）の導入は、「自律的でない長時間労働やストレス」を一層蔓延させ、過労死、過労自殺、過
重労働による脳・心臓疾患や精神疾患等の一層の増加につながります。

現実には、合法か違法かを問わず長時間働かされて過労死等が発生してしまった場合、使用者
が労働時間の把握をしていないために、いつ、どれだけ、どのように仕事をして発症したのかを、患者
やその家族が立証できなければ、最低限の労災補償すら受けられないという事例が明らかに増えて
います。新たな適用除外制度の導入は、この面でも事態を一層悪化させることが確実です。現行法
のもとでの適用除外や裁量労働制等の場合を含めて、使用者による労働時間把握義務を課し、そ
の遵守を徹底することは、個々の労働者とその家族にとってだけでなく、国の労働時間・安全衛生対
策にも資するものであり、その実現を強く望みます。
「自律的でない長時間労働やストレス」が、労働者の心身の健康を損なうだけでなく、家族との関わ

り、社会的な生活（労働組合活動もそのひとつです）を奪い、最悪の場合に―しかし決して稀なことで
はなく―過労死・過労自殺というかたちの死をもたらす。その被害者は、労働者本人にとどまらず、そ
の家族、友人、そして社会全体です。個別企業内や産業界、あるいは政労使代表で構成される審

できるようになっている。http://www.jtuc-rengo.
or.jp/roudou/seido/roudoukeiyaku/index.
html）や、各地の連合の電話相談に家族からの
相談も寄せられるようになっていること、近 1々1月に
労働時間問題の連合の新聞広告を出す、10～12
月の3か月間各地方連合会で該当宣伝・チラシ配
布、12月8日には連合主催の集会・行動等を予定し
ていることなども紹介され、要請者との間で意見交
換も行われた。

厚生労働大臣・労働条件審議会労働条件分科
会長宛ての要請（要請文は5頁の囲み参照）に対し

ては、分科会の事務局も担当している同省労働基
準局監督課の係長ら2名が対応。

連合のときと同様、まず要請者側が自己紹介を
含めて発言したが、厚生労働省側の対応は、「現
在労働条件分科会で公労使の代表によって審
議されているところなので、その結果を踏まえて適
切に対処していきたい」、「要請の内容については、

（大臣、分科会長に）必ず伝える」というもの。
参加者からは、「これだけの当事者がわざわざ

出向いているのに、大臣も分科会長も出てきて話
を聞こうとしないということ自体が不真面目。きちん
と伝えたら、会って話を聞こうということになるのが

特集／日本版エグゼンプション反対
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議会の枠内だけにとどまる問題ではありません。だからこそ私たちは、あえて声を上げさせていただき
ました。

過労死・過労自殺等の増大につながる、労働時間規制の新たな適用除外制度（日本版エグゼン
プション）の導入には、絶対に反対です！働く者とその家族、幅広い人々が力を合わせて、その導入を
食い止めるとともに、過労死やストレスに脅えることなく健康に生活し、安心して、希望を持って働ける
ルールをつくりあげていくよう訴えるものです。

審議会の場で労働者代表委員の皆様方が、私たちと同じ立場にたって奮闘されていることに心
から敬意を表し、感謝するとともに、私たちの願いを切実に受け止めていただき、貴職、労働
者委員の皆様、そして連合として、一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げる次第です。

×                       ×                       ×                       ×                       ×

2006年10月24日
厚生労働大臣　柳 澤 伯  夫   殿
労働政策審議会労働条件分科会　分科会長  西 村 健一郎   殿

【厚生労働大臣・労働条件分科会長宛て要請書は、最後の二段落が
以下のとおりになる他は、連合会長宛てと同文です。】

私たちは、過労死・過労自殺等の増大につながる、労働時間規制の新たな適用除外制度（日本版
エグゼンプション）の導入には、絶対に反対です！

貴職に以下のことを要請いたします。
1.  労働時間規制の新たな適用除外制度（日本版エグゼンプション）の導入をしないこと。
2.  労働時間法制の見直しにあたっては、私たちをはじめ過重労働により健康や命を脅かされる

実体験をした労働者とその家族の意見を反映させること。
3.  過労死やストレスに脅えることなく健康に生活し、安心して、希望を持って働けるルー
ルをつくりあげていく立場から関連する諸法制等の見直しを行うこと。

当然だろう」など、検討にあたって健康被害の当事
者の声を確実に反映させるよう求める声が相次い
だ。分科会で意見を聴きたいということになれば、
今日の要請者で都合のつく者は喜んで話をすると
いうことも申し添えた。
とりわけ、労働基準法改正法案を次期通常国会

に提出することになった場合、同省はパブリック・コ
メント手続も行わない方針と伝えられていることに
ふれて、「そのような国民の声を無視したやり方は
絶対に認められない」と釘を刺す発言もあった。
「この制度が導入されたら労働基準監督署は

一体どのように労働時間を管理するのか」という質

問に対して、沈黙の後、「いまの段階で確たること
は言えないが、いわゆるホワイトカラー・エグゼンプ
ションは、ごく限られた範囲の人を対象に（導入が）
できないかということで現在検討している。ホワイト
カラー労働者一般、全体を対象にするとは分科会
のなかでも出ていない」。「では、どのような人を対
象にしているのか」。「具体的にはまだ出てきてはい
ない…」。「出てきていないのに、なぜそんなことが
言えるのか」……「これまでの分科会の議論では、
労働者側委員から、日本版エグゼンプションの導入
を必要性としているという納得のある説明がなされ
ないのでは、導入の条件についての議論はしない
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2006年10月24日

過労死をなくすために、「ホワイトカラーイグゼンプション」の
法制化に強く反対いたします

私ども、全国過労死を考える家族の会（以下、家族の会）は、過重労働が原因で、夫・妻・娘・兄弟・姉
妹等を亡くした遺家族の団体です。被災者の誰もが人一倍真面目に働いて来ました。

家族の会の結成以来20年近く、毎年毎年「過労死」を無くすために、私どもは社会に対し警鐘を鳴
らし続けてきました。しかし、「過労死・過労自殺」は、減るどころか増加の一途をたどっています。

結成当時は40～50代の働き盛りの脳・心臓疾患による死亡が多くを占めていましたが、最近では
20～30代の「心の病」から来る自殺も、どんどん増えつつあります。

息子や娘が犠牲となり、年老いた父や母が、中には一家全員で私どもの「家族の会」に入会してき
ます。

こういった現状を無視して、厚生労働省は緩みに緩んだ労働基準法の労働時間規制をさらに緩
めようとしていることに、私どもは非常に危惧しております。

昔から労働賃金に表れないサービス残業が、わが国では横行してきました。
それに加えて「裁量労働・成果主義」が導入されたため、無制限に働かされた結果過労死・過労自

殺がますます増加してきております。
「日本版ホワイトカラーイグゼンプション」は、現在のサービス残業をさらに合法化して、際限なく長時

間労働をさせても人件費やコストは増えないという、企業にとってはまことに都合のよいシステムです。

という話になっている」と指摘されると、うなずきはす
るもののその後の返答はなし、という具合だった。

厚生労働省記者クラブでの記者会見は熱気の
あるものだったと思う。この日、各要請者が各々の
場で発言された内容は、すべて実体験に基づい
た迫力のある、聞く者の心に訴えるものであり、機
会があればぜひご紹介したい。

TBS、NHKのテレビ放送のほか、新聞各紙がこ
の日の行動を報じてくれた。

同じ24日の17時からは第66回労働条件分科会
が開催された。この日は、主に有期労働契約と管
理監督者の労働時間問題が取り上げられた。9月
11日の第61回分科会で事務局から示された「労働
契約法性及び労働時間法制の今後の検討につ
いて（案）」（11月号28頁参照）に掲げられた論点の

議論が一巡し終わる予定であったが、次回11月10
日の第66回分科会では、裁量労働制等一部積み
残しの論点とともに、議論は次のステージに移行す
ることが予定されている。11月にも3回の分科会を
開催し、12月中に何とか建議？をまとめて、次期通
常国会に関連法案を上程するという厚生労働省
の意志は変わっていないものと考えられる。

日本版エグゼンプション―「ホワイトカラー労働者
の自律的な働き方を可能とする制度の創設」が俎
上にあげられた分科会の議論では、労働者委員
は、「新たな適用除外制度の創設を必要としてい
るという納得のいく説明がなされていない。それな
しには創設の条件の話などできない。そのような働
き方を希望している労働者がいるのだと言われる
が、それならばそういう方たちを分科会に呼んでヒ
アリングをしよう」と提起している。

特集／日本版エグゼンプション反対
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これは、真面目に働く人たちの過労死・過労自殺等の増加に一層拍車をかけるものと考えられる、
非常に危険な法律です。

私どもはけっしてこれを容認することはできません。
家族の会は、労働基準法が定めている、「一日８時間労働・週40時間制」をきちんと企業に守らせて

欲しいのです。私ども、家族の会は以下のことを要請いたします。
① 労働基準法、労働安全衛生法を企業に厳格に守らせて下さい。
② 労働基準法の「改正」をはじめ、8時間労働制度をなし崩しにする「ホワイトカラーイグゼンプショ
ン」の導入に反対します。

③ 過労死・過労自殺を出した企業に対しては、社名を公表するとともに厳罰を科してください。
④ 労働災害の被災者が泣き寝入りすることがないよう、過労死の認定基準をきちんと見

直すことを要求します。
全国過労死を考える家族の会

要　請　文

過労死をなくすために、「ホワイトカラーイグゼンプション」の法制化に強く反対いたします。

全国過労死を考える家族の会
東京都千代田区神田須田町１丁目７番   会長 　鈴木美穂

東京過労死を考える家族の会/大阪過労死を考える家族の会/名古屋過労死を考える家族の会
/長野過労死を考える家族の会/京都職対連労災被災者家族の会/岡山過労死を考える家族の会

/兵庫労災を考える家族の会/山梨過労死と労災問題を考える会

いま、まさに「健康被害の当事者」という立場から
「導入に反対」の声があげられたわけであるから、
厚生労働省は賛成・反対双方の当事者の声が審
議に反映される道を確保すべきであろう。

この問題は、分科会―審議会という一種の「密
室」の中の議論ですまされるわけにはいかない問
題―労使だけの問題でもなく、家族も含め
た社会全体に関わる大問題なのである。

要請者一覧 （敬称略）

秋山光夫（千葉県在住）

 大手建設会社勤務中に急性動脈瘤乖離で倒
れ、奇跡的に一命をとりとめるも、障害が残る。千
葉労働基準監督署で労災認定、現在も療養中。

石井淳子（北海道在住）［当日は参加できず］

 リクルートで週刊B-ing、デジタルB-ingを担当し
ていた長男が1996年に29歳でくも膜下出血により
死亡。会社を相手取った損害賠償裁判は2004年
に東京地裁で和解成立。中央労働基準監督署、
審査官、審査会は労災と認めず、2006年9月19日に
行政訴訟を提起。

大瀧友二（神奈川県在住）

 JRや京浜急行等の鉄道信号ケーブルの敷設
工事等の作業主任として日勤（7:30～18:00）と夜勤

（23:30～4:30）の通し勤務を連日続けていたさなか、
2003年7月30日、JR熱海駅構内で作業中に脳梗塞
で倒れた。横浜北労基署で労災認定、本年8月末
で症状固定となり障害補償給付請求を準備中。

小笠原徹（神奈川県在住）［当日は参加できず］

 神奈川県厚木市の小さなプラスティック成型工



10  安全センター情報2006年12月号

場の工場長（名ばかり）として働き、1998年にクモ
膜下出血発症、現在も療養中。労働基準監督署
は不支給決定したが、再審査請求中に認定基準
が改正され業務上決定。残業代のつかない工場
長だったが、タイムカードで時間外労働が明らかに
なっていたことが決定の決め手となった。

鍵山敏秀（静岡県在住）

 都内のホテルの現場で改修工事における空調
工事の施工管理の業務に従事。月の残業時間が
150時間にものぼる過重労働がつづくなか、2004
年11月30日、現場で脳出血を発症。会社は労災申
請に非協力的で、血圧が高かった定期健康診断
の結果を本人に通知せず、にせの勤務表を作って
いた。品川労働基準監督署で労災認定、療養中。

匿名（東京都在住）

 証券会社勤務。以前勤務していた都市銀行で、
年少の女性行員が過重労働が原因で過労死し
た。仲間と語らって、タイムレコーダーを正確に打刻
―それまでは、定時に打刻していた―する「運動」
を実践、銀行の長時間労働について、一定の歯止
めをかけた経験をもつ。

匿名（東京都在住）

 東京海上の情報処理を担当していた長男が26
歳の若さで致死性不整脈により死亡。東京地裁
で労災認定が確定。

木村啓子（神奈川県在住）

銀行の国際金融法人部次長であった夫が長時
間・過密労働により疲労を蓄積させていたところ、
東南アジアとヨーロッパにまたがる海外出張から帰
国した直後に心筋梗塞で死亡。労災認定、損害
賠償裁判和解成立。

黒田誠（神奈川県在住）［当日は参加できず］

生命保険会社で営業を担当していた長男が
1998年、総労働7,000時間、うち残業4800時間を超
える長時間労働に従事した結果、慢性骨髄性白
血病を発症し、2000年に死亡。労働基準監督署は

長時間労働は認めつつも、疾病との因果関係を否
定し、現在審査請求中。損害賠償裁判和解成立。

小出典子・高見一七子（愛知県在住）

ジェイフォン（後にボーダフォン、現ソフトバンクモバ
イル）に勤務していた夫であり父の、小出堯（当時
56歳）が、2002年12月7日、配転後に自殺。1994年に
ケンウッドから東海デジタルホン（ジェイフォンの前身）
に出向した後、開局前後の長時間労働でうつ病に
発症。その後通院しながら通勤していたが、2002
年12月物流部門への配置転換を強行され、1週間
で自殺した。現在、会社に対し損害賠償請求訴訟
中。9月15日に結審し2007年1月24日判決予定。

河野さえ子（神奈川県在住）

 夫の龍平さんは三洋電機産機（当時）の「個人請
負業者」（サブコン）として、コンビニなどの電機製
品の修理業務に従事。労働時間・健康管理なしに
朝から深夜まで就労を余儀なくされ、2001年10月に
自宅で脳出血を発症、現在も療養中。労災申請で
は、労働者性は認められたものの、労働時間が不
詳等の理由で不支給決定を受け、現在再審査請
求中。行政訴訟も準備中。

高野廣志（群馬県在住）

 日本マクドナルド勤務。埼玉県内の直営店店
長。年間1,200時間を越える残業を余儀なくされ、
残業代不払いだけでなく、健康を害しても病院に
満足に通えない勤務実態に憤り、労働組合に加
入。現在、会社を相手取って、残業代の精算等主
張して公判中。

中島晴香（神奈川県在住）

 すかいらーくの店長だった夫の富雄さん（当時
48歳）は昼夜を問わず働いたすえ、2004年8月脳
梗塞により死亡。月の残業時間は約130時間を超
えており、三鷹労働基準監督署で労災認定。直
接交渉によって会社に謝罪と賠償金の支払い、過
労死再発防止の取り組みを認めさせた。会社から
の賠償金をもとに過労障害の被災者を支援する
基金を立ち上げる準備中。

特集／日本版エグゼンプション反対
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中野淑子（神奈川県在住）［当日は参加できず］

 中学校教諭であった夫が深夜に及ぶ持ち帰り
残業をしたことにより、くも膜下出血を発症して死
亡。地方公務員災害補償基金千葉県支部審査
会で公務災害認定。

二宮宏光（神奈川県在住）［当日は参加できず］

 書店のチェーン展開をする文教堂に勤務。店
長時代、年間残業1,000時間を越えるも、残業代は
支払われず、過労のため帰宅時に自動車にはねら
れ、生死の淵を彷徨う。現在会社を相手取って、
残業代等請求訴訟をおこし、公判中。

橋本孝治（神奈川県在住）［当日は奥様と一緒に
参加］

 金港交通のタクシー運転手として、朝から翌日朝
までの交代制勤務に従事。賃金は違法な完全歩
合制で、生活のために長時間労働を余儀なくされ

た。1998年に脳梗塞になり、現在も療養中。労働
基準監督署は不支給決定。再審査請求中に労
災認定基準が改正され、業務上決定。会社相手
に民事損害賠償裁判も提訴し、一審で会社の責
任が認められ、確定。

匿名（東京都在住）

 夫がくも膜下出血で倒れる。労災認定。

渡邉しのぶ（千葉県在住）

大手電機メーカーに勤務していた夫（当時40
歳）は、アメリカで開発された燃料電池を日本市場
向けに改良し、販売するためのエンジニアだった。
毎日終電まで残業し帰宅時間は深夜1時、休日も頻
繁に出社していた。連日の過重業務の中でアメリカ
東海岸の出荷元への出張を繰り返していた。2000
年の最後の出張は日曜の夜帰国し月曜から平常
どおり勤務、帰国3日後に脳内出血で倒れ
死亡。三田労働基準監督署で労災認定。

11.28 全国統一行動、12.5 全国集会・デモ
8月1日、「労働時間規制の撤廃に反対し、人間らしく働くための労働法制を求める共同アピール運

動」が発足しました。派遣労働ネットワーク理事長の中野麻美弁護士、日本労働弁護団事務局次長
の棗一郎弁護士、そして全国労働安全衛生センター連絡会議の古谷杉郎事務局長の三者が呼び
かけ人となり、各界各層の団体、個人に幅広く共同アピール（別掲）への賛同を拡げ、日本版エグゼン
プションに反対する広範な世論形成と法案制定阻止に向けた運動に取り組むことにしています。

発足集会以来、労政審労働条件分科会の開催日にあわせて厚生労働省前で情宣行動を行って
います。連合やその他の労働団体とも現場の行動を共有し、分科会に出席する労働側委員を激励
しました。ニューズレターを発行し、ウェブサイトも立ち上げています（http://www.jex-no.org/）。

1919年11月28日、国際労働機関（ILO）で「工業的企業に於ける労働時間を1日8時間かつ1週48
時間に制限する条約」第1号が採択されたことから（日本は未批准）、この日、全国各地での統一行
動を呼びかけています。東京では午後、秋葉原電気街等で日本版エグゼンプションに反対する街頭
パフォーマンス行動が企画されています。

そして年内最大の行動として、12月5日夜（18時半開始予定）、日比谷野外音楽堂で、「許すな過
労死促進法！ 人らしく生きるための労働時間・契約法制を！ 12・5全国集会」とデモが行われます。（こ
の日の集会のための実行委員会が組織され、準備が進められています。）

この秋から年末にかけ、労政審の議論も大きな山場を迎えるでしょう。日本版エグゼンプ
ションの導入反対、人間らしく働くための労働法制実現に向け頑張っていきたいと思います。
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はじめに

2006年7月26・27日の両日、タイのバンコックで開
かれたアジア・アスベスト会議は、「アジア」と銘打つ
初めての国際会議であった。主催はタイ政府公衆
衛生省疾病管理局、共催が労働省労働保護福
祉局と同省社会保障室障室、そして国際労働事
務局（ILOの執行機関）、WHO（世界保健機関）と
アスベスト禁止国際書記局（IBAS）が協賛した。
参加者は医師、研究者、被災者・家族、労働組合、
関連NPOなど、GAC2004（2004年世界アスベスト
東京会議）と同じく多彩で26か国・地域から300人。
会場となったアジア・ホテル・バンコックの会議場に
は後部の壁側に補助椅子も置くくらいで、大盛況
だった。とくに地元タイの若い女性の参加が目立つ
ように見えた。

演題は44題、タイが7題、日本が10題、インドとベト
ナムが2題、パキスタン、韓国、インドネシア、バングラ
ディシュ、フィリッピン、香港が各1題で、アジア以外
の国からは、オーストラリア4題、米国3題、英国とカ
ナダが2題、スウェーデン、イタリア、スイス、南アフリ
カが各1題、それにILOとWHOから各1題（単なる

天明佳臣
全国安全センター議長

儀礼的な挨拶ではないレポートだったので演題に
入れた）であった。

なお、こうした会議は政府主催であっても登録
料を徴収され、懇親パーティーも有料が普通であ
る。会議案内状には「無料」の記載はあったが、そ
の主旨を諮りかねていたところ、この会議では登録
料、懇親会費それに2回の昼食代も含めて全部無
料だった。それだけタイ政府がこの会議に力を入
れ、とくにアジアの発展途上国から一人でも多く参
加してもらおうと配慮されたのに違いないと思った。

キーパーソンはソムキャット？

まずタイの発表について述べる。読者にタイの
現状批判と受け取られそうな箇所があったとして
も、私にはそうした意図はまったくなく、むしろ逆に
アジア・ネットワークの心強いカウンターパートを得た
と考えていることを、あらかじめお断りしておきたい。
タイのアスベスト事情については、バンコックにある
ILOアジア太平洋支局に勤務して7年になる川上
剛さんからあらかじめ聞いていた。タイではまだア
スベストへの積極的な取り組みはされておらず、とも
かくアジア並びに世界の潮流を知ろうというレベル

2006年アジア・アスベスト会議

初のアジア・アスベスト会議
次回はベトナム開催が有力
バンコック・アスベスト会議報告記
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だと思いますとのことだった。
さてタイの発表者として最初に登壇した労働保

護福祉局長のDr.カムジャド（タイでは名を使い、
姓は使わない。社長や大臣という地位にある人も
同じ）の抄録を読んで、2004年GAC東京のときに
Dr.ソムキャットが発表していたことと同じではない
かと思った。帰国後確かめてみると、ソムキャット抄
録と労働者人数など数値の修正（？）と最後の2004
年4月に実施した8工場での健診結果にふれた部
分以外はまったく同じだった。さて、その内容の主
な部分は、「タイにアスベスト鉱山はなく、30年以上
アスベストを輸入してきた。現在クリソタイル（白アス
ベスト）だけ使用が許可されていること（ソムキャット
抄録ではアモサイトも記載されていた。その後に禁
止された？）、アスベストばく露の小規模調査は屋根
用タイルとセメント・パイプ製造に従事する労働者に
ついて行われていること、政府の労災基金に石綿
肺やその他のアスベスト疾患はまだ一例も報告さ
れていないこと」など。上述した2004年に行われた
8工場の健診では石綿肺（疑い）を1例認めただけ
だったという。

そして、今後すべての政府関連機関は協力して
アスベスト疾患の予防と管理に向かう計画実施に
ついて、ソムキャット抄録は「リスクの高い集団のア

スベストばく露を軽減するために、その管理措置を
設定し展開させなければならない」とのことが、単に
「すべての関係機関の協力が推奨される」とやや
トーンダウンしている。おそらく、これはソムキャット
抄録に役所のセクションが違っても上席のDr.カム
ジャドが手を入れたのであろう。

実際にソムキャットがタイ側の実務責任者である
ことは、後で述べるバンコク宣言（案）作業グループ
に私も加わっていてよく分かった。ちなみに、その他
のメンバーはパキスタンのDr.ノア・ジーハン、韓国の
Dr.ペク・トンミョンとタイ労働省のDr.ポルチャイだっ
たが、ポルチャイ氏はほとんど討論に参加していな
かった。ともかく、この宣言案をまとめるのに舞台裏
で孤軍奮闘したのはソムキャットだった。この会議
の開催に向けて最大の努力をしたのもソムキャット
だったようだ。タイ消息筋（おそらく）の話では、彼
がGAC2004東京への出席から帰国して公衆衛
生省の上司にアスベストをめぐるアジアと「世界の
潮流」を知ることの重要性を説き、同時に同僚・部
下にも働きかけての結果だったようだ。

タイ、あとに続く若い人びと

タイからの他の演題は全て若手の医師・研究者
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のものだった。胸部疾患研究所の「ファイバー・セ
メント工場における石綿肺ならびにアスベスト関連
胸膜疾患とみてよい異常胸部画像」は、906名の
労働者の胸部X線をILO標準写真によって区分
し、早期の石綿肺か、早期のアスベスト関連胸膜
疾患が疑われるケースに、HRCTを実施した報告
であり、26例（2.87％）はアスベストばく露によると考
えられる異常所見と認められ、7例はごく初期の肺
線維症、24例（2.6％）には胸膜肥厚斑and/or胸膜
石灰化があった。結論として、タイにおける石綿肺
やアスベスト関連疾患の報告が少ないのは、おそ
らく多くの患者がまだ潜伏期間にあるか、報告シス
テムの不十分さのためである。また、じん肺X線区
分1/1とそれ以下の軽症事例は、胸部X線だけで
は誤りの陽性・陰性がでる可能性あり、とくに1/1所
見例にはHRCT検査もなされるべきであり、それ以
下と以上例には必ずしも必要ない、としていた。［編
注：今回の会議の日本からの参加者の協力もあっ
て、タイの石綿肺第一号が確認され、9月24日に
新潟で開催されたアジアじん肺レントゲン読影セミ
ナーにおいて同じ演者から報告されている。］

演題「病院建物内にアスベストはあるか？」は
902ベッドの地域公立病院において2006年3月に
行われた調査で、屋根、床、壁にアスベストは使わ
れていなかったが、温熱蒸気パイプ、ボイラー、オー
トクレーブにアスベストの含有が認められたという。
「アスベストによる屋根タイル製造労働者にみられ
る健康リスク」はマヒドン大学公衆衛生学部職業
安全衛生学科の研究者の発表、4つのアスベスト・
セメント屋根シート工場のアスベスト袋の荷降ろし

から倉庫、作業場でのアスベスト袋出しから各製
造工程での作業環境と個人サンプラーによるアス
ベスト粉塵濃度を測定した結果、製造部門ではほ
とんど変わりがなかったが、サンド・ペーパーによる
屋根シートの仕上げ磨き作業場でのアスベスト濃
度が最も高かった（といっても、にわかに信じられな
かったが0.73f/cm3）という。

公衆衛生省疾病管理局労働環境疾患部の
「健康と経済利便性のバランスによるアスベスト有
害性からの健康保護」というタイトルの発表もあっ
た。タイでは産業に年間約20万トンのアスベスト使
用が許可されている。それは低価格のためであり、
製造から廃棄にいたる過程で発生する危険性問
題に対応するために、3つの実際的な方法が示唆
されるとした。①大気汚染防止法による産業と住
居での（アスベストの）有害性対処、②安全な代替
品と比べてアスベスト輸入関税を高くする、③呼吸
器疾患患者の集積する職業ならびに地域を、健康
監視のための医学的記録システムに報告させるこ
と。

私が注目していたのは旧知のDr.チャラムチャイ
（マヒドン大学公衆衛生学部長）が司会をしたパ
ネル・ディスカッション「アスベスト禁止政策に向かっ
ての将来動向と対策」だったが、パネリストを務め
たのは各関連省庁や研究機関のアスベスト関連
部門にいる若手の同大学公衆衛生学部出身者の
ようで、その内容は濃いものではなかったように思
われた。ちなみに、チャラムチャイさん自身の主要な
研究領域は夜勤交代制勤務の問題である。ともか
く、タイの若い人たちの共同研究に熱心に耳を傾

オープニング・セッションの発言者タイ公衆衛生省の副大臣が歓迎あいさつ

2006年アジア・アスベスト会議
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けてメモをとる若い人たちを見ていると、ソムキャット
さんたちの意図は成功し、この会議を契機にタイの
アスベスト対策は着実に前進するに違いないと考
えられた。

＜負け犬＞のしつこい悪あがき

カナダからは40代前半とみえたパット・マーチン
国会議員と自動車労働組合（CAW）の代表が発
表した。マーチン議員は、カナダが100年以上もク
リソタイルの輸出国であり、近年の生産量は激減
していても、いぜんとして世界中でアスベスト使用
を可とするロビー活動において主役を演じている
と前置きして、カナダ国民のほとんどがカナダでは
アスベストを禁止していると信じている。ところが
実際にはそうなっていないし、すぐにそうなりそうに
もない。これはカナダの連邦制のもろさと関係のあ
る、まったく政治的な理由のためだ。ケベック州に
カナダのすべてのアスベスト鉱山があり、この州は国
（連邦）がアスベストの使用禁止をすれば、連邦を
離脱すると脅しをかけ続けているからである。しか
し、カナダの反アスベスト運動は恐ろしいほど強大
な力に押さえ込まれてきたにもかかわらず、着実に
進んでおり、いまや確実に連邦全体の協議事項に
なっている、と結んだ。カナダのアスベスト業者は国
民には分からぬよう密かに輸出をし、政府は口をつ
ぐんできたのだ。

2人のCAW代表は、「カナダ人はわが政府が世
界中で死と破壊を広げている産業のプロモーショ
ンに積極的な役割を演じていることを恥ずべきで

ある」と主張し、具体的な活動プランの提示はな
かったが、アスベストは国内でも世界的にも禁止さ
れるべきだというのがCAWの立場だと述べた。

さて、カナダの「恥ずべき行為」を具体的に提示
したのが、GACにも参加したインドネシアのDr.ズ
ルミアー・ヤンリ（GACのときには労働・移住省労働
衛生監督局長だったが、現在は国立労働安全衛
生研究所長）の「インドネシアでのアスベストについ
ての公開討論」だ。インドネシアでは、2005年6月に
ジュネーヴで開かれた国際自由労連の世界アスベ
スト禁止のワークショップでインドネシアがアスベスト
の輸入、加工、使用、アスベスト製品輸出において
世界8位と指摘されたあと、インドネシア労働省はア
スベストに関連する政府機関、アスベスト業界、労
働組合、専門団体を招いてラウンド・テイブル・デス
カッションを組織した。このミーティングではアスベス
トのグローバル・キャンペーンに参加するための適
切な第一歩を踏み出すことで合意した。ところが、
2006年3月にジャカルタで、ファイバー・セメント製造
協会が国際クリソタイル研究所と駐インドネシア・カ
ナダ大使館の支援を受けて、インドネシアにおける
クリソタイル使用の安全性を一般の人びとに知ら
せることを意図した“インターナショナル・サイエンス・
シンポジウム”を開催した。クリソタイルの管理使用
の安全性をあらめて強く主張するものだった。

これに対して、ヤンリ女史は、カナダ政府は自国
内でのアスベスト使用は「危険すぎる」と言いなが
ら、インドネシアでのクリソタイル販売を支援してい
る。権威ありかつ中立の国際機関がアスベストに

インドネシアのアスベスト擁護シンポジウム

タイの将来動向と対策を議論したパネル
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関するカナダのダブルスタンダードをやめさせるべき
だ、と主張した。カナダ政府などがしばしば主張し
ているいわゆる「アスベストの管理使用」（これはさ
まざまな安全衛生対策をした上での使用）なるもの
が、とくに発展途上国においては、いかに困難かつ
非現実的であるかは、すでにアルゼンチンのDr.ア
ンナ・ディジョンやブラジルの労働基準監督官フェ
ルナンダ・ジアナージなどが事実例を提示して明ら
かにしている。1982年にカナダのモントリオールで世
界アスベスト・シンポジウムが開催されたとき、当時の
カナダ・アスベスト協会の会長は「発展途上国の平
均寿命はわずかに35歳なのだから、それらの国ぐ
にの大部分の人たちは、アスベスト関連のがんで
死ぬ前に、他の病気で死ぬだろう」と言い放ってい
る。このスタンスをカナダ政府は今日においても基
本的に変えていないのである。<負け犬>を川に
突き落とすよう、私たちは一層努力するが、この会
議に出席したカナダとインドネシアの人たちとの間の
ネットワークが強まることを期待したい。

南アジアの船舶解体産業

先進国の<恥ずべき行為>を告発する演題があ
と2つ、インドとバングラから出た。インドの演題名は
「国際連帯のケース・スタディ：空母クレマンソー」、
発表者はマドゥミタ・ドゥッタ（The Other Mediaとい
うNPOの企業責任デスク）で、共同発表者には
GACに参加したDr.アニー・デボモニ（フランス国立
衛生医学研究所研究部長、アスベスト禁止フラン

スの中心メンバーでもある）とゴパール・クリシュナ氏
（インド・アスベスト禁止ネットワーク）が名を連ねて
いた。数百トンのアスベスト、ポリ塩化ビフェニール、
鉛、その他の有毒物を搭載しているフランスの航
空母艦クレマンソーをインドで解体させようとしてイ
ンド洋まで持ってきたが、フランスとインド両国NGO
の「戦略的な法的介入」によって、フランスへ追い返
した活動の検証報告である。フランス政府は1996
年以来国内ですべての種類のアスベスト使用を
禁止していたし、カナダ産アスベストの輸入禁止に
ついてはカナダのWTO提訴と闘って勝利さえして
いる。にもかかわらず、自国船をインドに持っていっ
て解体させようというのはあまりにも理不尽だと主
張した。アスベストの危険性への認識がほとんどな
いインドの船舶解体産業の労使と市民社会に働き
かけて、この空母の追い返しに成功したのだ。

インド、バングラデシュ、パキスタンは船舶解体場
として、その作業条件は危険・有害さゆえに悪名
高い。インドではそこで数千人の移住労働者をもう
れつに働かせ、解体する老朽船から鉄を取りだし
ている。ここで働く人たちの極端に劣悪な労働条
件や居住条件、長期にわたるアスベストやその他
の有毒物へのばく露による健康影響、健康障害者
の診断、治療、生活への脅威について労働団体、
政府あるいはNGOグループもほとんど注目してこな
かった。しかし、フランス空母を追い返した一年余
りにわたるインドとフランス両国のNPOグループの
キャンペーンは、上述した作業の危険性について
まず船舶解体場労働者の関心を呼び起こし、注目

国際連帯で船舶解撤を監視する取り組みが継続中南アジア：船舶解撤におけるアスベスト

2006年アジア・アスベスト会議
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させた。この国際連帯による成功例は、他の国で
の参考になりその促進に役立つだろう、と結んだ。

バングラデシュの船舶解体産業におけるアスベ
ストの演題は、労働者のイニシアチブによる状況改
善を主題とした報告だった。発表者のチャウドリ・
レーポン氏（バングラデシュ労働安全衛生環境財団
（OSHE）事務局長）もGAC2004に出席していた。
バングラデシュには現在可動している船舶解体場
は35か所あり、解体場で直接雇用されている労働
者が約5万人前後、間接雇用の労働者にいたって
は8万人前後いるという（インドよりはるかに多いの
だ）。その労働条件はやはり劣悪で、くず鉄を取る
セクションの労働者の98％は文盲の地元の移住労
働者。不安全な方法で老朽船から回収されたくず
鉄は、再利用のために地元のマーケットで売られて
いる。ところが、この国でも船舶解体場の労使のほ
とんどはアスベストについての知識と情報を持って
いないため、アスベスト含有材扱いの危険性につ
いての認識もない。

船舶解体場で働く労働者を対象のOSHEのサ
ンプル調査によると、「胃や肺の問題、高熱、関節・
筋肉痛を病む労働者」（健康障害についての調
査項目が不明確で、この調査には保健・医療関係
者の参加がなかったようだ）が多数に上ることを
示した。その後、OSHEはオランダ労働組合連合

（FTU）の支援で船舶解体作業の労働者のアス
ベスト問題への意識喚起プロジェクトを立ち上げ
た。OSHE/FUVによるこのプロジェクトは、アスベ
ストに対する船舶解体場の労働者や他の利害関
係者の問題意識を目覚めさせた。そして、アスベス

ト問題について地元労働組合に使用者と政府と
の公開の場での交渉力を付けさせた。これは今後
アスベスト取り扱い作業場に必要な指針や規制を
実現させるのにも寄与するだろう。さらに、このプロ
ジェクトは社会やメディアも動かしているそうで、バ
ングラディシュのアスベストをふくむ船舶解体を禁
止させ、さらにアスベストに関連する問題の解決に
向かって、世界的なネットワークの形成にも役立つ
だろうと期待を込めて語った。

皮肉に満ちたビアンチ氏の発言

イタリアのビアンチ氏（環境がん研究センター所
長）の抄録、過去10年間にアジアのさまざま国での
アスベスト消費は次第に増加している。にもかかわ
らず、中皮腫の発生は少ない。その要因としては、
次の点が考えられる。

（1） 中皮腫の過小評価
（2） 診断あるいは登録制度の難しさ
（3） 平均寿命の低さ
（4） 使われているアスベストの種類
（5） 潜伏期間に十分達していない
（6） 競合する他の死亡原因
（7） アスベストに対する生体感受性の違いなど

（1）は中皮腫への稀少疾患との認識が強く、診
断技術も進まないという意味か。（3）はすでに取り上
げたように、カナダのアスベスト業界の主張と符合
する。科学者の言とは思えない。平均寿命は乳幼
児死亡率が高ければ、いくらでも低くなる。アジアの
発展途上国にもお年寄りはたくさんいる。（4）も、クリ
ソタイルとその他のアスベストを区別するカナダ支
援（ちなみに、ロシアもカナダと同じ主張をしている）
と誤解されやすい、おかしな発言だ。（7）を挙げるな
ら、少しは根拠を提示すべきだろう。ともかくビアン
チ氏はタイの場合は（5）の可能性があるというご託
宣だった。

ここで彼の論調は一転して日本に向けられる。
（5）は日本には当てはまらない。なぜなら、「日本
のアスベスト産業は1883年（明治15年）にさかのぼ
るからだ」という。たしかに、1885年に日本の造船
所で石綿布を生産したという記録があるようだし、

クレマンソーの報告をしたインドのマドゥー（フロアから発言時の写真）
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1896年には日本アスベスト株式会社というのが設
立されているが、もう少し検証が必要なところであ
る。さらに、ビアンチ氏は日本における社会通念に
反する事実は補償に現われているとして、年間の
職業性中皮腫による労災補償を受けた人の数を
挙げた。人口1,186千人のフリウイ・ベネチア・ギウリ
ア（イタリアのどこかの地方らしい）、人口5,171千人
のフィンランドと人口126,686千人の日本が同じなの
だと指摘した。上記2か国の数値が示されなかった
から、何年のデータか分からないが、多分そのとおり
なのだろう。ビアンチ氏は、日本の行政とアスベスト
業界批判をしているのか、医学・医療界の怠慢をも
批判しているのか、あまり生産的とも思えない議論は
しないほうがいいと思いながら抄録を読んだ。

ところが、ビアンチ氏はプレゼンテーションでは、
明治・大正時代に日本がヨーロッパ諸国に発注し
た船舶の写真を次々に提示して、規定時間無視
の長広舌。私は雑念が入ってたまらず、途中で聴
取努力を放棄した。しかし、彼を私たちが<変なじ
いさん>と呼べるかどうかは、これからの私たちの
活動にかかっているだろう。その理由は末尾で述
べるつもりである。

オーストラリア、先駆者の貴重な経験

1983年に私たちが横須賀の造船労働者のア
スベスト関連疾患に取り組みはじめたとき、（財）労
働科学研究所の図書館でアスベスト関連疾患の
文献検索をさせてもらい、外国文献ではイギリスと
オーストラリアの主に海軍造船所の文献を随分参
考にさせていただいた。この会議に提出された4
演題も違った意味で、私たちの今後の活動に役立
つ点が多くあると思った。

まず、オーストラリア・アスベスト疾患協会（ADSA）
会長ロバート・ボジャコビックさんの演題「オーストラ
リアにおけるアスベスト反対闘争」は、西オーストラ
リアの悪名高いウイットヌーム・クロシドライト鉱山の
労働者ばかりではなく、その家族たちや近隣住民
をも巻き込んだ記録的に大きな健康被害、ついに
は死にいたる病の「流行」がはじめて表面化したと
きには、被害者の人たちが直面している問題に対

して、既存の法律のどれもが役に立たなかった。鉱
山所有者から補償、政府から給付金を獲得するの
に10数年もかかったのだが、ADSAはその闘いの
重要な軸となって活動してきた。一般の人びとへ
の注意喚起、被災者に代わってのロビー活動、アス
ベスト関連疾患の診断・治療についての先駆的な
医学研究がこの地域で行われるのを確実にしたこ
となどが開陳された。もっと詳しい活動状況を知り
たいと思わずにはいられなかった。
「多国籍企業へのアスベスト補償要求」は、

GACにも代表を派遣してきたスレーター＆ゴードン
法律事務所の弁護士の発表で、多国籍企業を相
手とした法的責任追及について論及した。「企業
を監獄に入れることはできない。企業犯罪への罰
金レベルは比較的低い」。（そうだ、という感じ）、さ
らに、多国籍企業の場合は、<企業はベールに隠
されている>し、国境をまたぐ性質の仕事のために
責任を取らせるのに、大きな障害がある。被害者
が企業の安全管理義務違反を問う司法手段を取
ろうとしても、とくに強力で資金力のある企業に対
抗するときがそうだが、例外なく大きな困難に直面
する。資産放棄して上手に裁判を逃れる例もあっ
た。しかし、ここ10年余りの間に、世界のあちこち
で多国籍企業を相手とした係争には、確実にプラ
スの展開が見られてきた。多国籍企業は母国と同
じように操業地においても法的な義務を守らされ
ている。1968年の「司法権と判決執行に関するブ
リュッセル条約」第2条は、ヨーロッパ・ユニオン内に
あるいかなる多国籍企業もその母国の法規則に
従わせることができる。司法・立法・行政、それに社

ロバート・ボジャコビックさん

2006年アジア・アスベスト会議



安全センター情報2006年12月号   19

会問題の活動家や弁護士も、「企業が裁判を逃
れ、その資産を被災者の手の届かないようにしよう
とする目論見の訴訟戦略を制限することに、乗り気
であることを示してきている」（どこでか、残念なが
ら日本ではない）。米国の外国人不法行為追求法
（Alien Tort Claim Act）も、州によって基本的
人権侵害の共犯関係が認められた企業にたいし
てケースによっては利用できる可能性がある。米国
の原告側弁護士たちは、企業行為の規制にしばし
ば有力な役割を果たしている。しかし、米国での訴
訟は、企業を破産に追い込む可能性があり、米国
人でない被災者にはなにもできない状態になってし
まう、という指摘もされた。

Dr.グレゴリー・デリュールは「オーストラリアの中
皮腫研究」と題する発表をした。この方はGACで
来日されたときはオーストラリア・アスベスト疾患協会

（ADSA）の医学アドバイザーの肩書きだったが、
今回は個人参加のようだった。彼もウィットヌームに
ついての発表で、この街では20年以上もクロシドラ
イトの採掘を続けた。その間に6,000人以上もの子
供たちが、家庭内と環境中でアスベストばく露を受
けた。

オーストラリアの疫学者のデータによると、中皮腫
に罹患する生涯リスクは、ウィットヌームの鉱山とア
スベスト加工工場の労働者は16.6％、発電所労働
者は11.8％、ウィットヌームの住民は3.1％、港湾労働
者は2.1％、全オーストラリア男性は0.39％、全オース
トラリア女性は0.07％、としている。時の経過ととも
に、かつての<ウィットヌームの子供たち>の多くが
中皮腫に罹患してきた。オーストラリアは、予防、早

期診断・治療に焦点を合わせた全国的な中皮腫
研究プログラムを周到に準備することによって、こ
の国の<歴史上最悪の産業災害>に対応してい
る、とDr.デリュールは論じた。
「西オーストラリアにおけるアスベスト被災者の

支援」はパースのオーストラリア・アスベスト疾患協会
（ADSA）のローズマリー・ボジャコビックさん（ロバー
トさんのお連れ合い）の報告だった。全国に点在
する私たちの労災職業病センターや安全衛生セン
ターが直面しているのと同じような状況からの問題
提起であり、是非一度この人たちと交流してみたい
と思いつつ聞いた。アスベスト関連疾患の診断が
下されると、被災者は医学的、経済的、社会的、精
神的な支援が必要な状態に陥る。
1） 政府からの給付を獲得するための「官僚的な
交渉過程」には、「経験と献身」の第三者の支援
が必要である、

2） 怠慢な事業主に対する補償要求は、たとえ最
良の支援対応があっても、非常に困難な仕事で
あり、とくに被災者が致命的な病気に罹患してい
るときが、まさにそうである。

3） 病気のために社会の辺縁に追いやられた人
びとが経験する孤独感を弱めるためには、個人
カウンセラーや地域ネットワークによるサポートが
不可欠である。
以上の3点こそがパースADSA活動分野なのだ

と、具体例を挙げてのプレゼンテーションだった。

その他のアジアからの報告

アジア・太平洋地域における労働組合イニシア
チブのアスベスト禁止運動の実践と展望に触れた
Ng Wei Khiangさん（アジアの労働組合のために
バンコックに設置された労働安全衛生環境研究所

（OHSEI）の所長で、マレーシアの労働組合から派
遣されていた）の発表には、OHSEIのサポーター
である国際自由労連・アジア・太平洋地域事務所

（ICFTU-APRO）の鈴木則之書記長が共同発
表者として名を連ねていた。例として、オーストラリ
ア労働組合総連合（ACTU）と日本の連合が挙げ
られたが、すべては今後の活動次第というのが実

ローズマリー・ボジャコビックさん



20  安全センター情報2006年12月号

態のようだ。
GACでベトナムはアスベスト含有なしの、国産材

料を主とした屋根シートの生産研究を報告された
が、今回は残念ながら、その続報はなかった。ベト
ナムの人に確かめる機会がなかったが、まだ研究
途上にあるのか、あるいは量産体制に至っていな
いのかもしれない。ベトナム国立労働保護研究所

（NILP）からの報告は、ベトナム労働組合を統括す
るベトナム労働組合総連合（VGCL）の役割の重要
性に言及していたが、アスベスト使用作業での安
全衛生環境条件の改善、アスベスト関連の安全衛
生と環境保護のための緊急対策の提言など、アス
ベスト使用を前提としたきわめて現実的な立場か
らのものだった。いずれにしても、これらの団体が、
私たちのベトナムにおける今後のカウンター・パート
の一つになることは間違いなかろう。次回のアジア・
アスベスト会議はベトナムにほぼ決まったと言ってよ
さそうだ。国全体としての取り組みがはじまれば、こ
の国でのアスベスト全面禁止は実現に向かうにち
がいない。

フィリピン・アスベスト禁止ネットワーク（PBAN）は、
2005年6月に発足したばかりの団体であり、この団
体の演題は「フィリピンにおけるアスベスト被災者
支援のための最新戦略」だったが、残念ながら会
議には参加がなかった。抄録では、まずフィリピンの
アスベスト被災者については体系的な推計はされ
ておらず、適切な被災者支援策の阻止要因となっ
ていること。その計画をさらに困難にしているのは、
アスベスト管理についての政府計画の弱さにある
こと。クリソタイルの使用はまだ許可されているた

め、フィリピンはアスベストの部分禁止政策であるこ
と。その上、すでにある関連法と規制には予算措
置が十分でなく、施行も不十分なこと、など。そうし
た条件下で、PBANは、現在、労働組合、法的支
援グループ、医療関係者、研究者それに学生から
構成されており、その活動は国営テレビ局のゴー
ルデン・アワーで放映された。当面の活動目標は、
活動資金集めをしつつ、アスベストのハイリスク・グ
ループへの情報供与、法的・政策的なサポートであ
るとしていた。

日本のアスベスト問題に取り組む人たちや団体
の間では広く知られている韓国ソウル国立大学の
ペク・トンミョン教授の演題は「韓国におけるアスベ
スト使用の増減変動とその好ましくない影響」だっ
た。韓国でのアスベスト消費を3つの時期に分け、
第1の産業伸長期、第2は行政的なアスベスト規制
後にその使用が遅滞する中間期、第3はこれまで
に使用したアスベストばく露による好ましくない影響
がはじまって以降の産業減退期である。韓国アス
ベスト産業による悪影響は、採掘、製造、最終消費
者、非職業的ばく露者において確認されている。ア
スベスト問題が明るみに出る過程の（SEEA）モデ
ル、発生源、ばく露、その影響、改善対策は、韓国
におけると同様の諸変化に直面しつつある発展途
上国にとって遅ればせながらの教訓になるだろうと
した。

日本とその他の国からの参加者

日本の演題は10、外国からの参加者数でも一

阿部知子衆議院議員（懇親会）田島一成衆議院議員（オープニングセッション）

2006年アジア・アスベスト会議
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番多かったのではないか。古谷杉郎氏、中地重晴
氏、古川和子氏、名取雄司や斎藤医師など、GAC
からクボタ・ショックにいたる過程で大活躍中の人た
ち、それに井内康輝広島大教授、高橋謙産業医
大教授、日下幸則福井大教授、森永謙二氏などア
スベスト疾患研究の第一線にいる研究者の方が
た。異色といってはいけないが、民主党の田島一
成代議士、社民党の医師でもある阿部知子代議
士など参加者は多士済々だった。日本人の発表で
は、学術研究との比較はむろん不適切であるが、
手前味噌を承知の上でいえば、出席者に大きな印
象を与えたのは古谷杉郎氏のプレゼンテーション
ではなかったか。クボタ・ショックを中心に激動の2
年間の運動をビジュアルに提示したのだから当然
でもあると思っている。

IBASのローリー・カザン・アレン氏は裏方で奮
迅の活躍をしていた。米国のバリー・キャッスルマ
ン氏もアスベスト会議には欠かせない、存在感が
あった。パキスタンのDr.ノア・ジーハンは引き続き
偏光顕微鏡（PLM）、位相査電子顕微鏡（SEM）な
どを駆使して、数少ない同僚の方と奮闘している
ようだ。スイスのフィオーナ・マリー氏（建設労働者
インターナショナル（BWI）―旧国際建設木材労連
（IFBWW）―安全衛生環境部長）は相変わらず
エネルギッシュだった。演題の制限時間などまるで
頭にないようで、典型的な労働組合リーダーらしさ
を出した長い「演説」をした。私などはかなりうんざ
りしたが、かろうじて救いだったのは世界のアスベス
ト作業現場の写真をスクリーンに示した点だったろ
う。

バンコック会議宣言について

バンコック会議宣言（11月号53頁に全文掲載）の
作業グループのメンバーはすでに述べてある。宣
言は基本的にGACの東京宣言を継承しており、項
目も同じく7つ。その第1項の「禁止」がこの間のアス
ベストをめぐるILOとWHOの動向も反映して「全面
禁止」となった。しかし、文中にあった「全面的かつ
即時禁止」の「即時」は外して欲しいという要望がア
ジアのメンバーから出された。この点の妥協は彼ら
の立場を考えれば当然だった。第5項が「公正な移
行及び開発途上国への移転防止」が「公正な移行
及びアスベスト廃棄の防止」となり、第6項の「補償と
治療」が「アスベスト関連疾患の公正な補償と治
療」で、内容的に大きな変わりはない。しかし、総会
ではいろいろな意見がでた。私が座長を務めてい
たが、GACでの経験があったので、そう慌てもせず
に対応したつもりだ。意見も大きな異論があるはず
もなく、小さな修正意見であり、それらは事務局に
送ってもらい最終的に作業グループの5人のアジア
人のドクターにまかせていただくことで合意した。

早稲田大の村山武彦教授（当時、福島大）が
1994年に発表した論文に掲載されていた表があ
る。日本のアスベスト関連企業のアジア諸国への
進出状況をしめしている。私はこれをバンコックに
持っていったが、一部の人にしかわたさなかった。
時期尚早と考えたからだ。私たちがこの表を見て、
今とくに変わったことをする必要はない。これまでの
ように日本政府とアスベスト企業に被災者補償と罹

日本からの参加者 左から古川和子、フィオーナ・ムーリー、Dr.カムジャッド
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病者の早期発見について、きちっと責任を取らせる
活動を続けることである。その上で、進出先の国の
アスベスト問題に取り組む人たちとともに活動を進
める。必ずあるはずのダブル・スタンダードを許さな
い運動をしていくこと。日本での経験則によると、本
工の賃金は下請け労働者の賃金より絶対に少な
いことはない。これは安全衛生の点でも、多くの場

Dr.天明佳臣（筆者）

「2006年アジア・アスベスト会議」がタイ、バンコ
クにおいて7月26日、27日の2日間にわたって開催さ
れました。会議には、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、
オーストラリアなどから、政府関係者、医師研究者、
NGO関係者、石綿被害者など300人以上が参加
しました。「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の
会」からは、古川和子、吉崎和美の2名が参加し、
それぞれ発表を行いました。

初日の「被災者のエンパワーメント・リスク認識」

合にいえるだろう。アジアに進出した日本のアスベ
スト企業が、そこで日本より良い安全衛生基準を適
用していたとは考えられないのだ。私たちはアジア・
ネットワークの強化に努め、さらにそれぞれの国で
活動するカウンター・パートと共に、すでに進出先か
ら逃げ出している日本の企業もあるらしいが、この
問題にもいずれ決着をつける努力をしなければな
らないだろう。

なお、この会議の直前にIBASが「加藤賞」を設
けた。故加藤徳雄氏は、若い頃にボイラー製造会
社に務め、その後30年以上アスベストとまったく関
係のない職業に従事し、中皮腫を発病した。そし
て、アスベストが「静かな時限爆弾」であることを自ら
名乗り出て、アスベストの脅威を訴え続け、GACの
直前に他界された方である。この加藤賞の第1回
受賞者に中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会
の古川和子さんが選ばれたことを報告して
この稿の終わりとする。

のセッション4では、古川和子さんによる、「中皮腫・
アスベスト疾患・患者と家族の会の経験」と題され
た発表が行われました。今回の会議はすべて英
語で行われたために、発表は私が代わりにすること
になっていましたが、自己紹介は古川さんご自身で
やりましょう、ということになり簡単な自己紹介文を急
遽練習してもらい発表に臨みました。

古川さんが自分の名前、日本から来たというこ
と、英語が喋れないので発表は代わりの者がする

吉崎和美
中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会

手作りの千羽鶴に思いを託して
患者・家族の立ち上がりの重要性を訴える

2006年アジア・アスベスト会議
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全体会議で報告する古川和子さん（右）と吉崎和美さん

ということを告げると拍手が沸
き起こりました。2日間すべて
の演者の発表を聞きましたが、
発表の前に拍手をいただいた
のは古川さんただ一人だけで
した。

そしてこれまでの「患者と家
族の会」の活動の写真、多く
の被害者の方の写真を順に
スライドに映しながら心を込め
て語りかけました。発表の主
な内容は、「中皮腫・アスベスト
疾患・患者と家族の会」の成り
立ちと概要、会の活動内容、
古川さんご自身の体験とクボ

腫で他界した父のことを話すことになっていました。
自分の発表の順番を待つ間にずっと思っていたこ
とは、自分は一体なぜ、タイに来て会議に出席して
いるのだろう、ということでした。アスベストにさえ関
わらなければ、タイに来ることもなく、今とは違ったか
たちでもっと穏やかな日々 を過ごすことができただろ
うに…。今頃、私は何をしていただろうか。などとい
ろんなことを考えてしまい、とても気持ちが乱れた中
で私の順番がやってきて、父が中皮腫を発症する
に至った経緯、家族で立ち向かった闘病生活、現
在の思いなどを、やっとの思いで言葉にして発表を
終えました。

発表を終えた後、もっと落ち着くべきだったと反
省しましたが、多くの人が私のところにやって来て、
「あなたの発表にとても心を打たれた」と声をかけ
てくれたことで少し救われた気持ちになりました。
「全世界でのアスベスト使用の全面禁止」に向

けて、実際にアスベストの被害を受けた者、またそ
の家族は大きな役割を担えるのだということ、そして
アスベスト問題に関わっている各国の人々がそれ
ぞれの分野でそれぞれに尽力していることを、この
二日間の会議を通して改めて肌で実感することが
できました。ほんの3、4年前まではアスベストとはまっ
たく無縁に生きていた私にとって、今回のアジア・ア
スベスト会議は非常に意義深いものとなり
ました。

タショックの発端となった患者さんとの出会い、アジ
ア諸国に向けてのメッセージなどです。最後に、今
現在、世界中で多くの人がアスベスト被害に苦しん
でいるということ、そして残念ながら今後も多くの人
がアスベスト被害者になるという事実、大切な人を
失った家族は今も深い悲しみにあるということ、私
達、アスベスト被害者は決してこの苦しみを忘れる
ことができない、だからこそできること、やるべきこと
がたくさんあり、私達のアスベストに対する闘いはこ
れからもずっと続いていく、というメッセージを世界
中に向けて発表を締めくくりました。

舞台に立っていた私たちは気づきませんでした
が、古川さんの発表後、立ち上がって拍手をしてく
れた人が多くいたということでした。

この会議に先立って、患者と家族の会・関西の
会員さんたちが、美しい千羽鶴を一羽一羽、心を
込めて自宅で折って下さいました。会議初日の夜、
レセプションが行われ、その場で私達は折鶴を皆
に紹介する機会を与えてもらい、各国の参加者に
ひとりずつ手渡して喜んでもらうことができました。
会議に参加した患者と家族の会員は二人だけで
したが、日本の多くの会員さんたちの気持ちを折鶴
に託して世界中の人々に伝えられたことは本当に
素晴らしいことでした。

2日目は、ワークショップというかたちで、各分野に
別れて行われました。今度は私が、昨年2月に中皮
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アジア・アスベスト会議の天明報告記にもあるよう
に、インドネシアでは3月にクリソタイル使用の安全性
を宣伝する国際科学シンポジウムが、アスベスト産
業やカナダの肝いりで開催されている。それは、会
議に参加した「先進国の科学者」らのアスベスト擁
護の主張を地元紙が報じる（報じさせる）ことなどと
セットになったプロパガンダである。

筆者（古谷）は、2004年9月にインド・ニューデリー
で同じことを体験した。ニューデリー直轄州立大
学主催の国際シンポジウムに参加した、カナダ・クリ
ソタイル研究所のDr.ジャック・ダニガンの一方的な
話が「アスベスト・セメント製品は完全に安全」という
大見出しで、タイムズ・オブ・インディア紙で大々的に
報じられた。私やアメリカから参加したDr.バリー・
キャッスルマン等は存在すら一言もふれられなかっ
たのである（2004年12月号50-53頁参照）。

バンコク会議の直前にもタイで同様のことが起き
た。私は、間違いなくこれは、7月のアジア・アスベス
ト会議がタイのアスベスト使用に与える影響を懸念
した、国際アスベスト産業による妨害ないし牽制の
ためのプロパガンダであったろうと考えている。ただ
し、今回の掲載紙ネーションには、その後読者の投
書として反論も掲載された。

Dr.ダニガンもDr.バーンスタインもよく知られた、ア
スベスト産業界の「御用学者」である。

インドネシアとタイの実例を紹介する。記事中の
明白な誤りも、ここでは一切訂正していないので注
意されたい。

 ジャカルタ・ポスト紙
  2006年3月3日

反アスベスト・キャンペーンがインドネシア
の会社を心配させる

インドネシアの繊維セメント製造業者たちは、ヨー
ロッパにおける反アスベスト感情の高まりが、やがて
インドネシアの海岸に到達して、彼らの産業に不利
な影響を与えるのではないかと危惧している。
「欧州連合（EU）はすでにクリソタイル（アスベス

トの一種）の使用を禁止しているが、この物質の
使用を（インドネシアでも）禁止しろというヨーロッパ
からの圧力があるのではないかと心配している」
とPT Siam-Indo Concrete Products副社長
Chandra Alifenは、（今週）水曜日にジャカルタで
開かれたクリソタイルに関するワークショップの傍聴
者として語った。

白アスベストとしても知られるクリソタイルは、水道
管や屋根材などの繊維セメント製品に用いられる
原料物質のひとつである。
インドネシアは、主にブラジル、カナダ、ロシアから、

毎年70,000トンのクリソタイルを輸入している。
欧州委員会は、クリソタイルを含め、ほとんど全

てのアスベストの使用を禁止することを決定してい
る。EUでは、角閃石系アスベストは1991年に、14の
カテゴリーのクリソタイルについては昨年1月に禁止
された。

角閃石系アスベストは、発がん物質であり、今日
までの30年間に多くの諸国で禁止されている。

この物質に曝露した人々は、肺がんや様 な々呼
吸器疾患のリスクがあることが調査研究によって明
らかになっている。

インドネシアも、人材大臣が発した法令により、角
閃石系アスベストの使用はすでに禁止されている。

アジアにおけるアスベスト擁護の
プロパガンダの実例

アジアにおけるアスベスト擁護のプロパガンダ
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Chandraは、産業界がスポンサーになった最近
の研究によって、クリソタイルは健康にリスクを引き
起こさないと語った。
「最新の科学的研究は、クリソタイル・アスベスト

は安全であることを示している」と彼は言い、その
製造工程にもリスクはないと付け加えた。
インドネシア大学公衆衛生学部の安全衛生専

門家Sjahrul M. Nasriは、クリソタイルの使用が安
全であることに同意した。
クリソタイル研究所（CI）による最近の研究を引用

して、彼は、この物質は人間の健康に対して何ら
有害な影響は引き起こさないと述べた。
「その生物学的持続度に関する研究…繊維が

肺から除去される割合…は、クリソタイルの生物学
的持続度は16日未満であることを示している。

セルロース、アラミッド、セラミック、アモサイトなどの
角閃石系アスベストの生物学的持続度は90日から
1,000日である」と彼はいう。
「われわれに必要なことは、クリソタイルへの曝露

の最小化に焦点を置いた責任あるアプローチをお
しひろげることである」とインドネシア科学委員会委
員長のSjahrulは言う。

彼は、人々は、クリソタイル（白アスベスト）と角閃
石系（青、茶、灰色アスベスト）は違うということに注
意しなければならない、とした。

スイスの毒物学者David M. Bernsteinはジャカ
ルタ・ポストに対して、欧州委員会は反アスベスト感
情をあおっていると語った。
「私は彼らに白アスベストに関する最新の研

究結果を示したが、彼らは聞こうとしなかった」と
Bernsteinは言う。
クリソタイル擁護派のコメンテーターは、10年以

上も前の世界保健機関の研究結果しか用いず、
その科学的データの選び方が偏っているとEUを
非難してきた。

その代わりに、EUは産業界がスポンサーになっ
た研究の結果を受け入れるべきであると彼らは主
張する。
クリソタイルは、年商6億US億ドルの産業であり、

とりわけロシア、中国、カナダ、ブラジルにとって重要
である。

 ジャカルタ・ポストへの投書
  この投書は掲載はされなかった

私は、貴紙の「反アスベスト・キャンペーンがインド
ネシアの会社を心配させる」と題した記事に返答し
たい。残念ながら、安全なアスベストはなどは存在
しない。茶、青、白アスベストはすべて人間の健康
に対して有害である。この理由から欧州連合は、
2005年1月1日にすべての種類のアスベストの使用
を禁止した。これは、数年間の検討と協議を通じ、
独立した科学的アドバイスに基づいて決定された
ものである。

世界中で多くの国の政府が、国レベルのアスベ
スト禁止を課している。さらに、国際化学物質安
全性計画（IPCS）、ラマッチーニ協会、国際社会保
障協会（ISSA）、世界貿易機関（WTO）、国際建設
木産労連（IFBWW）、国際金属労連（IMF）、国労
労働衛生委員会（ICOH）、国際自由労連（ICFTU）
などの国際組織が、禁止擁護のポジションを支持
している。2006年1月の国際労働機関（ILO）Dr. 
Jukka Takalaの声明のなかで、彼は次のように
言っている。
「アスベストは、労働に関連した死を引き起こす

単一の原因として最も重要なもののひとつ、そうで
なければ再重要なものであり、世界中でますます主
要な健康政策の課題となっており…アスベストは、
労働世界におけるNo.1の発がん要因であり続けて
いる」。

開発途上国に対するアスベストのダンピングを非
難して、Takalaは、消費の増大は「それらの国 に々
おいて20～30年後に健康に対する時限爆弾であ
ることを証明するだろう」と予言している。

スイスの毒物学者David Bernsteinがジャカルタ・
ポストに、アスベストは安全に使用することができると
言い、欧州委員会を「反アスベスト感情をあおって
いる」と非難した。クリソタイルが安全だとしたら、な
ぜスイス政府はその使用を禁止したのか？ジャカル
タで開かれたクリソタイルに関するワークショップに
ついてのChandra Alifenのコメントは、それがアス
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ベスト擁護のイベントであり、インドネシアの疑いを持
たない消費者にアスベストを押し付け続ける時間
を引き伸ばすという目的のために組織されたものと
確信させた。カナダは自らはアスベストを使用して
おらず、ブラジルもまた自ら使うよりも多くのアスベス
トを輸出している。なぜインドネシアが、生産国が自
国で使用するのには危険すぎる物質のダンピング
場にならなければならないのか？インドネシアの人々
は、カナダ、ブラジル、スイスの人 と々同じように、より
健康的な環境で暮らす同じ権利を持っている。

Laurie Kazan-Allen
アスベスト禁止国際書記局（IBAS）

 ザ・ネーション紙
  2006年5月14日

健康論争：アスベストはがんを
起こす可能性があるが「安い」

当局者は、より高価な代替品のための「何の理
由」も見いださない。

肺がんの原因のひとつとして知られるアスベスト
は、欧州連合や日本などの先進国では何年も前か
ら禁止されている。

しかし、いくつかの新たな科学論文は、建設その
他の産業におけるその使用は、適切に取り扱われ
れば今なお安全であることを示している。

スイスの毒物学コンサルタントDavid Bernstein
教授はバンコクで先週、アスベストは全般的に危険
であり、禁止されるべきだというのはよくある誤解で
あると述べた。
「賢く使えば、クリソタイルは安全に使用すること

ができる」と彼は言う。
アメリカ環境保護庁及び世界保健機関の専門

家パネルのメンバーでもあるBernsteinは、クリソタ
イルは、その大きな脆弱性及び可溶性のゆえに、青
または茶アスベストよりも危険性が少ないと言う。
「このことは、身体に問題を引き起こす前に、人

間の肺の中から容易に排出されるのに役立つ」と

彼は言う。
産業活動局有害物質管理部のSrichant Utha

yopas部長は、タイは年に約20万トンのアスベストを
輸入しており、大部分は建設に使用される様々な
種類のセメント製品に使われていると述べた。

いくらかは、ブレーキやクラッチなどの自動車部
品や断熱材、織物にも使用されている。
クロシドライト及びアモサイト鉱物からなるアスベ

ストは、タイでは2003年7月から禁止されているが、
クリソタイルは今なお事前の同意によって輸入する
ことが許されている。
「現在はクリソタイルだけを輸入している。建設

プロジェクトにおいて要求されるその強さと柔軟性
から、わが国の産業が必要としているためである」
と彼女は言う。
「クリソタイルの代替品は高価であり、より多く支

払う理由は見いだせない。安全と環境保護は重
要であるが、経済はよりそうである」とSrichantは言
い、マレーシア、フィリピン、中国はいまもクリソタイル
を使用し続けていると付け加えた。

保健専門家たちの意見は違っている。マヒドン
大学の研究結果によれば、アスベスト含有セメント
でできた建物に住んでいる人の1万人に2.1人が肺
がんになる可能性がある。

そのような建物のなかで暮らし、かつ働いた場
合には、そのリスクは10万人に2.37人に上昇する。

この研究は、平均寿命70年、労働期間40年とし
て見積もっている。
「はい、リスクは存在している。しかし、1万人に880

人というより高いリスクを持つ喫煙者と比較すると小
さい」とSrichantは言い、クリソタイルを使用し続ける
べきだという科学的根拠はないと付け加える。

保健・公害防止当局の担当者たちは、ロッテルダ
ム条約の採択を踏まえてクリソタイルを禁止するこ
とを望んでいる。

クリソタイルをめぐる議論は、健康問題の枠を超
えてきている。

Bernsteinによれば、日本は、この種類のアスベス
トを取り扱う港湾労働者が、肺がんのリスクにさら
されていることが判明してから、アスベスト禁止の
中心的サポーターになった。

アジアにおけるアスベスト擁護のプロパガンダ
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「しかし、医師たちは、クリソタイルを取り扱う作業
ががんを引き起こすという結論を下す前に、これら
の労働者の多量喫煙習慣を考慮に入れなかった」
と、クリソタイル産業から独立していると断言する
Bernsteinは語る。

Bernsteinはまた、フランスは、クリソタイルの代替
品を製造することができるようになった1996年から、
禁止を支持するようになったと指摘する。
「フランスは、ドイツとベルギーに次ぐ、代替品の

大輸出国である」とBernsteinは言い、クリソタイル
のない代替品という主張は、リスクがないことを意
味するものではないと付け加える。

Srichantは、クリソタイル論争は国際貿易問題、
政治問題になってきていると述べる。
「わが国は大量のクリソタイルを輸入してきてい

るので、代替品の大きな市場でもある。私は、代替
化も支持するよう求められてきた」と彼女は言う。

その安さのゆえにクリソタイルの使用を擁護して
いるとはいえ、彼女はその安全な使用に関してさら
なる調査研究が行われることを希望している。

保健・環境問題の専門家たちによれば、アスベス
トの潜在的リスクはその蓄積効果によるものである
が、この問題を網羅した十分な研究はまだないとい
う。
「経済的利益と国民の環境・健康上の損失をい

かにバランスよくとるかということは、わが国だけでな
く他の諸国にとってもひとつの挑戦である」と彼女
は述べた。
「この種の挑戦はグローバライズされた世界では

ますますたくさん起こってくるだろう」。
Kamol Sukin

 ザ・ネーション紙
  2006年5月25日

上記記事は、タイが、製造業における原料として
クリソタイルと呼ばれる白アスベストの使用を今な
お許していると指摘する。科学的証拠は、クリソタ
イルを含むすべての種類のアスベストが、曝露か

ら25-40年後に肺がん及び中皮腫（アスベスト独特
のがん）を引き起こす可能性があることを明らかに
示している。世界保健機関（WHO）の国際がん研
究機関（IARC）は、クリソタイルをグループ1（ヒトに対
して発がん物質）に分類している。国際化学物質
安全性計画（IPCS）も、クリソタイルを発がん物質に
分類している。国際労働機関（ILO）は、アスベスト
は毎年世界中で10万人を殺していると推計してい
る。先進工業国における1970年代の広範囲にわ
たるアスベスト使用の背後は、今日みられている多
数のアスベスト関連がんの事例が横たわっている。

40か国以上が、アスベスト関連ハザーズを根絶
するのに有効な手段として、クリソタイルを含むす
べての種類のアスベストの使用を禁止している。こ
れは、包括的な防護措置を規定したILOアスベス
ト条約の線に沿ったものである。ILO職業がん条
約は、発がん物質はより有害性の少ない物質に代
替されるべきであると促している。アスベスト代替
品は、たとえ完全に安全ではないとしても、クリソタイ
ルよりは大いに安全である。アスベスト代替品への
転換が国の経済に何らかの否定的な影響を及ぼ
したと報告した、厳格な規制当局はひとつもない。

タイ公衆衛生省は、労働省との共催で、7月26-27
日にバンコクにおいて、防護措置に関する公開討
論の場を提供するために、アジア・アスベスト会議を
開催する。ILOはこの重要な会議を後援している。
労働者や一般の人々は、自らを守るために、アスベ
ストの健康ハザーズに関する、正確かつ最新の知
識を必要としている。産業界は、アスベストをより安
全な物質に代替する努力を増強させることができ
る。これらの努力は長期的なビジネスの成功に貢
献するものである。例えば、タイの建材メーカーは、
消費者の要求に応えて、ノン・アスベスト製品の販
売をすでに開始している。タイにとって、労働者及
び一般の人 を々アスベストから守る有効な
措置を見つけ出すべきときである。

Dr.川上剛
ILO東アジア地域事務所

労働安全衛生上級スペシャリスト
Dr. Chalermchai Chaikittiporn

マヒドン大学医学部長
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女子保護撤廃から始った

本誌11月号に特集されているように、労働時
間保護法制を解体するような、労働基準法の
改悪の作業が着 と々進められ、来年には国会
に提出されるようである。この件は本誌の共同
アピールのような反対運動が起っているだけで
なく、NHKのクローズアップ現代やTBSの筑紫
哲也などの番組でもとり上げたことからみても、
ことの重大性が知られてきたらしい。

現在すすめられている労働法の改悪は、労
働時間関係だけではないが、労働時間に関す
る労働基準法の抜本的な改悪の第一弾が、労
働省から提示されたのが、1978年11月で、はげ
しい反対運動により年月がかかったが、1997年
6月に国会で可決されたことを、若い読者は知ら
ないかもしれない。

当時の基本労働時間が1日8時間・週48時間
で、女子には時間外労働は、1日2時間・週6時
間・年150時間以内と制限され、看護婦などの
例外職種を除いて、夜10時から午前5時までの
深夜業は禁止されていた。

それを業種・職種に関わりなく全廃するという
内容だった。

歴史の逆行に役所が加担

ウィーンでの集会から帰国したとたんに、この
ことを知った私は、おどろくより信じられないとい
う気持でいっぱいだった。
“まさか、まさか”と思いながら調べているうち

に、有斐閣という法律関係の出版社から、この
件についての座談会に出席依頼があり、詳しい
経過がわかった。

これは、労働大臣の私的諮問機関である労
働基準法研究会が、男女平等法を制定するに
当り、労基法の女子保護条項は、出産に関する
ものを除いて、全廃すると提言したものだった。

実際に研究会報告を書いたのは、労働省婦
人少年局の高橋久子婦人労働課長と三浦崇
男課長補佐であることも探りあてた。研究会の
メンバーは、婦人労働の実態を全く知らない、
労働法の大学教授などと高齢の評論家の女
性で構成されていた。

この座談会に、当時は社会党の参議院議員

女子時間規制撤廃とのたたかい
塩沢美代子

連載第48回

塩沢美代子「語りつぎたいこと―日本・アジアの片隅から」 48
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だった田中寿美子氏と、現福岡大学法学部の
林弘子氏と私の3名の女性がよばれていた。主
催者側は、田中さんと林さんはキャリアウーマン
だから、保護廃止に賛成するだろうとふみ、ひと
りは反対論者もいれなくては、記事が面白くない
と思って、私を入れたらしい。

ところが、田中さんも林さんも私とともに反対
を強調した。これは予想外だったようで、司会を
していた社会政策学者の花見忠氏が、感情的
になって私を攻撃した表情をいまだに覚えてい
る。彼の若い頃はもう少し労働者の立場にたっ
ていたのを知っていたので、いつの間に体制派
になってしまったのかと、がっかりした。

業種・職種を問わず、女子も労働時間・深夜
業に法的規制を一切しないとなると、明治期か
ら50年がかりで制定した、日本最初の労働保
護法である工場法すら否定したことになる。こ
の連載の前半で記した、全蚕糸労連での、労
働条件改善のたたかいは、ひたすら労基法を
頼りに実現してきたものである。法的規制が一
切なくなれば、泉州地区での24時間2交代制の
労働も合法となる。私は存在そのものを否定さ
れたようなもので、かつて私の何倍も苦労してた
たかってきた、現場の仲間たちの顔を思い浮べ
ながら、とても言葉にいい表わせないほどの、驚
きと怒りに身体がふるえる思いだった。

工場法時代と違う点は、労働組合法があり、
労基法36条は残っており、36協定で時間外労
働を抑制できることだった。しかし女子労働力
に依存するような職場では、労使交渉で適正な
労働条件をかちとることは、到底できないことも、
さんざん述べてきた通りである。

労働省婦人少年局は、こういう状況にある婦
人労働者を守るためにあったはずである。とこ
ろが、当時の婦人少年局には、東大出で公務
員の上級職の資格をもつ女性が多かった。当
時は局長に女性がなれるのは、ここだけだった
からかもしれない。戦後は、私の時代には許さ

れなかった男女共学が実現し、東大にも女性
が入学できるようになった。それは女性解放の
大きな要素のひとつだったが、その結果として生
まれた女性エリートが、最大多数の女性を限り
なく苦しめる法改悪をしようとしていることに、私
は歴史の皮肉を感じ、やりきれない憤りを禁じ得
なかった。

市川房枝さんが反対アピール

この提案は資本の要請によることは明らか
だったが、一部のエリート職種の女性たちが、自
分たちの要望としてマスコミで発言するので、
一般の人にはその本質はとてもわかりにくかっ
た。

こういう状況を憂えた、婦人労働の研究者や
弁護士、総評の婦人部長たち数人で、このさい
市川房枝さんの力を借りようと会いにいった。2
時間ほどの話しあいの結果、市川さんが反対
のアピールを出して下さることになった。その直
後に市川さんから私に連絡があり、さっきの話し
あいをきいていて、このアピールの文章を書くの
は、あなたが最適だと思うから書いてほしいとい
われた。

私は大役に身のひきしまる思いでお受けし
た。遅筆の私だが、これだけは時間をかけては
いられないと、夢中で書き上げてお渡しすると、
彼女はとくと読まれた上で、一字一句の訂正も
なく、原文のまま採用して下さった。

これは私の一生でもっとも真剣に書いた文章
であり、当時の労働事情を示しているので、市
川アピールの全文を以下に紹介する。

1979年のアピール全文

「昨年11月労相の私的諮問機関である、労
働基準法研究会が、男女平等法を制定する
と同時に、労働基準法の女子保護条項を、出
産にまつわる保護を除いて、全面的に廃止す
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る改正を報告して以来、多くの議論を呼んでい
る。平等法制定の必要は当然のことであり、真
に働く婦人の立場にたった、平等法の制定が
促進されねばならない。ところがこの報告の基
本的な誤りは、その交換条件として、きわめて重
要な女子保護条項の廃止を提案している点で
ある。廃止する保護条項は多岐にわたってい
るが、とりわけ『深夜業禁止、時間外労働制限』
の全面的廃止は、実体なき“平等”の名のもと
に、女子の労働条件を大幅に引き下げ、男女含
めて低い労働条件に固定する、この提案の性
格をもっともはっきりと示しているので、一例とし
てその危険性を指摘したい。

今日の婦人労働は非常に多様化しており、
仕事の性格上、深夜業や残業を伴わざるをえ
ない、専門職や管理職につく女性もあり、その
当事者からは、この提案を歓迎する声も出てい
るが、それは現行法においても、看護婦や電話
交換手、スチュワーデス、TVプロデューサーの
ような、適用除外の扱いによって解決できること
である。

一方、全面的に廃止されれば、女性の労働
力に依存度の高い、繊維、電機、食品、精密機
器などの工場では、24時間操業が可能になり、
戦前に“女工哀史”とまで呼ばれた長時間労
働、深夜業が法的に許される。また一般の事
務や、販売、サービス職種においても、深夜業に
至らぬまでも、使用者側の都合により、いつでも
いかなる時間延長も許される。

今日婦人労働者の60％は既婚者（死別・離
別10％を含む）であり、現行法下でも家事、育児
と職業とを、辛うじて両立させている状況であ
る。この上無制限の時間延長が許されるなら
ば、健康も家庭生活も破壊され、子供たちにも
重大な影響をもたらし、ついには退職せざるを
えず、婦人の働く権利のみならず、生活権もうば
われることになる。独身女性といえども、健康、
私生活の破壊は同じであり、かつ結婚退職前

提の腰かけ的労働者にしかなりえない。

現在の日本の労働基準法においてもっとも問
題なのは、基本の労働時間が週48時間と、欧
米の週40時間にくらべ長い上に、年次有給休
暇が、規定、消化率とも少なく、男子に対しては
残業は36協定により、労働者過半数の同意を
必要としているのみで、深夜業、時間外ともに無
制限に許されていることである。その結果、“会
社人間”的モーレツぶりをもたらし、外では国際
貿易市場で批判を呼び、内では実質的に父親
不在の家庭を多くしている。

これでは女性が職についている場合でも、夫
婦で家事、育児を分担することなど不可能で、
女性の側で一方的にその負担を背負い込むた
めに、女性の力量が充分に発揮できず、差別の
口実を生む悪循環をなしている。

労基法の改正に際して、まず手をつけるべき
ことは、男子の深夜業、時間外労働の規制であ
り、逆に“平等”の名のもとに、女子まで、この非
人間的な労働条件に引き下げようとするのは、
あまりにも本末転倒であり、使用者側を一方的
に利するのみで、保護立法の趣旨を真向から
否定するものである。
日本においては、労使の力関係で、労基法

以上に労働条件を引き上げることは、きわめて
むずかしく、とくに下積みの女子の場合におい
ては、ほとんど不可能である。かつての“女工
哀史”に代表される繊維産業などでは、労基法
による規制の目いっぱいをつかって、早朝5時か
ら夜10時ないし10時半の時間帯で操業し、2交
替勤務をさせており、深夜業に準じる健康上、
生活上の問題をかかえて、女子労働者はなや
んでいるが、労働組合があっても、正常な操業
を要求すらできない実態である。

また女子労働者の多くが、中小零細企業や
臨時、パートなど、もっとも低い労働条件下で雇
用されており、未組織であり、現実には労基法

塩沢美代子「語りつぎたいこと―日本・アジアの片隅から」 48
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すら守られぬ場合もあるが、その存在が歯止め
として、決定的な意味をもっているのである。

また研究会報告では、科学技術の進歩で労
働がらくになったと捉えているが、これはあまりに
も実態を知らぬ判断で、総合的にいって労働
密度の高まり、労働の単調化など、労働負担の
質が変化し、より不自然な負担が増大し、以前
にもまして時間短縮が求められていることは、労
働科学の専門家も指摘するところである。

この報告は、国際婦人年の趣旨にそって女
性差別をなくし、平等を実現する布石というポー
ズをとっているが、無制限の残業をみとめること
ひとつをみても、結果的に共働きの女性の退職
を強いることになり、国際婦人年の趣旨にも全く
逆行するものである。

のみならず今回の改正内容は、9年前に東
京商工会議所が労働省に提出した要望書の
内容をそっくり受けいれたもので、男女ともども
労働条件を引き下げ固定化する狙いに一方的
に荷担したものといえよう。

これはたんに女性の問題にとどまらず、広く
一般労働者の人間らしい生活を守っていく上
で、なんとしても阻止しなければならないと考え、
広く世論に訴える次第である。

昭和54年3月22日
市川房枝」

広がったアピールへの賛同

戦前から婦人参政権運動をしてきた市川さ
んは、当時は無所属の参議院議員で、金まみ
れの政治をただすことに専念され、幅広く信頼
されていた。したがってこのアピールは、あっと
いう間に各界の著名な女性たちが、賛同者と
なった。国会では、公明・社会・共産の各党の議
員、社会党系・共産党系の婦人団体、弁護士、
大学教師、新聞記者、女医の団体や看護婦の
団体の代表者、複数の婦人団体の各代表者、
作家など多岐にわたった。

この改悪の推進役だった婦人少年局の森
山真弓局長・高橋久子婦人労働課長がもっとも
困惑しただろうと思うのは、元局長の谷野セツ・
元課長の大羽綾子の両氏が、賛同者になって
いたことである。

女性の間だけでなく、その政治姿勢が社会
的に高く評価されていた市川さんのアピールの
影響は大きく、マスコミの論調も変化した。その
内容がすでに私が主張していたことだったの
で、私にも各界から原稿や講演依頼が殺到す
るようになった。かくして私の生涯で、最大のた
たかいがはじまった。しかし19年後には原案の
まま国会で承認され、完敗してしまったのであ
る。なぜそうなったのか次号に述べよう。
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ロッテルダム条約はクリソタイルに殺された
International Ban Asbestos Secretariat, 2006.1017

有毒な貿易から開発途上国の人 を々守るため
につくられた国際条約が、世界のアスベスト産業に
よる最新の犠牲者となった。世界的な知る権利の
仕組みにクリソタイルを包含するのに失敗したこと
は、ロッテルダム条約をずたずたにしてしまった。緊
急に多数決原理による決定を可能にする措置がと
られない限り、この切望されてきた国連の多国間
環境イニシアティブは4年のうちに完全に死んでしま
うだろう。

2006年10月9-13日、140か国の政府、国連機関、
政府間機関や非政府機関（NGOs）から500名以
上が、ジュネーブで開催された第3回ロッテルダム
条約締約国会議（COP3）に出席した1。クリソタイル
をめぐる袋小路について多くの発言者から言及さ
れ、1週間の議事を通じてこの問題の解決の困難
さがわかるにつれて、参加者たちはクリソタイルのこ
とを「不溶解性（insoluble＝解決できないの意味もあ
る）化学物質」と呼ぶようになった2。

月曜日（10月9日）に、会議議長のYue Ruisheng
（中国）は、クリソタイルに関する行動の重要性を
強調し、付録IIIへのある物質の掲載は、世界的販
売の禁止ではなく、化学物質の購入にあたって諸

国が事前の情報に基づく決定をできるようにするた
めの条項だということに参加者に注意を呼びかけ
た。クリソタイルの販売に関して情報交換を義務づ
ける提案が議論されるのは、今回が3度目のことで
ある。これまでと同様、カナダが、経済的及び政治
的動機で拍車をかけた既得権益の徒党を率い、
締約国の95％の意見を無視しようと固く決心してい
た3。ジュネーブにおけるカナダ代表団のふるまい
はすさまじいものだった。交渉の秘術を訓練された
官僚にとっては、攻撃的にならずに、言いたいことを
いうやり方はいくらでもある。微妙さや和解という考
えを一切省いて、カナダのスポークスマンは、議論
を受け付けず、クリソタイルを有害な化学物質に分
類することを拒否するという企図において、野卑か
つ無礼だった。

火曜日（10月10日）の、事前の情報に基づく同意
手続（PIC）の有害物質リストへのクリソタイル・アス
ベストの追加に関する討議の冒頭、Yue議長は参
加者に対して、本条約による「クリソタイルに関する
検討期間が相対的に長期に及んでいること」及び
条約の存続可能性に対してクリソタイル問題の持
つ重要性を喚起した。Yue議長は参加者に対し

アスベスト禁止をめぐる世界の動き
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て、クリソタイルを事前の情報に基づく同意（PIC）リ
ストに含めるための法的及び手続的必要条件を
満たしているかどうか尋ねた。事務局の条約に対
するコンプライアンスに関する4つの論点をあげて、
Yue議長は、PICリストへのクリソタイルの掲載に関
わる幅広い諸問題に意見を述べる前に、これらの4
つの論点について検討するよう参加者に求めた。

最初に意見を述べたカナダは、露骨に次のよう
に言って、議長の示した討論の枠組みを強引に無
視した。
 「締約国会議は、政府代表で構成される方針決

定機関である。議題5e―クリソタイル―に関し
て、カナダは現時点ではクリソタイル・アスベストの
掲載を支持できない」。
議長が適法手続に関する技術的な議論に引き

戻そうとしたにも関わらず、アスベスト生産及び消
費国が、PICリスト掲載に反対する、見せかけの信
用に値しない理由をあげつらって、カナダのリードに
追随した4。

PICリスト掲載は合意によってしか達成できな
いため、たった5つの締約国が凝り固まった立場
をとったたことが、条約を完全な混乱に陥れてし
まった。議長は、妥協が可能かどうかを探るため
に、アルゼンチンのAndrea Repettiを議長とする、
Friends of the Chair（FOTC）グループを設置す
ることを提案した。火曜日（10月10日）午後、まとめら
れた妥協案が翌日（10月11日）発表されるといううわ
さが流れたが、何の発表もなされなかった。10月12
日までニュースはまったくなく、憶測だけがとびかっ
た。ニュースを待ってフラストレーションが高じるな
かで、参加者たちは、カナダその他がロッテルダム
条約の潜在的な崩壊の責任があると考えるように
なった。「誰かが言うように、ロッテルダム条約は自ら
が『熱いトタン屋根』の上にいることに気付いており、
その信用性に疑問が投げかけられている」。

木曜日（10月12日）の午後、閣僚会合（Ministerial 
Segment）のなかで、Alexander Nies連邦環境・
自然保護・原子力安全大臣（ドイツ）は、クリソタイ
ル掲載の失敗は、結局のところ、条約の履行を損な
うことになると警告した。クリソタイルが掲載されな
かったら、2004年から、次に締約国が集まる2008年

までの間、新たな化学物質はひとつもPICリストに
追加されないことになるだろうと、彼は指摘した。ス
イス政府のスポークスマンは、クリソタイルに関する
合意の欠如が、PICの「順番待ちリスト」に挙がって
いる多数の有害化学物質のリスト掲載に与える影
響をEUが嘆いているなかで、クリソタイルのPICリ
スト掲載却下によってもたらされる悪い先例につい
て強調した。世界保健機関（WHO）の公衆衛生・
環境局長Dr. Maria Neiraは、参加者に次のよう
に言った。
 「人々の健康を守るために、諸国は、自国の具体

的状況のなかでどの化学物質や農薬を安全に
使用することができるか、また使用される場合に
は、どのようにしたら安全に使用することができる
かについて決定を下すための情報及びツールを
持たなければならない…

 クリソタイル・アスベストはヒトに対する発がん物
質である。クリソタイルの発がんリスクについて
閾値は確認されていない。少なくとも毎年9万の
人々がアスベスト関連疾患によって死亡してい
る。WHO国際がん研究機関（IARC）の報告書
及びクリソタイル・アスベストの代替品は、クリソタ
イルの主だった用途―開発途上国ではアスベス
トセメント製品―を含めて、より安全な代替品の
存在に関する情報を提供している。このアスベ
スト・セメントの使用は、関係する労働人口が大き
く、曝露を管理することが困難で、また、既存の
物質が劣化して他の者にリスクを生じさせること
から、とりわけ問題である」。5

金曜日（10月13日）の閉会の全体会議において、
COP3は、付録IIIに包含するために必要なすべて
の法的及び手続的要求事項はとっくに満たされて
いるという事実にも関わらず、FOTCの協議に基づ
いて、クリソタイルに関する決定を延期するという決
定を採択した。この問題は、COP4の会合がローマ
で持たれる2008年まで、再び取り上げられることは
ないだろう。

ロッテルダム条約事務局、各国代表団及び公
衆衛生キャンペイナーたちの圧倒的な反応は、こ
のような世界貿易の問題に取り組む機会を逸した
ことに対する悲しみだった。国連の食料農業機関
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（FAO）とともに同条約の事務局を提供している、
国連環境計画（UNEP）のAchim Steinerは次のよ
うに語っている。
 「今回クリソタイル・アスベストのリスト掲載に関す
る決定ができなかったことは、多くの開発途上国
に対して、この有害な物質のよく知られたリスクか
ら自国民を守る必要性があるという問題を喚起し
ている。今後4年間議論が続く間、輸出国は、輸
入国がクリソタイルを安全に管理することを手助
けする特別な責任を感じなければならない」。6

この同僚の見解に同意しながら、FAOのAlex-
ander Mullerは付け加えた。
 「今後リストへの包含が検討されそうなより活発
に貿易されている化学物質がたくさんあるなか
で、条約にもたらしたかもしれない先例の意味に
ついていま熟考することが重要だ」。
労働組合、NGOは進展がなかったことに怒っ

ており、建設労働者の世界的な労働組合である
BWI書記長のAnita Normarkは、カナダのとっ
た独善的なスタンスに対する嫌悪を表明しながら
言った。
 「アスベストは、5分ごとに1人を殺しており、他の

いかなる産業毒素よりも有害である。それをロッ
テルダム条約のもとでリスト掲載できないとした
ら、すべての有害物質の商人たちは、彼らの致
死的なお気に入りの産業用品を防護するのが
いかに簡単かを知ることになるだろう。プロセス
すべてが信用を損なった」。
アメリカのあるNGOのCarl Smithは、ジュネーブ

の諸手続をじかに目撃し、うんざりしながら以下のよ
うに認めた。
 「世界各国の政府は、有毒な産業の後始末に

何十年も、数え切れないほど莫大な金額を費や
してきた。彼らが同じ産業に、人々の健康と環境
を守ることのできる情報を与えてはならないと指
図するのを許しているのは不可解である」。
カナダ人たちは、自国政府の利己的な態度に恥

ずかしい思いをしたが、バンクーバーに本部を置く
がん予防団体の議長であるDr. Larry Stoffman
は次のように述べた。
 「道徳的に非難されるべきだ。カナダがよって立つ

と主張するものと完全に矛盾していると思う」。7

アスベスト禁止国際書記局（IBAS）コーディネー
ターで、COP3の参加者数百名に配布されたブック
レット『クリソタイル・アスベスト：ヒトに対して有害、ロッ
テルダム条約に対して致死的』の編集者でもある
Laurie Kazan-Allenは、ジュネーブ会議の悲劇的
な結末を以下のように述べた。
 「一握りの無節操な国の政府が、世界のアスベス
ト産業を競り落とし、最悪の労働・環境殺人物質
の拘束を受けない販売の継続を擁護した。アス
ベストをリストに掲載する提案が再び俎上にあげ
られる前に、少なくとも20万人の労働者が
アスベスト疾患によって殺されるだろう」。

1   ロッテルダム条約は、事前の情報に基づく同
意手続（PIC）リストに追加される有害化学物質
は完全な情報開示及び文書化を伴う場合にの
み輸出を可能にすることによって無防備の人々
を防護するための、国連の機関によりつくられた
多国間環境協定である。5種類のアスベストは
2004年にPICリストに追加されたが、クリソタイル・
アスベストについては、当時、カナダ、中国、ウクラ
イナ、カザフスタン、インド等のアスベスト関係国に
より阻まれた。2006年10月の会合では、カナダ等
の断固とした妨害が、条約の手続を履行してクリ
ソタイルをリストに掲載しようとした条約事務局の
努力を頓挫させた。

 http://www.pic.int/及び http://www.iisd.
ca/chemical/pic/cop3/も参照。

2   『クリソタイル・アスベスト：ヒトに対して有害、
ロッテルダム条約に対して致死的』参照。www.
ibas.btinternet.co.uk

3   2006年9月15日時点の締約国110か国中、わ
ずか6か国だけがクリソタイルの包含に反対し
た。カナダ、キリギスタン、イラン、ペルー、インド、ウ
クライナの6か国。クリソタイルの包含にやかまし
く反対したロシア連邦は、条約締約国ではない。
4   Kazan-Allen L. Chronological Record of 
Chrysotile Debate at the Conference of 
the Parties to the Rotterdam Convention 
(COP-3) on October 10, 2006 in Geneva, 

アスベスト禁止をめぐる世界の動き
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Switzerland.
5   WHO政策表明：アスベスト関連疾患の根絶。
http://www.who.int/ipcs/en/

6   No Consensus on Chrysotile Asbestos. 
http://www.unep.org/Documents.

Multilingual/Default.asp?DocumentID=486
&ArticleID=5385&1=en

7   Martin Mittelstaedt. Ottawa Helps 
Defeat Asbestos Limit. The Globe and 
Mail. October 14, 2006. 

EU：アスベスト曝露防止キャンペーンを開始
European Commission, 2006.9.1

欧州委員会は、25加盟国のすべてにおいてアス
ベスト曝露の危険性に対する注意を喚起するため
の宣伝キャンペーンを開始しつつある。9月1日をもっ
て開始されるこのキャンペーンには、情報提供やト
レーニングの取り組み、ベスト・プラクティスの実践的
ガイドが伴う。
『アスベストは致命的に重大―曝露を防止しよ

う』。これは、加盟諸国の監督官の協調委員会で
ある欧州上級監督官委員会（SLIC）との共同の取
り組みとして行われる、2006年欧州アスベスト・キャ
ンペーンの標語である。数字がこの警告を実証し
ている。曝露から20年または30年たってさえ、いま
なお毎年何千人もの人々がアスベスト曝露の結果
から死亡している。

アスベスト関連ハザードを予防するために、EU
は数年間にわたって、予防的法令、情報活動と注
意喚起、すべての関係者との協力、事後モニタリン
グの組織的な履行と執行からなる明快かつ明確
な方針を取ってきた。アスベストまたはアスベスト含
有製品の生産及び流通の全般的禁止は、2005年
から発効した。また、2006年4月から、いかなるかた
ちでのアスベストの取り扱いも禁止され、解体、補
修管理、除去作業のみが厳格に規制された条件
のもとで許されている。しかしにもかかわらず、除
去、解体、補修管理作業中におけるアスベスト曝露
を防止するという現実的な問題が残されている。
また、グローバリゼーションと緊密な経済的結び付
きの増大に伴って、EUは、アスベスト含有製品の
再輸入によりその努力が打ち消されることがないよ

う特別の注意を払わなければならない。
主として使用者、労働者及び労働監督官をター

ゲットにした、このキャンペーンでは、アスベスト曝露
のリスクのある人 に々知識を与え、彼らが予防措置
を講ずるのを援助することに目的を置いた会議や
注意喚起行事が行われる。欧州労働安全衛生機
関（OSHA）と協力して組織される、追加的な情報
提供やトレーニングの取り組みも行われる。同機関
ではまた、アスベスト曝露のリスクに関連した安全
衛生に関する、更なる情報や各国のウエブサイトへ
のリンクを見つけることのできる特別のウエブサイト
も用意される（http://osha.eu.int/OSHA）。さら
に、アスベストと関わりのある（または、あるかもしれ
ない）作業における『アスベスト・リスクを最小限にす
るためのベスト・プラクティスに関する実践的ガイド』
も入手することができる。

さらなる情報は：
 http://ec.europa.eu/employment_social/

health_safety/asbestos_en.htm
※EU閣僚理事会の議長国フィンランドの国立労

働衛生研究所（FIOH）のウエブサイトも参照：
 http://www.ttl.fi/Internet/English/

Information/Press+releases/Asbestos+is+
deadly+serious+prevent+exposure+warns
+the+new+European+Asbestos+Campaig
n.htm

※『アスベスト・リスクを最小限にするためのベスト・
プラクティスに関する実践的ガイド』（153頁）目次
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オーストラリア：大規模研究イニシアティブ
International Ban Asbestos Secretariat, 2006.1017

アスベスト関連疾患の流行を「歴史上最悪の産
業災害」と識別しているオーストラリア政府が、この
災害に対処するための包括的な国家戦略プラン
を考案した。2006年9月27日、新しい国立アスベス
ト関連疾患研究センターを西オーストラリア州パー
スに設立すること、及び、西オーストラリア、ビクトリ
ア、クイーンズランドにおける11の医学的、科学的、
社会的及び生物学的アスベスト関連プロジェクトに
おいて研究を追求するための資金が手当てされた
ことが発表された。これに分配される資金の総額
は620万ドル。オーストラリアの研究者がアスベスト
関連疾患によって引き起こされる惨害を研究し、最
終的に撲滅することができようにするために、今後
10年間にさらに数百万ドルの資金が提供される見
込みである。

2006-2007年度に承認された研究プロジェクトに
は、以下に関するものが含まれる。
・ 疫学及びアスベスト曝露の影響
・ より改善された診断のための血清マーカーの開

発、中皮腫、アスベストがん早期発見のためのモ
ニタリング及びスクリーニング

・ アスベスト関連疾患に存在する遺伝子の研究
及び環境曝露との関係

・ コラーゲン生成の抑制及びそれによる悪性中皮
腫の成長を抑制する身体メカニズム

・ アボリジアニのコミュニティにおけるアスベスト関
連疾患の草の根レベルの対応の開発

・ アスベスト曝露及び喫煙歴のある慢性閉塞性
肺疾患罹患者の研究

www.nhmrc.gov.au/funding/funded/

アスベスト禁止をめぐる世界の動き

アスベスト汚染と健康被害
編著 森永謙二

定価 2,200円+税
発行 日本評論社

［第2版］ 2006年9月25日発行
アスベスト被害は、職場から近隣にまで広がった。

すべてに答える最新情報。
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   1.  はじめに

労働者の安全と健康の確保及び快適な職場環境の
達成を目的として、昭和47年に労働安全衛生法が制定
され、以来、今日まで我が国の安全衛生水準は次第に
向上してきた。現在では、労働安全衛生法に基づき約
5,000万人の労働者に対して健康管理をはじめとする労
働衛生管理が行われるに至っている。

そもそも、事業場における健康診断は、明治44年に制
定、大正5年に施行された工揚法において、一般工場に
おける毎年1回の定期健康診断の実施等として法的に
規定された。その後、昭和22年に制定・施行された労働
基準法及び旧労働安全衛生規則では、労働者が常に
健康な状態で労働に従事するには、結核等の感染症を
代表とする健康異常をできる限り早期に発見することが
必要であり、定期的な健康診断の実施が不可欠である
との認識に基づき、労働者に対する健康診断を行う義
務を使用者に課した。さらに、昭和47年に制定された労
働安全衛生法には、基準法以来の結核を中心とした胸
部エックス線検査及び喀痰検査の項目とあわせて血圧
測定等の項目が追加され、以降、感染症対策以外の健
康管理を目的とした健康診断項目が随時追加され、現
在の定期健康診断となっている。

近年、国民の健康水準の向上等にともない、結核を始
めとした感染症対策に加え、生活習慣病予防対策が労
働者の健康管理における重点的対策となってきている。
こうしたなかで、平成14年3月20日に厚生労働科学審議
会感染症分科会結核部会では「結核対策の包括的な
見直しに関する提言」が報告され、この報告をもとに結
核予防法が改正（平成16年6月23日公布、平成17年4月
1日施行）された。そこでは、「事業者が行う定期健康診
断については、患者発見率が極めて低く、結核予防政策
としての有効性が低いほか、すべての事業者に対し負

「労働安全衛生法における胸部エックス線
検査等のあり方検討会」報告書

2006年8月

労働安全衛生法における胸部エックス線検査等のあり方検討会

担を課す合理的根拠に乏しいことから、結核菌に暴露さ
れる機会が多い職種及び必ずしも結核に感染する危険
は高くないものの、発症すれば二次感染を引き起こす危
険性が高い職種として、近年の集団感染事例も参酌し
て、初発患者が従事者であることも少なくない学校（専
修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。）、病院、診
療所、助産所、介護老人保健施設及び社会福祉施設
の従事者に対して、年1回の定期健診を行うこと」（平成
16年10月18日、健発第1０18001号）とし、旧結核予防法
で実施していた、結核の早期発見対策としての一律的・
集団的な定期の健康診断（19歳以上の事業所の従事
者については定期の健康診断として年1回、定期の健康
診断において結核発病のおそれがあると診断されたも
のに対しては半年後に再度健康診断。）を効率化・重点
化を図る観点から見直しを行っている。

この見直しを受け、労働安全衛生法に基づく胸部エッ
クス線検査の実施について、検査実施の意義や対象等
について検討を行うこととした。

   2.  検討会の目的

以上のような経緯により、労働安全衛生法において
は、雇入時の健康診断、海外派遣時の健康診断等に加
え、一般定期健康診断では、常時使用する労働者に対
して、年1回（結核のおそれがある場合には6ケ月後に再
検査：労働安全衛生規則に基づく結核健康診断）の胸
部エックス線検査等の実施を義務づけているが、本検
討会においては、結核予防法の改正に伴い、平成17年
4月以降、計7回にわたり、労働安全衛生法に基づく健康
診断等において行われている胸部エックス線検査等の
実施の意義・対象・頻度等について、医療技術の進歩、
定期健康診断の有所見率等を踏まえて、関連団体から
の意見聴取を行いつつ所要の検討を行うこととした。
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   3.  検討会における胸部エックス線
     検査についての意見

1） 雇入時の健康診断（労働安全衛生規則第43条）

雇入時の健康診断における胸部エックス線検査は、
結核も含めて呼吸器疾患の診断、労働者の適正配置お
よび入職後の健康管理に有用であるため、雇入時の健
康診断における胸部エックス線検査は、現行通り実施す
べきである。

2） 海外派遣労働者の健康診断（労働安全衛生規則
第45条の2）

海外派遣労働者の健康診断は、海外に6ヶ月以上派
遣される労働者に対して、派遣時と帰国時に行われるも
のである。

海外に派遣される労働者にとって、海外の勤務地で
の生活は様 な々負担を強いることもあるため、海外に派
遣する労働者の健康状態の適切な判断及び派遣中の
労働者の健康管理に資する観点から、また、海外勤務を
終了した労働者を国内勤務に就かせる場合の就業上
の配慮を行うとともにその後の健康管理に資する観点か
ら、海外派遣労働者の健康診断における胸部エックス
線検査は、現行通り実施すべきである。

3） 結核健康診断（労働安全衛生規則第46条）

労働安全衛生法では、旧結核予防法に倣い、定期健
康診断等において、結核発病のおそれがあると診断さ
れた者に対する6ヶ月後の胸部エックス線検査等の実施
を事業者に義務づけているが、改正結核予防法におい
て、結核発病のおそれがあると診断された者に対する
6ヶ月後の胸部エックス線検査等の実施に係る規定が、
医療機関への受診を前提として廃止されたため、労働
安全衛生法においても、同趣旨の規定を廃止すべきで
ある。

なお、定期健康診断等の結果、結核の発病のおそれ
がある者については、確実に医療機関を受診するよう事
業者は配慮すべきである。

4） じん肺法に基づくじん肺健康診断（じん肺法第8条
等）

じん肺法に基づくじん肺健康診断については、じん肺
の所見のみならず、合併症（肺結核、肺がん等）への対
応も念頭に置いていることや、結核予防法が改正された
としても、じん肺有所見者における結核の罹患率は、結
核全体の罹患率が減少した現在においても高い状況に
あることなどを勘案し、じん肺法に基づくじん肺健康診断

における胸部エックス線検査については、現行通り実施
すべきである。

なお、常時粉じん作業に従事しており、じん肺管理区
分1※1）の労働者や、常時粉じん作業に従事したことがあ
り、現在は非粉じん作業に従事しているじん肺管理区分
2※2）の労働者については、じん肺法に基づく健康診断は
3年に1回の実施となっている。また、あいだの2年につい
ては、労働安全衛生法に基づく定期健康診断における
胸部エックス線検査を受けることとなっているため、定期
健康診断における胸部エックス線検査の見直し内容に
よって、労働者の受ける健康診断の機会に影響がでな
いように、行政は配慮をすることが適当である。
 注）
 ※1） 管理区分1
    じん肺の所見がないと認められるもの
 ※2） 管理区分2
    エックス線写真の像が第一型（両肺野にじん肺

による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かっ、大
陰影がないと認められるもの。）でじん肺による著し
い肺機能の障害がないと認められるもの

5） 特定業務従事者の健康診断（労働安全衛生規則
第45条）

現在、衛生上有害な業務として定められている特定
業務注）に従事する労働者の健康診断については、「六月
以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項（定期健康
診断）各号に掲げる項目について医師による健康診断
を行わなければならない。この場合において、同項第四
号の項目（胸部エックス線検査及び喀痰検査）について
は、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとす
る。」こととされている。

特定業務の中には、土石、獣毛等のじんあい又は粉
末を著しく飛散する場所における業務、坑内における業
務等もあり、定期健康診断の対象を見直す場合にあっ
ても、特定業務従事者の健康診断については、従来通り
年齢を間わず実施すべきである。

注）
※特定業務

 イ） 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱
な場所における業務

 ロ） 多少の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷
な場所における業務

 ハ） ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射
線にさらされる業務

 ニ） 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散
する場所における業務

 ホ） 異常気圧下における業務
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 へ） さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著し
い振動を与える業務

 ト） 重量物の取扱い等重激な業務
 チ） ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所におけ

る業務
 リ） 坑内における業務
 ヌ） 深夜業を含む業務
 ル） 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫

酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ず
る有害物を取り扱う業務

 ヲ） 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、
塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭
素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる
有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所に
おける業務

 ワ） 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
 力） その他厚生労働大臣が定める業務

6） 定期健康診断（労働安全衛生規則第44条）

① 胸部エックス線検査の対象者について

胸部エックス線検査の対象者について、検討会では
我が国の結核の罹患状況は先進国の中でも高い状況
にあり、特に職域においては、外国人労働者や多様な就
労形態の増加等の杜会的背景や肺結核の潜伏期間も
考慮すると、雇入時の健康診断だけでは対応できず、定
期健康診断の胸部エックス線検査を存続させることが
重要で、結核予防法の改正に合わせて、労働安全衛生
法の定期健康診断における胸部エックス線検査を廃止
する必要はないのではないかという意見があった。
また、年齢や対象を限定した形の実施については、現

在の省略できる健診項目（貧血検査、肝機能検査等に
ついては、40歳未満の者（35歳を除く。）について省略）と
同様に、一般的に疾患の罹患頻度が高くなる40歳以上
にしてはどうかという意見や、喫煙者等呼吸器疾患の発
生頻度の高いと思われる対象に限定してはどうかといっ
た意見があった。さらに、省略する場合の医師の判断の
基準については、現場の産業医が運用しやすいような目
安を示すべきで、安易な省略がされることのないような配
慮をすべきとの意見もあった。

一方、結核対策に関する考え方は、すでに結核予防
法改正時の議論で整理されており、こうした議論を踏襲
する形で、ハイリスク・デンジャー層（学校、病院、診療所、
助産所、介護老人保健施設及び社会福祉施設の従事
者など）に対象を絞り、効率的に検査を行うべきではない
かという意見もあった。

こうした議論のなかでは、胸部エックス線検査の対象

者を見直すとしても、胸部エックス線検査の労働者に対
する健康管理という観点で、有効性について調査・研
究を行ってから見直しを行う必要があるのではないかと
いった意見や、健診機関の対応の問題や、胸部エックス
線検査が労働者の間で、広く健診の項目として普及・定
着しており、一部を縮小する場合であっても健康不安が
増大するという労働者への影響等を考慮すると、一定の
配慮が必要ではないかという意見があった。

② 胸部エックス線検査の考え方・対象疾患等について

● 胸部エックス線検査の考え方・対象疾患等につい
て、検討会では従来労働安全衛生法においては結
核対策を中心として、胸部エックス線検査を行ってきた
が、近年定期健康診断の胸部エックス線検査におい
て発見される疾患は、結核以外の疾患も多く、労働者
の呼吸器疾患のスクリーニング的な健康管理を期待
されているという一面もあると考え、労働安全衛生法
の健康診断が規定された時期と考え方も変わってき
ていることから、肺がん等も含めた他疾患も対象と考
えるべきではないかという意見があった。また、労働安
全衛生法の胸部エックス線検査を実施する考え方と
して、喫煙が与える影響、職場環境（受動喫煙等）等
との関連性を考慮すると、肺がんは労働者の胸部エッ
クス線検査の対象疾患と見なすことができるのではな
いかという意見があった1）～4）。

   一方、労働安全衛生法の主旨からすると、胸部エッ
クス線検査の対象疾患を結核以外とすることはできな
いのではないかという意見もあった。

● こうした検討のなかで、結核以外に胸部エックス線
検査で発見される主な疾患として肺がんが取り上げら
れ、肺がん検診としての胸部エックス線検査の科学的
評価等の議論が行われた。

 （肺がん検診の有効性の評価について）

    肺がん検診における胸部エックス線検査の有効
性の評価については、国際的にも再評価されてお
り、日本の研究においても、その有効性を示す研究
報告等がある5）～7）という意見があった。

    一方、肺がん検診を行う根拠が不十分との米国
の論文もある8）9）といった意見もあった。

 （健康診断における放射線被ぱくのリスク ・ ベネ

フィットについて）

    胸部エックス線検査の被ばく線量は、年間の自
然放射線を下回っており有害性は低く、被ばく量が
多いとされる間接撮影も近年技術の向上から、被
ばく線量も少なくなってきているという意見や、胸部
エックス線検査のエックス線被ばくによるリスクとベネ
フィットについては、未だ結論は出ていないといった
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意見があった10）。
    一方、国際的にも、精密検査の際にCTを多用す

る日本の医療被ばくについては問題とされており11）、
精密検査時の放射線被ばく等の問題も考え、リス
ク・ベネフィットの観点から、健診の実施については
慎重に検討するべきではないかといった意見もあっ
た12）13）。

    また、検討会においては、胸部エックス線検査に
よる低線量被ばくに関して、受診者に対する健康
影響がでないように配慮しつつ医療現場では活用
することが妥当であるとの意見の一致をみた。

 （胸部エックス線検査の撮影方法の比較について）

    撮影方法については、現在の健康診断としての
胸部エックス線検査で主流である間接撮影につい
て、近年間接撮影の被ばく線量は低くなってきてお
り、疾患の発見率においても間接撮影が直接撮影
より劣るというエビデンスはないといった意見があっ
た。他方、疾患の発見にはやはり直接撮影の方が
すぐれており、胸部エックス線検査の対象疾患につ
いて肺がんまで含めて検討するのであれば、間接
撮影ではなく直接撮影とすることを前提にすべきで
あるという見解については研究報告が少なすぎて
評価しがたいという意見もあった14）15）。

    現在、撮影機器については、胸部エックス線間
接撮影用ミラーカメラの製造・販売の中止に伴い、
デジタル撮影機器に移行しつつあり、今後は健康
診断における胸部エックス線検査においても、デジ
タル撮影等への対応も必要なのではないかという
意見もあった。

   また、以下のような参考意見を関係団体から聴取
した。

 日本労働組合総連合会

 ・ 例えば40歳以上の一定年齢を超える労働者への
実施。

 ・ 喫煙経験者を対象とした実施。
 ・ 医師が必要でないと認めた場合の健康診断の省

略に包含する。
 ・ 胸部エックス線検査が廃止または縮小される場合

には、胸部エックス線検査から労働者に負担の少
ない何らかの呼吸器系検査を代替検査として導入
することが望ましい。    等

 全国労働衛生団体連合会

 ・ 定期健康診断の胸部エックス線検査は呼吸器疾
患のスクリーニング検査としては、その意義と有用性
について国民的合意が得られている。

 ・ 胸部エックス線検査の対象疾患は、肺結核だけで
なく多種の呼吸器疾患を対象としている。

 ・ 結核予防法の改正にあわせる形で胸部エックス線
検査を廃止するべきでなく、また、就労者年齢層に
おいては中高年層と若年層に結核罹患率の差が
ないことから年齢階層による検査の省略をするべき
でもない。今回は結核健康診断（労働安全衛生規
則第46条）を見直しするにとどめるべき。    等

 日本経済団体連合会

 ・ 現行の一律的な義務づけではなく、医師の判断によ
り胸部エックス線検査を実施できるとする方向で見
直しを行うことが適当。

 東京商工会議所

 ・ 結核以外の疾患の発見等の副次的な利益があっ
たとしても、結核対策としての一律的な義務付け
は、廃止すべき。なお、定期健康診断の罰則規定を
はずすことが必要。

   なお、日本呼吸器学会・日本肺癌学会からも、労働
安全衛生法に基づく胸部エックス線検査については、
「今日でも、肺癌をはじめとする様々な呼吸器疾患の
早期発見と、国民の中核をなす5000万労働者の呼吸
器疾患に対する予防意識の喚起に、重要な役割を果
たしている」ことから、「今回の見直しにおいて、5000
万労働者の呼吸器疾患の早期発見と予防のために、
一定年齢以上および喫煙者に限定した胸部エックス
線検査やスパイロメトリーの導入、また、出来うればヘリ
カルCT検査など、時代に即した積極的な施策への転
換」をはかるよう、厚生労働大臣に対し要望が提出さ
れている。

③ まとめ

以上のように、定期健康診断における胸部エックス線
検査のあり方については、胸部エックス線検査を健康診
断の項目から廃止する、あるいは現状のまま存続すると
いう科学的根拠については、検討会において意見の一
致はみられなかったが、中高年層における呼吸器疾患
や循環器疾患等の有病率の増加等一定の医学的デー
タに基づき、若年層の労働者に対する検査は一定の条
件の下で省略してよいのではないかという方向が示され
た。検討会としては、労働安全衛生法における胸部エッ
クス線検査では、職場環境（受動喫煙等）等が関与する
肺がんの問題、結核や他の呼吸器疾患（慢性閉塞性肺
疾患：COPD等）、循環器疾患についても、中高年の発
症頻度が高いまたは高くなってきていることから、40歳以
上に呼吸器疾患等の一般的なスクリーニング検査として
胸部エックス線検査を実施することとし、以下の見直しを
行うことが適当であるとした。
また、米国予防医療研究班により提示されている健康

管理のプログラムを参考とし、節目健診を行うべきである
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とした。
○ 40歳以上を対象とする。

 ○  40歳未満は医師の判断により省略可（有所見者
等については省略不可。）。省略不可の対象者に
ついては、有所見者の範囲、結核予防法において
結核菌に暴露される機会が多い職種及び必ずしも
結核に感染する危険は高くないものの、発症すれ
ば二次感染を引き起こす危険性が高い職種として
規定する事業所の従事者等、職揚環境（受動喫煙
等）の問題等も念頭におき、下記有効性等の調査・
研究とあわせて評価を行うこととする。

 ○  ただし雇入時健診の後、40歳になるまでは5歳ご
との節目健診を行う。

○ 見直しの実施については、
 ・ 定期健康診断として胸部エックス線検査が定着し

ており、今回の見直しは現在の健康診断制度の大
きな変更であるため、労働者に対し、健康確保に対
する不安が生じないように配慮する必要があること

 ・ 胸部エックス線検査による健康診断については、国
内外で種々の評価があるため、胸部エックス線検
査の労働者の健康管理に対する有効性を評価す
る必要があること

等から、本検討会のとりまとめ結果を明確に裏付けす
るエビデンスを今後さらに得る必要があり、科学的なデー
タを収集したうえでとりまとめの内容を実施すべきという
意見があった。そのため、実施に当たっては調査・研究
を行い、必要な関係規則の見直しに活用することが適
当である。

参考） 検討会の開催状況

第1回 平成17年 4月 4日
第2回 平成17年 5月 17日
第3回 平成17年 6月 20日
第4回 平成17年 11月 10日
第5回 平成17年 12月 26日
第6回 平成18年 7月 21日
第7回 平成18年 8月 23日
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ホワイトカラーエグゼンプション
に関する提言

2005年6月21日

（社）日本経済団体連合会

はじめに

労働基準法は、戦後間もない1947年に制定され、労
働者保護に大きく寄与してきた。同法は、第1条第2項で
「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであ
る」としたうえで、戦前の工場法が年少者や女性を保護
するために労働時間規制を行っていたのと同様に、労
働者保護の観点から労働時間を制限することを一つの
大きな柱としている。しかし、こうした労働時間規制の考
え方は、工場内の定型作業従事者等には適合するもの
の、現在のホワイトカラーの就業実態には必ずしも合致し
ていない。

裁量性が高い業務を行い、労働時間の長さと成果が
一般に比例しない頭脳労働に従事するようなホワイトカ
ラーに対し、一律に工場労働をモデルとした労働時間規
制を行うことは適切とはいえない。他方、仕事と生活の
調和を図るため、多様な勤務形態の中から、効率的で自
らが納得できる働き方を選択し、心身ともに充実した状
態で能力を十分に発揮することを望んでいる者も少なく
ない。

こうした労働環境の変化を受け、労働基準法の改正
が数度にわたり行われた。とりわけ、2000年に企画業務
型裁量労働制が導入され、2003年には適用事業場の
拡大など規制緩和の方向で改正が行われたことは、ある
程度評価できる。しかしながら、規制緩和とはいってもそ
の内容はいまだ不十分であり、現行の労働時間法制は
依然としてホワイトカラーの主体的な働き方に十分資す
る内容とはなっていない。

現行の労働時間法制には、主体的で柔軟な働き方に
道を拓く制度として、企画業務型裁量労働制のほかに
も、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、専
門業務型裁量労働制が用意されている。しかし、これら
も労働時間規制という考え方から脱却しておらず、労働

時間にとらわれない自由な働き方に対応するには不十分
である。

また、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者の
規定も、深夜業の割増賃金の支払いが適用除外とされて
いないという点で、真の意味における労働時間の適用除
外とはなっていない。しかも、その対象者の範囲が、判例・
通達の解釈によれば、極めて狭い範囲に限定されており、
現在の企業の実態に鑑みると、大いに疑問が残る。

経済活動のグローバル化、産業・就業構造の変化、就
業意識の変化、雇用形態の多様化など、労働環境をめ
ぐる状況の変化に柔軟に対応するためには、これまでの
画一的な働き方を前提として労働時間規制を行う考え
を根本的に改める必要がある。少なくとも一定の要件を
満たすホワイトカラーについては、労働時間規制の適用
除外とする制度を早急に整備すべきである。

2004年に日本経団連が行った「労働時間問題に関す
るアンケート調査」（以下「日本経団連のアンケート調査」
という）においても、ホワイトカラーについては、労働時間
規制の内容を「現行よりも緩和すべきである」という意見
が強い。そして、規制緩和の方向性については、「アメリ
カのホワイトカラーエグゼンプション制度に近い制度の導
入を図るべき」、「裁量労働制の適用範囲の拡大、要件の
緩和、手続の簡素化などが必要」といった意見が大勢を
占めている。

働き方の選択肢を増やし、労働者の勤労意欲に十分
に応えつつ、生産性を向上させ、我が国産業の国際競
争力の強化にも繋がるホワイトカラーに適した労働時間
制度とは一体どのようなものか。以上の点を踏まえつつ、
以下では、そのあり方について具体的に検討する。

1. ホワイトカラーの労働時間概念と労働時間
管理の考え方

ホワイトカラーは、「考えること」が一つの重要な仕事で

ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言
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あり、職場にいる時間だけ仕事をしているわけではない。
自宅に居るときや通勤途上などでも、仕事のことに思いを
めぐらすことは、珍しいことではない。逆に、オフィスにい
ても、いつも仕事をしているとは限らない。つまり、「労働時
間」と「非労働時間」の境界が、ホワイトカラー、その中でも
とりわけ知的労働者層においては、曖昧といえる。

さらに、ホワイトカラーの場合、会社の業務が終了した
後、自分の興味がある分野の研究や自己啓発などを自
発的に行うこともある。これらの時間は、会社の業務では
ないからといって、一概に「労働時間」ではないともいいき
れない。場合によっては、こうした研究や自己啓発が本
人の職業能力の向上に繋がり、業務に役立つことも十分
に考えられるからである。

このように、ホワイトカラーの場合、「労働時間」と「非労働
時間」の境界が曖昧であるという特徴は、ＩＴ機器の普及
によるモバイルワークの拡大によって今後ますます強まっ
ていくことが予想される。

そこで、ホワイトカラーの労働時間について考える場合に
は、まず労働時間の概念について整理する必要がある。

これまで、労働時間については、「使用者の指揮命令
下に置かれている時間」、「賃金計算の基礎となる時間」、
「健康確保措置の対象とすべき時間」などと、その整理
が十分になされないまま、さまざまな議論が行われてきた。

ブルーカラーとは異なり、「労働時間」と「非労働時間」
の境界が曖昧なホワイトカラーの場合、賃金計算の基礎
となる労働時間については、出社時刻から退社時刻ま
での時間から休憩時間を除いたすべての時間を単純に
労働時間とするような考え方を採ることは適切ではない。
「業務を中断している時間」というのも当然考えられるわ
けであるが、賃金を支払う側にとってこうした業務の中断
時間を厳密に把握し、事後的に証明することは、事実上
不可能といえるからである。

他方、労働者の健康確保の面からは、睡眠不足に由
来する疲労の蓄積を防止するなどの観点から、在社時
間や拘束時間を基準として適切な措置を講ずることとし
てもさほど大きな問題はないといえる。

このように、労働時間の概念を、賃金計算の基礎とな
る時間と健康確保のための在社時間や拘束時間とで
分けて考えることが、ホワイトカラーに真に適した労働時
間制度を構築するためには、その第一歩となると考える。

2. ホワイトカラーにおける労働時間と成果の
問題

ホワイトカラーの労働には、仕事の成果と労働時間の
長さが必ずしも合致しないという特質がある。したがっ
て、ホワイトカラーの労働に対しては、労働時間の長さ

（量）ではなく、役割・成果に応じて処遇を行っていく方が
合理的である。労働者にとってもその方が、公平感が保
て、モチベーションも上がる。

また、経済のグローバル化の進展や国際競争の激化
に伴って、ホワイトカラーには、これまで以上に高い生産
性が求められている。こうした状況を反映してか、賃金
の決定に際し、業績、成果、職務遂行能力、職務、職種な
どの要素を重視する成果主義賃金制度や能力主義賃
金制度を導入、拡充する企業が増えている（図表1参照

［省略］）。この傾向は、今後もしばらく続くものと考えら
れる（図表2参照［省略］）。
ところで、労働時間の長さを賃金支払いの基準とする

現行法制下では、非効率的に長時間働いた者は時間
外割増賃金が支給されるので、効率的に短時間で同じ
成果を上げた者よりも、結果としてその報酬が多くなると
いった矛盾が生じる。このような矛盾は一過性のもので、
長期的に見れば、効率的に働いた者の方が、昇進等を
含め、結果的に報酬が多くなり、不公平は自ずと是正さ
れるといった考えもある。しかしながら、労働者の貢献に
対する対価が長期的に見て公正で均衡したものになれ
ばよいという考えは、雇用の流動化や労働者のモチベー
ション等に着目した場合、説得力を失うことになる。

このように、ホワイトカラーの仕事の特性を考えると、賃
金と労働時間の長さとを関連させている現行の労働時
間法制には大きな限界があり、ホワイトカラーについては、
こうした労働時間と賃金の直接的な結びつきを見直す
時期にあるといえる。とりわけ、労働時間の厳密な算定
が困難な業務、裁量性の高い業務に従事するホワイトカ
ラーについては、一定の要件を満たすことを条件に、少な
くとも賃金と労働時間とを分離することが急務といえよう。

3. ホワイトカラーにおける多様な働き方と労
働時間の弾力化の必要性

労働者の中には、生活のためだけに働きたい、仕事よ
りも自分の趣味や家庭団欒に重点をおきたい、したがっ
て決められた時間以上は働きたくないと考える者もいる。
一方、労働時間にとらわれず、納得のいく仕事、満足のい
く仕事をしたい、自由に自分の能力を発揮したい、仕事を
通じて自己実現をしたいと考える者もいる。このように、価
値観は人それぞれである。
しかしながら、わが国の労働時間法制は、前者のよう

な考え方をする労働者のみを想定しているように思われ
る。ホワイトカラーの中には、与えられた仕事を単純に処
理するのではなく、仕事の目的、意味、価値を十分に認識
した上で、自律的、主体的に仕事に取り組み、創意工夫
により仕事の効率を高めようとする労働者も多数いる。そ
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して、こういった考え方をする労働者には、集中して効率
よく働き、結果として労働時間を短くするよう努力している
者も少なくない。

ホワイトカラーの場合、企画、立案、調査等の主要な業
務以外にも、打ち合わせや商談等、必ずしも日々 の時間
が決まっていない非定型的業務を渾然と行っている者
が多い。この場合、集中的に働く必要がある部分と時間
的に余裕のある部分があり、当然のことながら、仕事密
度の濃淡は、労働者の職種や業務内容等により異なる。
1日、1週間、1ヵ月、3ヵ月、半年等の単位で割り切れるもの
では決してない。

このような業務の繁閑に対応するために、始業及び終
業の時刻を労働者の決定にゆだねるフレックスタイム制
が現在認められているが、清算期間が1ヵ月以内の期間
とされ、1ヵ月を超える期間については対応できないという
問題がある。

他方、1週の平均所定労働時間が法定労働時間を超
えないことを条件に、特定の週又は特定の日に法定労働
時間を超えて労働させることを可能とする制度として、変
形労働時間制がある。ただ、フレックスタイム制とは異な
り、各週や各日の労働時間を労働者が自由に決められる
ものではなく、労働者の側から見た場合、労働時間に対
する主体性は自ずと制限されることになる。このように、
変形労働時間制は使用者側の業務の繁閑に対応する
ための制度であることから、仕事の進捗状況にあわせて
労働者自身が労働時間を自主的にコントロールすること
は難しいといえる。

多様な働き方を実現するためには、個々の労働者の
業務の繁閑に応じ、必要があるときには集中して働くが、
時間的に余裕のあるときは休暇をとったり、労働時間を短
くしたりできるようにする制度、つまり自己の裁量で労働
時間を弾力的に運用できる制度が必要である。
また、頭脳労働の場合、調子が上向いたときに集中的

に働く方が効率的であることは明らかであるし、その方が
本人の疲労感も少なく、逆に達成感や満足感は高くなる。
このことからも、労働者の健康に配慮しながら、労働者が
労働時間を自主的に設計できるような弾力的制度の導
入が望まれる。そして、このような効率的な働き方は、結
果的には総労働時間の短縮に繋がると考えられる。
さらに、時間管理の面からも、一定の要件を満たすホ

ワイトカラーについては、思い切った労働時間の弾力化
が必要である。たしかに、労働基準法には裁量労働制
や管理監督者の適用除外規定等が用意されている。し
かし、その対象とはならないホワイトカラーの中にも、実労
働時間管理になじまない者が多数存在するのが実態で
ある。

そこで、これまで通り厳格な実労働時間管理を必要と

する労働者とそうでない労働者とを明確に区分し、実労
働時間管理をすべき労働者については、きちんと時間管
理を行うが、そうでないホワイトカラーについては、その実
態に適合した労働時間弾力化の方策を検討する必要
がある。

4. みなし労働時間制の問題点

第3次産業の拡大や技術革新の進歩に伴い、具体的
な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務
が拡がった。

同時に業務の性質上、その具体的な遂行方法を労
働者の裁量にゆだねる必要があることから、通常の方法
による労働時間の算定が適切とはいえない業務も増え
た。

このような状況に対応するため、みなし労働時間制の
規定の整備が行われてきた。具体的には、1987年の労
働基準法の改正で「事業場外労働制」と「専門業務型裁
量労働制」の規定が新設され、さらに、1998年の労働
基準法改正により「企画業務型裁量労働制」が設けられ
た。

従来の労働時間制度のあり方に関する議論は、裁量
性の高いホワイトカラーの労働に適合するよう労働時間
の柔軟化を大幅に進めるべきであるとする主張と、長時
間労働やサービス残業を増長させる懸念があることか
ら、労働時間の柔軟化を最低限にとどめ、あるいはこれ
に厳しい要件を課すべきであるといった主張が対立する
形で進んできた。
とりわけ、裁量労働制に関してはこの傾向が強く、現

在の制度は、その導入や運用にあたって厳しい要件が
課せられている。2003年の労働基準法改正により若干
の規制緩和がなされたとはいえ、労使委員会の設置をは
じめ、労使委員会での決議、本人同意要件等があり、制
度の導入が容易でない部分が数多く残っている。日本
経団連のアンケート調査においても、裁量労働制を導入
しているか、またはその導入を検討している企業の実に
85％以上が、制度について「不都合な点や緩和、改善す
べき点がある」と回答している。

本来、「みなし労働時間制」は、文字通り一定の時間
労働したものと「みなす」ことを目的とした制度であって、
労働時間規定の適用を除外するものとはなっていない
点に問題がある。前述のアンケート調査で「制度に不都
合な点や緩和、改善すべき点がある」と回答した企業の
約半数が「みなし労働時間制」について改善を求めてい
ることからも、「みなし労働時間制」は企業の実態に合っ
ていないといえる。また、旧労働省の「裁量労働制に関す
る研究会報告」（座長：現明治大学法科大学院教授菅

ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言
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野和夫氏）においても、裁量労働制を労働基準法第41
条に定める「適用除外」として位置付けるべきであるとい
う主張がなされていたことに留意すべきである。

これらの理由に加え、業務の遂行方法や時間配分等
を大幅に労働者の裁量にゆだねるという裁量労働制の
本来の趣旨から考えても、「みなし労働時間制」ではなく、
「労働時間の適用除外」制度を採用することが、制度本
来の姿だといえる。

そこで、以下、専門業務型裁量労働制と企画業務型
裁量労働制におけるその他の問題点についてさらに検
討する。

［1］ <専門業務型裁量労働制>

専門業務型裁量労働制における最大の問題点は、
厚生労働省令と厚生労働大臣告示に定める対象業務
の範囲が狭いという点にある。現在、対象業務は19に限
定されており、労使協定を締結したとしても、それ以外の
業務に裁量労働制を適用することは認められていない。
日本経団連のアンケート調査においても、専門業務型

裁量労働制について「不都合な点や緩和、改善すべき点
がある」と回答している企業の約7割が、「対象業務の範
囲」について改善を求めている。
「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分

等を大幅にゆだねる必要がある業務」というのは、各企
業の業種・業態によって一律ではなく、対象業務の範囲
を労使が決定することにより拡大する道を拓く必要があ
る。

他方、2003年の労働基準法改正において、労使協定
に「対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健
康・福祉を確保するための措置の具体的内容等」が追
加され、労働者保護が図られ、制度運用の適正化に向
けた取組みの強化は十分図られている。

そこで、省令及び大臣告示で定められた業務以外に
も、個々の企業の実態に応じて、労使協定により専門業
務型裁量労働制を導入できる業務を決定することができ
るような制度が必要である。

［2］ <企画業務型裁量労働制>

日本経団連のアンケート調査では、企画業務型裁量
制を導入しているか、またはその導入を検討している企
業の実に94.5％が、現行制度について「不都合な点や緩
和、改善すべき点がある」と回答している。

中でも、特に「業務が所属する事業場の事業の運営に
関するものであること、企画、立案、調査及び分析の業務
であること等の要件を課している対象業務の範囲につ
いてその緩和、改善を求める」といった回答が多くなって
いる。

2003年の労働基準法改正においては、企画業務型
裁量労働制の導入率があまりにも低いことから、分社化
による支店等への本社機能の移転という企業の実態を
考慮し「本社など事業運営上の重要な決定が行われる
事業場に限る」という事業場の制限が廃止された。
しかし、対象業務については見直しが行われず、「企

画、立案、調査及び分析の業務」のままとなっており、「経
営企画部」「経営戦略室」等のきわめて限られたセクショ
ンでしか、この制度を適用することができない状況にあ
る。本店のこれらの機能を支店等に移した企業では適
用対象労働者が若干増加したが、そうでない企業では、
依然ごく限られた労働者にしかこの制度を適用できない
のが現状である。

また、「企画、立案、調査及び分析の業務」以外の業
務、たとえば、広報部門でも広報を企画、立案する者につ
いては、企画業務型裁量労働制の適用対象とするが、
原稿の校正の業務担当者は対象外とするのが行政解
釈である。しかし、原稿校正のアルバイト等をのぞき、広
報部門の労働者は、広報の企画立案も、原稿の校正も
渾然一体として行うのが通常である。こうした行政解釈
は不自然であるばかりか、行政解釈のような区分に従え
ば、事実上広報部門（もっぱら企画、立案、調査及び分
析の業務以外の部門）には適用できないことになる。

そこで、制度の利用をさらに促進するべく、たとえば、
広報、法務、提案型営業、ファイナンシャルプランナ－等に
ついても、対象業務に含め、適用対象業務の拡大を図る
べきである。
また、企画業務型裁量労働制は、本来、事業活動の

中枢に位置する労働者が創造的な能力を十分に発揮
できるようにするための制度であるといえるが、制度の濫
用を懸念するあまり、その導入手続が複雑に過ぎるもの
となっている。

そこで、制度のさらなる利用の拡大を図るためには、
手続の簡素化を一層進める必要がある。具体的には、
企画業務型裁量労働制についても、専門業務型裁量
労働制と同様、本来は労使協定による導入を可能とする
ことが望ましい。ただし、労働契約法制を整備する中で、
労使委員会に特別の権能（就業規則の変更において合
理性を推定する機能等）を付与する動きもあり、そうした
動向にも目を配る必要がある。なお、仮に労使委員会の
決議を要件とする場合においても、現行の5分の4以上
の決議要件は厳格に過ぎるので、その緩和を図るべきで
ある。

5. 管理監督者（労働基準法第41条第2号）の
労働時間等適用除外の問題点
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労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督
者は、労働時間等の規制の適用を除外されている。しか
し、こうした管理監督者については、前述したようにその
範囲をめぐる解釈に問題があり、これを実態に沿ったもの
に改める必要があるほか、深夜業に関する規制が適用
除外の対象とされていないという問題がある。

他方、経済のグローバル化や24時間化が一層の進展
を見せる中で、海外とのやりとりをはじめとして、重要な職
務や責任を有するこれら管理監督者が深夜に活動しな
ければならない状況は数多く想定される。

労働基準法第41条第2号が管理監督者を労働時間
の規制の適用から除外した趣旨が、これらの者が労働
時間、休憩及び休日に関する規定の規制を超えて活動
しなければならない企業経営上の必要にあるとすれば、
その活動時間の範囲が深夜にも拡がっている実態を無
視すべきではない。
また、管理監督者についても、深夜労働に関する規制

がおよび、深夜（午後10時から午前5時まで）に働いた場
合には、割増賃金の支払いが義務付けられることから、
事実上、管理監督者についても深夜の時間帯に限って
時間管理をしなければならないという問題が生じている。

このように、法律上も一般に時間管理の義務を負わな
い管理監督者について、深夜の時間帯に限って事実上
時間管理を義務付けるというのは、いかにも不自然であ
る。さらに、労働基準法施行規則第54条に定める賃金
台帳の記入事項をみても、管理監督者をはじめ労働基
準法第41条各号の一に該当する労働者に関しては、深
夜労働の時間数についてもこれを記入することを要しな
い旨が明記されている。このことは、我が国の法令自体
が深夜における管理監督者の時間管理が必要ではな
いことを示唆しているということもでき、その点においても
現行制度には無理があるといえる。
日本経団連のアンケート調査においても、この管理監

督者の労働時間等の適用除外制について、「管理監督
者であっても深夜労働に関する規定の適用は排除され
ないという点」について改善等を求める回答が、「不都合
な点や緩和、改善すべき点がある」と回答した企業のう
ちの4割強にのぼっている。

以上のことから、管理監督者については、早急に深夜
労働についても割増賃金規制の適用が除外されること
を明確にするよう、必要な法改正を行うべきである。

6. 労働時間規制の見直しについて

［1］ <ホワイトカラーエグゼンプション制度の新設>

現行の労働時間規制の主な問題点と改善の方策に

ついては、以上に述べたとおりであり、これまで述べた意
見に沿った法改正が求められるが、今日、個々の制度の
見直しをすることでは、もはや労使のニ－ズ（多様な働き
方、高付加価値の創造等）に対応することは困難となっ
ており、抜本的な見直しが急務である。

そこで、労働時間管理に適さないホワイトカラーについ
ては、一定の要件のもとに労働時間規制の適用を除外
するホワイトカラーエグゼンプション制度を新設することを
提言したい。

［2］ <ホワイトカラーエグゼンプション制度の具体的内
容>

この新しい制度の内容（適用対象者の要件と効果等）
は以下のとおり。

1  適用対象者の要件

（1） 現行の専門業務型裁量労働制の対象業務に従
事する者
現行の専門業務型裁量労働制の対象業務（新商品

等の研究開発、情報処理システムの分析設計等）に従
事する労働者については、その年収の多寡にかかわら
ず、ホワイトカラ－エグゼンプション制度を適用する。
（2） 現行の専門業務型裁量労働制の対象業務以外
の業務に従事する者
現行の専門業務型裁量労働制の対象業務以外の

業務に従事する労働者については、下記の①及び②の
要件を充足する場合に限り、ホワイトカラーエグゼンプショ
ン制度を適用する。
① 業務要件
次のいずれかの業務に該当すること。

（i） 法令で定めた業務（現行の専門業務型裁量労働制
の対象業務を除く。）

（ii） 「業務遂行の手段や方法、その時間配分等を労働
者の裁量にゆだねること」を労使協定又は労使委
員会の決議により定めた業務

② 賃金要件
（i） 賃金の支払形態が月給制又は年俸制であること。

したがって賃金が週給、日給又は時間給で支払わ
れている労働者については新制度を適用しない。

（ii） 当該年における年収の額が400万円（又は全労働者
の平均給与所得）以上であること。年収額が400万
円未満の労働者については新制度を適用しない。

    法令で定める業務に加えて労使で対象業務を
定める場合、年収額が700万円（又は全労働者の給
与所得の上位20％相当額）以上の者については、
労使協定の締結又は労使委員会の

    決議のいずれにおいても追加を可能とする。
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    また、前記の場合、年収額が400万円（又は全労
働者の平均給与所得）以上、700万円（又は上位
20％の給与所得に相当する額）未満である者につ
いては、労使委員会の決議のみにより追加を可能と
する。

※1 賃金要件として課す賃金の具体的な額について
は、さまざまな角度からの議論が必要であり、現時
点ではあくまで例示にとどめる。

※2 賃金額については、民間給与実態統計調査等を
指標として全労働者の給与所得を基準とすること
を前提としているが、当該企業内における各労働
者の所定賃金を指標として「所定内賃金が上位
〇％の者」とするような賃金要件も考えられる。なお、
官庁統計資料等を活用する場合には、適時これを
見直すことを基本とする。

2  効果

労働時間、休憩、休日及び深夜業に係る規制の適用
除外とする。

3  所轄労働基準監督署長への届出

法令に定める業務以外にホワイトカラーエグゼンプショ
ン制度の対象となる業務を労使で追加する場合、締結
した労使協定または労使委員会の決議を所轄労働基
準監督署長に届け出ることが必要である。

ただし、届出をしなかった場合でも上記2の「効果」には

影響しない。（届出義務違反については、過料による制裁
が考えられる。）

4  その他

ホワイトカラーエグゼンプション制度の適用対象者に対
して、就業規則等に出退勤時刻の定めをしてもよいが、
労働時間の管理は行わず、「遅刻」「早退」「休憩時間」に
ついての賃金控除は行わない（ただし、「欠勤」について
は賃金を控除する）。
＊  在社時間の把握等の健康への配慮面の措置は下

記［3］以下で検討する。

［3］ <労働者の健康への配慮措置について>

ホワイトカラーエグゼンプション制度の導入にあたって
は、労働者自らの働き過ぎによる健康障害を防止するた
めの措置も同時に検討する必要がある。ただ、長時間
労働が労働者に与える肉体的、精神的負荷要因に関し
ては、職場環境や業務内容等をはじめとして大きな個体
差があることも否定できない。したがって、労働者の健康
については、それぞれの企業の業種、業務、職種内容の
実態に応じ、労使で産業医の活用方法や取組みなどを
自主的に取り決めるべきであると考える。

さらに、各企業における労働者の健康への配慮に関
する具体的な取組みとしては、次のような例が考えられ
る。
・ 労使でホワイトカラーエグゼンプション制度適用対象

業務要件 賃金要件 その他

現行専門業務型裁量労働制対象業務 （賃金要件なし）

上記の業務を除く裁量的業務であって
法令で定めた業務
ただし、これ以外の業務であっても、※労
使協定の締結又は労使委員会の決議
による場合には、対象業務を追加するこ
とができるものとする。

当該年における年収額が700万円（又
は全労働者の給与所得の上位20％
相当額）以上の者

※の場合、労使協定の締結、労
使委員会の決議のいずれでも追
加が可能。

当該年における年収額が400万円（又
は全労働者の平均給与所得）以上
700万円（又は全労働者の給与所得
の上位20％相当額）未満の者

※の場合、労使委員会の決議に
よる場合に限り追加が可能。

業務要件と賃金要件等との関連

●当該年における年収額が400万円（又は全労働者の平均給与所得）未満の者については、ホワイトカラーエグゼンプ
ション制度を適用せず、通常の労働時間管理を行う。

＊1 額はあくまでも例示であり、さらに詳細な検討が必要である。
＊2 年収には、家族手当等扶養家族数によって変動する賃金、給地手当や寒冷地手当等勤務地により変動する賃金

項目等もすべて含める。
［参考］ 年収700万円の基準は、職業安定法施行規則に基づき、求職者から手数料を徴収できる経営管理者、科学技

術者等の範囲の基準とされている額である。
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者の一定期間の在社時間や拘束時間の上限を取り
決め、その時間を超えないようにする。

・ 一定の期間内に一度以上、上司または産業医、産業
保健スタッフによるヒアリング（面接）を実施し、労働者の
健康状態を把握する。

・ 毎月決められた期日に対象者に体調やメンタル部分
に関する「問診表」を配布し、記入回収の上、産業医や
保健指導員等の所見を聴く。

・ 事業場内に健康相談窓口を常設する。
・ 定期健康診断等の法令に義務付けられている健康

診断とは別に、特別健康診断を実施する。
・ 一定期間において一定の在社時間や拘束時間を超

えた者に対して所定の休暇を与える。
・ 労使で年次有給休暇の目標取得率などを取り決め、

その取得を促進する。

［4］ <ホワイトカラーエグゼンプションの法文化につい
て>

以上のようなホワイトカラーエグゼンプション制度の法
文化をどのように行うべきであろうか。

この点については、労働基準法の第41条（労働時間等
に関する規定の適用除外）の第4号に、ホワイトカラーエ
グゼンプション制度に関する規定を新設すべきであると
考える。

その際、この第4号の規定に「当該労働者について
は、深夜業に関する規定の適用も除外する」ことを明記
する。なお、前述のように、第2号の管理監督者について
も、深夜業に関する規定の適用を除外すべきである。

ところで、ホワイトカラーエグゼンプション制度と第41条
2号に定める管理監督者の適用除外との最も大きな差
異は、ホワイトカラーエグゼンプション制度においては、法
令で定めるほかに、労使で対象となる業務等を定めるこ
とができることである。その場合、労働者の地位、権限、
責任、部下人数等とは無関係に、労働時間規制の適用
除外が認められる点にある。

このように、ホワイトカラーエグゼンプション制度は、原則

として各企業の労使で適用業務や職務を取り決め、労
働時間規制にとらわれない裁量的な働き方を実現しよう
とするものである。

おわりに

以上、ホワイトカラーの労働時間に関して述べてきた
が、現行の労働時間法制を全面的に否定するものでは
ない。また、ホワイトカラーエグゼンプション制度は、当然
のことながら時間外労働に対する賃金の支払いを免れ
たり、労働時間を実質的に長くすることを目的とするもの
ではない。

労働者の意欲を高め、効率的に働くことによって仕事
と生活の調和を実現していくためには、これまでの労働
時間規制の枠を超えた、新たな発想にもとづく労働時間
制度の構築が急務である。ただ、ホワイトカラーエグゼン
プション制度は、どのような労働者に適用してもよいという
のではなく、労働の質が問われ、創造的かつ自律的な働
き方をするホワイトカラーで一定の要件を満たす労働者
に限られる。

上述した「ホワイトカラーエグゼンプション制度」を実現
することこそが、労働者の仕事や労働時間に対する裁
量性をいっそう高め、多様な働き方や結果的として労働
時間の短縮にも大いに資すると考える。

政府は、このようなホワイトカラーエグゼンプション制度
を含む労働時間規制のあり方について「規制改革・民間
開放推進3か年計画（改定）」に則った形で現在検討を
進めつつあるが、社会や経済の動きが加速度的に速まっ
ている今、その検討が後手に回ることがないよう、迅速か
つ着実な対応を強く求めたい。

働き方の多様化や生産性の向上を図るためにも、そ
の導入は必要不可欠なものであり、経済界として政府・
関係省庁に対し、その早期実現を積極的に働きかけて
いきたい。

以上

ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言

全国労働安全衛生センター連絡会議

労災職業病なんでも無料電話相談
フリーダイヤル：0120-631202

情報公開推進局ホームページ
http://www.joshrc.org/̃open/

全国労働安全衛生センター連絡会議

労災職業病なんでも無料電話相談
フリーダイヤル：0120-631202

情報公開推進局ホームページ
http://www.joshrc.org/̃open/
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基発第0904001号
職発第0904001号
平成18年9月４日

都道府県労働基準局長殿
労働基準局長
職業安定局長

偽装請負の解消に向けた
当面の取組について

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働
者の就業条件の整備等に関する法律（昭和60年法律
第88号。以下「労働者派遣法」という。）については、平
成15年の法令改正により、平成16年3月1日から、物の製
造の業務等への労働者派遣が可能となったことから、労
働基準行政及び職業安定行政が連携の下、派遣先・派
遣元事業者に対し、それぞれの責任区分に応じた関係
法令の履行確保の徹底等を図ってきたところである。

一方、請負により行われる事業（以下「請負事業」とい
う。）については、製造業の大規模事業所等において活
用されている現状にあり、これら請負事業において雇用
されている労働者も多数存在しているものである。その
中には、契約の形式は請負等とされているものの、発注
者が直接請負労働者を指揮命令するなど労働者派遣
事業に該当するいわゆる偽装請負が少なからず見られ
るところである。

こうした就労実態は、労働市場における労働力需給
調整の基本的なルールである職業安定法（昭和22年法
律第141号）及び労働者派遣法に抵触する違法行為で
あるとともに、労働基準法（昭和22年法律第49号）、労働
安全衛生法（昭和47年法律第57号）等に定める事業主
責任の所在があいまいになり、必要な措置が図られず、
死亡災害を始めとする重篤な労働災害の発生等労働
者の安全衛生・労働条件確保上の問題が顕在化してき
ている。

ついては、下記のとおり、労働基準行政及び職業安
定行政の連携並びに監督指導の強化等により、製造業
等を中心とした偽装請負の防止・解消を図ることとしたの
で、その取扱いに万全を期されたい。

記

1  周知啓発の強化

請負事業主、発注者等を対象に、偽装請負の防止及

び解消並びに労働関係法令の遵守について徹底を図
るため、ブロックごとに報道発表による広報を活用しつ
つ、集団指導の積極的な実施など周知啓発の強化を図
るものとする。

2  相互情報提供の徹底等

（1） 労働基準行政から職業安定行政への情報提供

   労働基準監督署において実施した監督指導に
おいて、偽装請負の就労実態を把握した揚合には、
労働者派遣法第3章第4節（以下「派遣法特例」とい
う。）に基づき、所要の措置を講じたすべての事案に
ついて、職業安定部又は需給調整事業部の需給調
整事業担当課室（以下「需給調整事業担当課室」と
いう。）への情報提供を徹底するものとする。

   監督指導において、偽装請負に該当するか否かを
判断することが困難な場合には、需給調整事業担当
課室へ照会するものとする。

（2） 職業安定行政から労働基準行政への情報提供

   需給調整事業担当課室において実施した監督指
導において、偽装請負の就労実態を把握した場合に
は、労働者派遣法等に基づき所要の措置を講じたす
べての事案について、労働基準部監督課（以下「監
督課」という。）への情報提供を徹底するものとする。

（3） 相互に提供を受けた情報に基づき、両行政におい
て、個別の監督指導等を実施するなど必要な措置を
講ずるものとする。

3  共同監督の強化

職業安定行政と労働基準行政が共同で行う監督指
導は、都道府県労働局の需給調整事業担当課室と監
督課において調整の上、製造業の大規模事業場等を中
心に、計画的に実施するものとする。

4  労働安全衛生法等違反を原因とする死亡災害等
重篤な労働災害を発生させた事業主等に対する
厳格な対応

（1） 労働基準行政の対応

   労働基準監督署においては、労働安全衛生法等
違反を原因とする死亡災害等重篤な労働災害を発
生させた事業場等であって、偽装請負の就労実態が
認められる場合には、派遣法特例に基づき、司法処分
等厳正に対処するものとする。

   また、上記就労実態における死亡災害等重篤な労
働災害等を把握した場合には、監督課は需給調整事
業担当課室への速やかな情報提供を行うものとする。

（2） 職業安定行政の対応

   需給調整事業担当課室は、監督課からの情報に
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基づき、当該労働安全衛生法等違反と当該請負事業
主による労働者派遣法等違反との間に相当の関連
があると認められる場合には、当該請負事業主に対し
て、労働者派遣法等に基づく告発、行政処分等厳格
な措置を講ずるものとする。

5  監督指導の強化

（1） 職業安定行政における監督指導の強化

① 違反事業所における一斉自主点検の実施

   偽装請負の効果的、効率的な是正、解消を図るた
め、一の偽装請負を把握した場合の指導においては、
当該偽装請負に係る請負事業主、発注者等に対し、
全事業所を対象として自ら点検を行うよう求めるものと
する。

② 違反を繰り返す事業主に対する対応

   複数の事業所で同様の違反を繰り返す等悪質性
の高い請負事業主に対しては労働者派遣法等に基
づく告発、行政処分等厳格な措置を講ずるものとす
る。

（2） 労働基準行政における監督指導の強化

   これまで製造業に重点をおき監督指導時に偽装
請負の就労実態を把握した際に労働安全衛生法等
に係る問題が認められた場合には、派遣法特例により
所要の措置を講ずるとともに、当該情報を需給調整事
業担当課室へ提供し、連携を図ってきたところである
が、製造業に加え、その他の業種に対しても同様の措
置の徹底を図るものとする。

吉川照芳（全国安全センター副議長）さんの本
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アスベスト相談会と講演会
香川●全国安全センター第17回総会

全国安全センターの第17回
総会は、9月24日、香川・高松の讃
岐会館を会場に開催された。

昨年の沖縄スタイルを踏襲し
て、総会開催を受け入れてくれた
「アスベスト被害から県民を守
る会」（連合香川、民主党、社民
党等で構成）と協力して、総会前
段の行動も設定。まず23日午前
中、同じ会場で「アスベスト健康
被害相談会」。事前のマスコミ
報道と相談予約の案内によって
予約のあった相談が10件。当日
飛び込みの相談も数件あった。

地元ですでに多数の被災者
を出している旧エタニットパイプ
（後継法人はリゾート・ソリュー
ション）高松工場関連の労働者・
住民被害の相談も。建設労組の

呼びかけもあって人数の多かっ
た建設労働者のためには、急遽
その場で医師らによるレクチャー
の場も設けられた（写真）。

相談には、地元県民の会のメ
ンバーと県外からの総会参加者
約20名が対応した。

23日午後は、「アスベスト被害
から県民を守る講演会」で、約百
名が参加した。県民の会を代表
して建設労組の斉藤徳太郎委
員長の開会あいさつではじまり、
講演は以下のとおりであった。
①アスベスト被害の実態と因果

関係
 名取雄司（医師、中皮腫・じん

肺・アスベストセンター所長）
 ②アスベスト被害を拡大させな

いための対策

 古谷杉郎（全国安全センター
事務局長）
24日午前中が総会議事。地

元を代表して、小川俊・連合香
川会長から歓迎のご挨拶をいた
だいた。続いて地元団体の活
動を紹介していただくということ
で、アスベスト被害から県民を守
る会の篠原和男事務局長、自治
労香川県職員労働組合本庁支
部の小林達也書記長から同県
の労働安全衛生活動について
紹介していただいた。県民の会
は、今回の後援会で活動に一区
切りをつけるとのことであったが、
ぜひ香川にも労働安全衛生セン
ターをという要望が相次いだ。

古谷杉郎事務局長による総
会議案提起、天明佳臣議長によ
るタイ・バンコクでのアジア・アスベ
スト会議の報告と問題提起の後、
「新しくできた＋最近元気のよい
地域センター」からということで、
群馬、沖縄、兵庫、徳島の各地
域センターから活動報告を受け
た。徳島からの報告のなかでは、
別稿の、旧日本たばこ・JTで初め
てのアスベスト被害の補償事例
の報告と当該ご遺族からのあい
さつもなされた。

労働時間規制の新たな適用
除外制度（日本版エグゼンプショ
ン）の導入、職場のいじめ・メンタ
ルヘルス対策、昨年の沖縄総会
で提起されたメンタルヘルス・ア
クションチェックリスト（2006年1・2
月号参照）のフォローアップと参
加型活動などの問題提起も用
意されていたのだが、時間がまっ
たく足りなくなってしまい、来年の
総会運営に宿題を残した。今年

各地の便り
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の全国一斉ホットラインについて
は、再度アスベスト健康被害に
焦点をあてながら、12月1-2日に
実施する方針が確認された。

香川と愛媛は、1995～2005年
の11年間の平均年間10万人当
たり中皮腫死亡数が0.652人（全
国平均0.564人）で、都道府県別
で第11位と第10位を占める。高
松市、観音寺市、三豊市では全
国平均の2倍を超えている。

香川県では昨年末に「アス
ベスト健康被害防止条例」を
定めたほか、様々な取り組みを
行っている（http://www.pref.
kagawa.jp/kankyo/asbestos/
asbestos.htm）。

国の法令の不備を補うべく、
同条例では、建築物の所有者に

アスベスト含有吹き付けの有無・
使用状況を確認して届け出るこ
とを義務づけており、「多数の者
が使用する建築物」に係る届出
の期限は9月末とされている。

9月20日には、届出対象施設
の見込数約5,200棟に対して、15
日現在の届出数が2,574棟（うち
アスベスト吹き付け材使用が74
棟）で約50％にとどまっていると
の中間報告を発表して、条例の
一層の徹底を呼びかけている。

今回の総会及び相談会・後援
会の開催が、今後の香川におけ
るアスベスト健康被害の掘り起こ
しや様 な々対策の進展、労働安
全衛生活動の発展になにがしか
の貢献になったことを期
待している。

日本たばこ初の中皮腫補償
徳島●遺族・安全センターがJTと交渉

昨年12月に実施した全国一
斉ホットラインで徳島労働安全
衛生センターに、旧専売公社池
田工場元労働者の遺族からの
相談が寄せられた。被災者は、
1941～1979年の間同工場で働
き、工場内の配管設備の保温作
業等でアスベストに曝露したもの
と思われる。1983年に呼吸器症
状を発症、県立病院や徳島大
学病院などで治療を受け、びま
ん生悪性胸膜中皮腫という診断
がなされている。1986年1月に58
歳で亡くなられた。

主治医から労災補償の対象
になるのではと示唆され、家族
が、日本たばこ（JT）や労働基準
監督署に必要な手続等を再三
求めた。しかし、民間労働者と専
売公社の手続先等の違い、中皮
腫の労災認定とじん肺管理区
分申請の違い等について、誰か
らも適切な情報が示されないま
またらい回し、放置される状態が
続いた。遺族は、元同僚の方た
ちから業務内容の証明書なども
書いてもらっていた。

相談を受けた徳島労働安全

衛生センターでは、連合徳島にも
協力要請をして全面的な支援を
決定、JTとの交渉を重ねた。JT
は、すでに池田工場は閉鎖され
関係書類もない、事情を聞けた
方もかなり高齢で昔の話なので
記憶も定かでない、全国的にい
くつかの工場でも調べたが確証
がなかった等 と々主張。また、形
式的には労災請求の手続が行
われていないので、いわゆる「時
効救済」としてJRが定めた措置
に準じる救済内容を提案するな
どした。

これに対して遺族と徳島労働
安全衛生センターは、中皮腫が
アスベスト曝露によることは明ら
か、遺族の要求に対して手続を
とってこなかったのは会社側の
責任であっていわゆる「時効救
済」ではないことなどを主張する
とともに、独自に遺族年金等の解
決策を提案。結果的に提案が
かなり受け入れられたかたちで、
解決に至った。

9月24日の全国安全センター
第17回総会に遺族がご出席し
て、ご報告していただいた。以下
に紹介する。

×           ×           ×
今日は主人の母とふたりで参加

させていただきました。徳島県三
好郡池田町に在住しています。

主人の父は、日本たばこに約
40年間勤め、退職後4年目に発
病しました。亡き義父の面影を偲
び当時を思い出すと義母の苦労
や家族の心労は筆舌を絶するも
のでした。病魔と闘い抜いたとき
義父は58歳でした（1984年2月に
悪性中皮腫と診断され、1986年

各地の便り
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1月逝去）。悪性中皮腫という病
気で、通常1～2mmの胸膜が1
～2cmにもなり、肺に溜まった1リッ
トルの水を87回抜き、呼吸は苦し
くなるばかりでした。そしてレント
ゲンは真っ白でした。いまでも母
はそのレントゲンを持っています。

ちょうど義父が亡くなる前に
友人が家に見舞いに来ていた
だき、玄関に送り出すときに、「も
うちょっとで元気になるからな」と
言った父の姿がいまでも頭から
離れることはありません。それか
ら10日後に義父は亡くなりました。
今日話題になっているアスベスト
とは露知らず、何という難病なん
だろうと思っていました。

徳大の先生から父の病名を
聞き、アスベストという聞き慣れな
い言葉をこのとき初めて知りまし
た。石綿をどこかで取り扱いませ
んでしたか、ヨーロッパではすで
に禁止されているんですよと聞
かされ、義父は、若いときに配管
のまわりに巻いていたものをずっ
と削って外してきたことを話しまし
た。戦時中に鉄を供出せよという
ことで、日本中で行われていたこ
との一環でした。

その当時一緒に働いていた
生き証人とも言える方に1年ほど
後に聞いた話ですが、床にもぐっ
て素手で石綿を外して埃まみれ
になりながら、床からちょっと頭を
出したときに、そこの女性の事務
員さんが「まあそんなになって…
早うあがってお茶でも飲みな」と
言って淹れてくれたお茶がいま
でも忘れられないと、本当に生々
しい話を聞きました。

徳大の先生から、これは日本

たばこに申し入れるようにと勧め
ていただきました。弁護士さんに
もお願いし医者の診断書を持っ
て日本たばこへ、そして監督署に
も行きましたが、まったく受け付け
てくれません。20年前、アスベス
トといっても危機感がなく、「専売
公社から金を取ろうと思ってもそ
うはいかん」とか、もっともっとひど
い言葉も返ってきました。

主人も私も専売公社に勤務し
ていましたので、上司に非常に冷
たい目でみられました。義母もそ
れで躊躇した面もあると思います
が、時効になるので裁判をしたい
と言ったら、日本たばこは「考えて
みるからちょっと待ってほしい」と
言うので、待っていたらそのまま
のかたちで現在に至りました。

昨年の暮れ新聞で徳島労働
安全衛生センターのことを知り、
早速連絡をして現状を話しまし
た。安全センターの方々は熱心
に話を聞いていただき、日本たば
こと何回も交渉していただきまし

た。安全センターのご協力がな
ければ私たち家族は本当に泣き
寝入りでした。亡き義父も浮かば
れないままだったと思います。私
たちの積年の思いが日の当たる
結論をみました。

先月8月8日、日本たばこ本社
の方々がわが家を訪れ、仏壇に
頭を下げていただきました。長き
22年間の苦しみが徳島安全セン
ターの皆様のおかげで少しずつ
ゆるみかけています。本当にあり
がとうございました。亡き義父の
墓前に報告できたことの喜びを
いまかみしめています。

私たちの思いは達せられまし
たが、まだまだ安全センターには
たくさんの方々の解決しなけれ
ばならないことがあろうかと思い
ます。日本は何か起こってからで
ないと問題にしない悪い風潮が
あります。そういう世の中では本
当にいけません。私たちも微力
ながら協力していきたい
と思っています。

旧朝日石綿鶴見工場の問題
神奈川●胸膜肥厚斑も含め補償協定

工場周辺住民のアスベスト被
害は尼崎のクボタだけではない。
神奈川県では、旧朝日石綿（1987
年にアスクと社名変更し、2000年
に浅野スレートと合併して、エー
アンドエーマテリアルとなった。本
社：横浜市鶴見区中央2-5-5）横
浜工場でも深刻なアスベスト被

害が発生していた。
旧朝日石綿横浜工場は、戦前

から1975年まで、JR鶴見駅近く
の国道（旧東海道）沿いにあっ
た。国道を挟んで西に第一工
場、東に第二工場があり、波形ス
レート、大平板、紡織品、シリカ保
温材、マリライト、フレキシブルボー
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ドなどを製造していた。工場閉
鎖後は茨城県の石岡工場に移
転した。

エーアンドエーマテリアルは、
全国の工場元従業員64名（9月
30日時点では82名）がアスベス
ト被害に遭っていると公表して
いるが、神奈川労災職業病セン
ターにもすでに、旧朝日石綿横
浜工場の元従業員やその遺族
だけでなく、胸膜肥厚斑と診断さ
れた元工場近隣住民が相談に
来られていた。その住民の方に
よると、当時、洗濯物を干すと、石
綿で真っ白になったそうだ。

センターは、よこはまシティユニ
オンや「いのくら（県民のいのちと
くらしを守る共同行動委員会）」
と協力して、被害掘り起こしのた
めの地域宣伝を企画した。まず
6月19日に新聞の折り込み広告
として宣伝チラシ18,350枚を配
布。そして6月25日に、旧朝日石
綿横浜工場から半径1キロ以内
の地域に、アスベスト相談受け付
けますという宣伝チラシ8,000枚
を各戸配布した。労組など15団
体51名が参加した。当日NHKテ
レビでも報道され、すぐに数件の
相談が寄せられた。

×           ×           ×
7月5日には、センターといのくら

の共催で、地元の鶴見会館にお
いて「住民に広がるアスベスト被
害、あなたは大丈夫ですか？」を
開催した。

80名の参加者のうち、半数以
上が地域住民だった。講師は
武内浩一郎医師（横浜労災病
院アスベスト疾患センターブロッ
クセンター長）と、名取雄司医師

（中皮腫・じん肺・アスベストセン
ター所長）。さらに、元工場で働
いていた被災者やご遺族から
報告をしていただいた。

武内医師は、「医師は病気と
仕事を結び付けて考えようとしな
い。労災病院ですらそうだ。ぜ
ひ皆さんの声をもっと上げてほし
い。石綿検診希望者が労災病
院に殺到している。その多くが、
元請会社の現役の社員につい
ての依頼だ。いま大事なのは港
湾等で日雇で働いて離職した人
たちのことだ」と力説。また、旧朝
日石綿工場の周辺住民の肺が
んや胸膜肥厚斑の実例を10例
あげて、「行政は住民に対する健
康診断対策を行っていない」と
指摘した。

名取医師は、「石綿は見えない
し、軽い。曝露が常識化している
造船所の労働者ですら、自分は
直接扱っていないから大丈夫と
思い込んでいた」と、20年にわた
る臨床経験をもとに話をされた。

旧朝日石綿横浜工場で40年
間吹き付け工事等に従事し、石
綿肺で現在療養中のOさんは、
「箪笥にあった古い作業服を捨
てようと思ったら、胸の外ポケット
にこれが入っていた」と言って、袋
に入った石綿を見せた。家族曝
露の話を裏付ける実態である。

同工場で3年間働いたTさん
も、「退職後の検診で胸膜肥厚
斑が見つかった。その後勤めた
会社の在職時検診では一度も
異常を指摘されなかった。皆さん
もきちんと医療機関で検診を受
けた方がよいと思う」と話した。

×           ×           ×

私たちが7月25日に提出した
「旧朝日石綿横浜工場に関係
するアスベスト被害についての
要請」に対し、横浜市から、8月21
日付で文書回答があった。

内容はきわめて不十分なもの
だった。

旧朝日石綿横浜工場のアスベ
スト被害は、周辺住民に広がりを
見せている。横浜労災病院の
武内浩一郎医師は、「胸膜肥厚
斑と診断できる患者10人（男性6、
女性4）のうち、同工場から200m
の所に住む女性と、500m離れた
所に住む女性が肺がんとわかっ
た」と公表。
「二人は石綿工場での職歴

がなく、工場近くに60年以上住ん
でおり、環境被爆の可能性が高
い」と指摘した（「毎日新聞」8月24
日付）。

こうした中、住民の健康不安
は高まっていると考えられる。し
かし、市は、「旧朝日石綿が、周
辺にお住まいの方でご希望の方
に対して、石綿に関わる健康診
断の費用を負担し受診していた
だく対応をしています。原因者
負担によってこのような対応がさ
れておりますので、横浜市として
あらためて健診を行うことについ
ては考えていません」と回答して
いる。果たして、住民の健康や
福祉に関わる重大な問題を、こ
のように会社任せの対応で済ま
せていいものだろうか？

10月18日には、なくせじん肺全
国キャラバンの行動の一環とし
て、神奈川県知事宛てに「アス
ベスト被害の実態調査について
の要請」も行った。さらに11月11
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日に同じく鶴見会館で「クボタ問
題から住民に広がるアスベスト被
害を考える」講演・シンポジウムを
企画。この案内とアスベスト相談
の宣伝チラシを10月28日に、各戸
配布する行動を予定している。

×           ×           ×
一方、すでにテレビ等で報道

されたとおり、8月23日、旧朝日石
綿横浜工場で働きアスベスト健
康被害を受けた労働者の上積
み補償について、一人でも入れ
る労働組合よこはまシティユニ
オンが、エーアンドエーマテリアル
と、合意に達した。センターも当
初から支援に取り組んできた。

被災者Aさんは、1966年から
2004年まで、旧朝日石綿横浜工
場の施工従業員として、スレート
等の石綿製品を使って建設現
場作業に従事してきた。在職中
から健康を害していたが、会社
は、きちんとした健康診断も行わ
ず、じん肺管理区分の申請手続
きも怠ってきた。2004年に、じん
肺管理区分2および合併症の続
発性気管支炎で労災認定され、
現在も治療を受けている。

被災者遺族Bさんの夫は、
1963年から5年間、旧朝日石綿
横浜工場で就労。その後は他
社で営業の仕事を続けてきた
が、退職後の2003年9月に中皮
腫を発症、2004年10月に労災認
定されたが、2005年11月に亡くな
られた。

被災者Cさんは、高校卒業後、
1961年から3年間、旧朝日石綿
横浜工場で就労。その後は郵
便局に勤めて定年退職。保健
所の健康診断で初めて肺の異

常所見を指摘された。胸膜肥厚
斑があるということで、2006年1月
に神奈川労働局から健康管理
手帳を交付された。
まずAさんがよこはまシティユ

ニオンに加入。2005年12月に要
求書を提出し、交渉を始めた。
その後、Bさん、Cさんが加入。早
急かつ総合的な解決を求めて8
か月にわたる交渉の結果、会社
は、じん肺合併症患者に1,400万
円、中皮腫遺族に2,500万円、そ
の他に胸膜肥厚斑のある被害
者への補償も含めて200万円、
計4,100万円を支払うことで協定
を締結した。

《 本協定の意義 》

① 被災者が団結し、アスベス

ト被害について初の補償を獲

得したこと。

経過も症状も異なる被災者3
人が労働組合に加入し、団結し
て交渉した結果、早期解決を実
現した。会社は、「社内内規」が
あるかように述べているが、当初
は「ない」としていた。少なくとも
エーアンドエーマテリアルとして
は、アスベスト被害で初めての上
積み補償であることがわかった。
また、胸膜肥厚斑のみの被災者
に対し、一定の「解決金」を獲得
した意義は、きわめて大きい。
② 会社に一定の情報開示を

させたこと。

昨年の発表以降の、会社にお
ける石綿被害の状況を一定明
らかにさせた。さらに交渉当初
は存在しないとしていた「社内
内規」が提示された。また、交渉
の過程で会社は、退職者に対す

る健康診断を呼びかける新聞
広告を出した。もちろん4月末のク
ボタの被害者救済発表なども影
響したと思われるが、わざわざ新
聞掲載前にユニオンに連絡して
きたことからも、交渉がひとつの
契機となったことは間違いない。

《 今後の課題 》

① 被災者の団結で、 企業内

補償を常識に！

率直言って、補償水準はそれ
ほど高いものではない。しかし早
期解決、とりわけ苦しい闘病生活
を送るAさんの状況を鑑みて、妥
結に至ったようだ。横浜工場は
もちろんのこと、全国の多くの被
災者に団結を呼びかけてゆきた
い。NHKテレビでは残念ながら
労組の名前などは紹介されるこ
とはなかったが、他社も含めて一
定の反響を呼ぶことは間違いな
い。
② もっと情報開示を！

エーアンドエーは全国に石綿
製造工場があったが、各工場の
労災認定状況やじん肺管理区
分決定、健康管理手帳交付件
数などは明らかにしていない。こ
れらを全面的に明らかにするこ
とが社会的責務である。
③ 住民被害者への補償

労働者のみならず、工場周辺
住民に、胸膜肥厚斑のある人や
中皮腫や肺がん患者がおり、相
談が寄せられている。当然こうし
た方々への補償にエーアンドエー
は踏み出すべきである。労組など
地域の団体とも協力して
取り組んでいきたい。
（かながわ労災職業病8・10月号）
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乗船履歴不詳の船員の中皮腫
東京●記念写真から認定に道

昨年9月、Kさんご遺族から相
談が寄せられた。2000年9月、K
さん（77歳）は、悪性胸膜中皮腫
を発症して亡くなられていた。

昨年6月のクボタショックをき
かっけに、アスベスト被害に関す
る社会的関心が急速に高まっ
た。ご遺族の娘さんが、5年ほど
前に亡くなった父親の死亡診断
書をあらためて確認したところ、
「悪性胸膜中皮腫」と書かれて
いた。「そのときは珍しい病気と
いうだけでアスベストが原因とは
思わなかった。もしかしたら…」と
の疑問がわき、東京労働安全衛
生センターに相談に来られたの
だった。

Kさんは、長年飲食店を経営さ
れていた。ご遺族のお話から、戦
時中海軍工廠に召集され戦艦
大和に乗船しており、大和が撃沈
される直前に他の艦船に移った
ため九死に一生をえ、復員後飲
食店を始める前の一時期は、捕
鯨冷蔵船に乗って南氷洋の航海
に出ていたとのことだった。

さっそく厚生年金の被保険者
記録照会回答票を取り寄せても
らうと、昭和23年から8年間、N冷
蔵会社に在職していたことがわ
かった。残念ながらKさんの船
員手帳は残っておらず、正確な
乗船履歴ははっきりしない。

船員保険を管轄する社会保
険事務局船員保険課に、船員
保険の職務上に係る給付請求
の手続きをとったが、請求に必要
な乗船履歴や石綿ばく露を示す
資料が全くない。

現在、N（社）となっている冷蔵
会社と交渉し、Kさんの乗船記
録や当時を知る関係者の調査
を依頼したが、結局それを裏付
ける回答は得られなかった。

その後遺品のアルバムから、
若かりし頃のKさんの写真が出
てきた。そのなかに船の機関室
と思われるところで立っているK
さんの写真が見つかった。また
出航を前にして撮影したと思わ

れる船員の集合写真を拡大鏡
で見たところ、背後にN冷蔵会社
の名前がかすかに読み取れた。
KさんがN冷蔵会社の船に乗船
し、おそらく機関室で働いていた
であろうことは間違いない。

船員手帳がなくても、これらの
写真から乗船履歴を確認し、機
関室での石綿ばく露が推定でき
るとして、社会保険事務局に職
務上の遺族年金を支給するよう
要請した。その結果、本年7月末、
ご遺族は船員保険第一種特別
支給金と遺族年金の支給決定
を受けることができた。

Kさんの娘さんは、5年前の父
親の死がアスベストによるもので
あったことを知り、若き日の父親
の姿のなかにそれを裏付ける証
拠を見つけ、船険保険の遺族年
金の認定を受けることができた。
クボタショックのインパクトは、い

ま、埋もれたアスベスト被害者を
掘り起こしつつある。
（東京労働安全衛生センター）

“いのちの使い捨て”は許されない
東京●ETCレーンでの死亡事故問題

東京労働局は、9月21日、当該
会社幹部2人に加えて首都高速
道路株式会社（旧首都高速道
路公団）幹部4人を労働安全衛
生法違反容疑（昨年9月22日、首
都高新宿線初台料金所ETCト
ラブル作業にかかる死亡事故）

で東京地検に書類送検をした
（11月号55頁参照）。

厚生労働省見解では、「発注
者には、労働安全衛生法上の事
業主責任はない」とされている
中、当該会社に加えて発注者側
にまでその責任が及んだのは異
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例ではあるが、極めて当然であ
る。今回の書類送検は、委託現
場（料金所）で働く労働者の安全
責任が形式的（法的）には受託
会社にあるが、全ての権限（施
設管理権・道路管理者・予算措
置者）を持つ発注者である旧公
団にないという「責任のがれの
構造」にメスを入れることになる。
今後の推移を見守りたい。

発注者である首都高㈱から
すると収受員（下請け労働者）は
非正規雇用労働者と同じ立ち
位置にあり、労働者の“いのちの
使い捨て”は絶対に許されない。

● 収受員の怒り

多くの収受員は初台料金所
での死亡事故を聞いたとき「とう
とう死亡事故が起きてしまったの
か。あれだけ（死亡事故の発生
を）心配して警告していたことが
なんだったのか」と、首都高㈱の
安全対策の不作為に限りない怒
りを覚えたと言う。いつも「俺た
ちの中から死人が出ないと、首
都高は本気で（安全対策を）や
らないだろうな」とも言っていた。

いま首都高㈱は、厚生労働省
の「指導」が入り東京労働局の
捜査が入ったことで、総額100億
円といわれる安全対策を3年計
画で始めた。しかし一部では、そ
の安全対策は「死人が出たから
始めたのではなくて、首都高㈱
本社に捜査が入ったから実施し
たのであり、書類送検された同
僚が起訴から逃れるための保身
だ」と公然と囁かれている。

● 誰もが予見していた

2001年3月、ETC（自動料金
収受システム）が全国の高速道
路で運用開始されて5年経つ。
国土交通省の主導（いわゆる
国策）のもとに導入された当初
から、受け入れ側の道路公団に
は、ETCの設置とその運用につ
いての体制は明らかに不十分で
あった。当然のように運用開始
からETC機器の誤作動を始めと
したトラブルは続発していた。に
もかかわらず安全対策は無防
備なまま後回しにされていた。

収受員は、当該会社と旧公団
に対してその「危険性」を指摘
し、ハイウエイ共闘（労働組合の
共闘組織）を通して、延べ20項目
の安全対策を提案していた。し
かしこれも一方的に無視・拒否さ
れた。予算がかかる、技術的に
困難である、警視庁との調整困
難というのが理由である。初台
料金所での死亡事故の前には、
10数件の重軽傷事故があり、ほと
んどの収受員が何回もヒヤリハッ
トの体験をしている。旧公団はそ
うした事実を承知の上で安全対
策を先送りにしてきたのである。

《労災事故の責任の所在》

（1） 収受員は会社に対して、
ETCトラブル処理作業の安全
対策を要求してきたが、会社
はその度に、「権限外事項で
ある」とか「組合の要求は公
団に伝えているが、公団の回
答がないので組合に答えられ
ない」と回答し、自ら当事者能
力のないことを団交の席で臆
面もなく表明してきた。経営者
の無責任体質が蔓延してい

たのである。
（2） ハイウエイ共闘は旧公団に

対して、ETCの運用開始当初
から全ブースへの連絡階段の
設置、ETC車の速度抑制と料
金所前の車線変更禁止措置
など延べ約20項目の安全対
策を要求し､それと同時に「こ
のままでは死傷事故が必ず発
生する」と警告して来た。

  それに対して旧公団は、ハ
イウエイ共闘との統一交渉で、
「公団には労働安全衛生法
の法的責任がない」「ETCが
もっと普及すれば、その危険
性は少なくなる。それまで気を
つけて下さい」と安全対策の
先送りを堂々宣言してきたの
である。収受員の「いのち」に
対する責任意識はここでも皆
無であった。

  首都高㈱は、死亡事故直
後の「説明会」において、その
後の安全総点検・安全講習を
説明するのみで、ハイウエイ
共闘の再度の安全要求と警告

（「今後も同様の人身事故が
発生する」）を無視した。案の
定、その警告どおり4件の連続
労災事故が発生した。

（3） 国交省においては、ETCト
ラブル関連で全国はじめての
死亡事故（2003年9月日本道路
公団・阪和自動車道）後、同公
団に再発防止のための指導
をしたが、それは同公団が提
出した再発防止対策を追認し
ただけのものであり、コストのか
かる有効な安全対策の実施
を促す監督･指導はしていな
い。安全無視同然のETCの

各地の便り
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運用とその利用率の普及促
進の流れをやみくもに先導して
きた監督官庁としての責任は
重大だ。

（4） 厚生労働省および東京労
働局についても同様であった。
ハイウエイ共闘は、東京労働
局に対して2度にわたって「安全
対策について行政指導」要請
書を提出していた。当局は旧
公団の法的責任（法違反の是
正勧告）を前提としない行政
ベースでの改善指導をもって
ETCレーンでの安全確保を進
めてきたが、それが何ら有効性
を持たなかったのは今回の連
続事故発生で明白である。

● ETCトラブルはなくならない

ETCトラブルの原因には機器
の精度（原因不明）の問題があ
れば、人為的ミス（未挿入、カー
ドの期限切れ、誤進入など）もあ
る。さらには気象現象（雪･雨・ほ
こりなど）、ドライバーの悪意（不
法通行、スピードの出しすぎ）を入
れると、ETCトラブルは限りなく宿
命的である。現在においてもETC

（制御棒）接触事故件数は増加
しており、首都高全体で月1万件
を超しているという（6月時点）。

● 収受員の労災事故、ドライ
バーは加害者？

料金所をノンストップで通過
できると言う触れ込みで始まっ
たETCの運用開始以来、ドライ
バーには料金所を時速70～80
㌔で通過できる刷り込みが出来
上がっていた。ドライバーは、やっ
とセットアップしたETCの効能を

楽しむべく料金所を高速度で通
過する。多くのドライバーは、昨
年10月から道路整備特別措置
法の定める「車輌の通行方法」
で、それまでETCレーンの通過を
「20㌔以下、減速走行」から「徐
行」（30万円以下の罰金）に変
更されたことは、今なお知らない
と思われる。時速30～40㌔が
当たり前、70～80㌔も珍しくない
と言う。本線料金所に入ってく
るETC車は、まるでカーチェイス
の様相である。本線料金所の
ブースには、連絡階段が一つ置
きしかないのでトラブルを起こし
たブースに行くには、収受員は
ETCレーンを横断しなければな
らない。車が料金所の直前で車
線変更して時速50㌔以上で来よ
うものならば、その横断は命懸け
である。初台での死亡事故はこ
の例だった。
ドライバーの側からも、ETCの

安全問題は抜き差しならぬ関係
を持っている。いざ死傷事故を
起こすとドライバーは逮捕され
る。安全対策の不備と本人の
不注意と軽微な法違反が重なる
と、重大な人身事故になる。加
害者であると同時に被害者にも
なり得る。制御棒との接触事故
で追突事故も相当数発生してい
る。「ETCで料金所をノンストップ
で通過」という刷り込みと安全対
策無視で始めた国交省と道路
公団側に大きな責任があること
だけは間違いない。

● 厚生労働省の指導後の安
全対策で万全か？

厚生労働省の「指導」が出さ

れた。しかし収受員は、「まだ安
心して働けない」と証言する。未
だにETC車の速度抑制効果が
ほとんど出ていないからだ。7月
20日、厚生労働省は「首都高の
進めている安全対策も未だに充
分ではない。今後も首都高㈱に
は指導していく」と回答するもの
の、ETC車の速度抑制対策を
指導していない。首都高㈱もPR
以外、効果的なスピード抑制対
策を未だに講じていない。

● ETC安全対策の推進、 全
国基準と責任体制の確立に
向けて

現在首都高㈱が始めている
総額100億円の安全対策（3年
計画）は、ハイウエイ共闘がこの
5年間要求してきた安全対策の
相当の部分を実行することにな
り、そのこと自体に対しては評価
したい。ここに至るには、当該の
収受員の仲間の粘り強い要求
と運動が大前提であるが、全国
（東京）労働安全衛生センター
のバックアップ（厚生労働省・東
京労働局交渉など）、民主党衆
議院議員による行政当局への働
きかけなど多くの方々のご支援
の賜物と御礼申し上げたい。

今後首都高㈱が進めている
安全対策が、全国の高速道料
金所における安全対策の全国
的基準に実質的に無視できな
いものになると確信する。同時
に発注者である道路会社・公社
経営の法的責任を厳しく問うも
のになろう。そのことを確認しつ
つ、私たちは、現状における安全
対策の不備を指摘し、収受員の

各地の便り
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「いのちと安全」を守り、利用者
であるドライバーの高速道路の
安全走行確保に向けて全力を
挙げたい。

ご遺族の言葉に「（ETCの）
利用拡大を推進する以前に交
通手段の基本は安全であるこ
とを充分に配慮していただきた
いと願っています」とあり、最後に
「せめてもこの職場で得た良い
お付き合いをしていただいた友
人の方々が安心して、心地よく働

くことのできる職場にして頂くこと
を心から望んでいます」という言
葉で結んでいる。公益事業の民
営化後、会社経営効率･利益優
先の下で、こうした労働者・国民
の悲劇が何度も繰り返されてき
た。ETCの安全対策を訴えてき
た私たちとしては、こうした悲劇
を招いてしまった非力を重く受け
止めねばならない。

（首都ハイウエイ共闘・栄谷竹生）

出来立て労組で安衛研修
韓国●ソウル聖水洞プロジェクト

今年9月、約3年ぶりにソウルを
訪ねた。安全衛生とりわけ小零
細企業での労働災害予防に取
り組むNGO「労働健康連帯」が
ソウル東部地区で進めている安
全衛生改善活動「聖水洞（ソン
スドン）プロジェクト」に参加する
ためであった。

今回は労働健康連帯で働く
鈴木明さんとイム･ミジンさんの
コーディネイトにより、聖水洞で新
たに結成された労働組合のため
の安全衛生研修を実施すること
が目的である。

1997年まで東京安全センター
に勤務し、その後渡韓した鈴木
さんが草の根での日韓交流の場
で重要な役割を果たしているこ
とは多くの人に知られているが、
同時に労働健康連帯の一員とし
て中堅的な立場で活動を続けて

おり、韓国の労働安全衛生運動
にとってもなくてはならない存在と
なっている。

イム・ミジンさんは3年前に印刷
労組の委員長として聖水洞プロ
ジェクトに参加し、それを契機に
労働健康連帯へ移籍した。現
在、労働者のための安全衛生活
動をめざして奮闘しており、今年
のメコンデルタ2006の参加者で
もある。以前、事務所はソウルの
中心部に近かったが、最近地域
の中小企業労働者への福祉活
動を担っている聖水洞診療所の
一角に拠点を移し、ソウル東部
地域の安全衛生活動に重点を
おいて活躍している。

新たに聖水洞で組織された
労働組合と労働者たちが今回
の主役である。会社は大手自
動車メーカーの3次下請けとして

プラスティック部品を製造してい
る。7月5日組合結成。出来立て
の労働組合であり、また労働者
80名中30名余を組織している少
数派労働組合である。労使関係
も未だ不安定な中で安全衛生
活動を始めようと執行部は決断
している。そのような要請を断れ
るはずがないではないか。

9月14日朝、金属労組の地区
書記長のイ・チャンシクさんと労
働健康連帯の事務所で落ち合
い、イムさん、鈴木さんとともに工
場を訪ね、委員長のキム・ボムジ
ンさんと会う。委員長は30代の
朴とつした、しかし意志の強そう
な青年である。地区書記長はや
はり30代の気の良さそうな青年
で、彼が安全衛生活動に積極
的だと聞いた。キム委員長の案
内で工場を見せてもらう。

工場はダイカストなどによる成
型部門、印刷とコーティング部
門、組立部門などでダイカスト部
門は男性、その他は女性労働者
が多い。

工場は日本の同種の中小企
業とよく似ている。大規模なライ
ンではなく、ダイカスト機、シルクス
クリーン印刷機、パッド印刷機な
どが各階に無駄なく配置され、
狭いスペースを効率よく使ってい
る。貨物専用の小さなエレベータ
もある。日本と同じように若い男
女がたまに無駄口をたたきなが
ら、機械を操作したり、組み立て
たり、検査したりしている。

全体的に整然としている。委
員長によると、会社は元請の要
求により品質管理と安全衛生の
取り組みを実施して整理整頓清

世界から
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掃は徹底して行なったらしい。
組合は、それに対して何かしら
労組の側からの安全衛生活動
をしなければならないのではない
かと感じたことが、今回の取り組
みを始める動機とのことだった。

労働組合が労働者の命と健
康を守るために主体的な役割を
果たすことができることを彼らは
知っている。そこへたまたま金属
労組の新任の地区書記長が安
全衛生活動に関心があり、また、
労働健康連帯も近くにあったの
でと、そんないくつかの偶然の積
み重なりから私が派遣されること
になったのである。

人が働く現場では、安全衛生
に関する必然的な要求が常に
起こっているのであって、そのこ
とをつかむアンテナをもつことが、
労働組合や私たちのようなNGO
に求められていると感じさせられ
る。

鈴木さんと私は、工場を見て
現場の人と話してから何をする
か決めよう、と鷹揚に構えてたの
だが、実は委員長は研修の時間
をめぐって会社側とぎりぎりまで
折衝してくれていた。その日の段
階では、研修は2日後の土曜日、4
時から会社側の経営等について
の話が30分間、その後の30分間
を組合員対象の安全衛生研修
に充てると、会社側は主張してい
た。しかし、30分間ではあまりに
短いので何とか１時間もらえるよ
うに、委員長はその日も次の日も
折衝を続けてくれたのだった。

委員長の交渉の甲斐あって、
研修には１時間が充てられること
となったのは研修前日の昼過ぎ

のこと。しかし何ということか、同
じ日に会社は工場移転を公表し
たのである。本当に研修は開催
できるのだろうか？

委員長は「皆多少落ち着きが
ないかもしれませんが、問題ない
でしょう」と言うので、ともかく準
備する。さて、１時間、通訳が入
ると実質的には20分間で伝えら
れるメッセージはなんだろうか？
時間がないのでグループ討論は
できないが、参加者との対話は
入れたい。アクションチェックリス
トを使った職場巡視とグループ
討論による現場改善に焦点をあ
てて、成功例として、韓国、日本、
ヴェトナム、パキスタンの事例を
紹介することにした。

9月16日夕方、再び工場へ。食
堂に組合員20数人が集まってい
る。男性が数人、他は女性。若
い労働者が多い。平均年齢は
30歳くらいだろうか。仕事を終え
て雰囲気はやわらかい。

委員長の「組合として労働安
全健康についてこれから活動を
はじめたい」とのあいさつの後、
紹介を受けて話し始める。自分
は話すことはまったく上手ではな
いし、短い時間で話すのは難し
い。しかも組合にとっては、重要
な場面だ。短時間で聞き手に一
つだけ何かを残すとしたら、それ
は「やればできる」ということに尽
きる。

今回は、次 と々ユニークな改善
を生み出すヴェトナムの中小企
業の労使と、そして極めて困難
な状況で着実に活動を進めるパ
キスタンの炭鉱労働組合の事例
に助けを借りた。現場で働く困

難さとそれを克服しようとする労
働者の努力に対する共感は世
界共通である。週の仕事を終え
て疲れているにもかかわらず、つ
たない話を皆真剣に聞いてくれ
た。話しながら、自分にとって妹、
弟の年代の人たちが希望を抱
いて組合に参加していることに
感銘を受けた。

研修とその準備のあいまに、
東大門の平和市場に全泰壱

（チョン・テイル）※の像を見に
行った。3年前訪ねたときは歩道
にプレートが埋められていたのだ
が、昨年、清渓川の上の高架を
撤去して川を復活させる際に、
平和市場入り口の橋の上に全
泰壱の立派な半身像が建てら
れた。記念碑の大小が重要な
のではもちろんない。

全泰壱が韓国の労働者に血
路をひらいて36年間、記念碑の
ない困難な時期をつらぬいて引
き継ぐ者がおり、今日も明日も大
小の現場でそれぞれの役割を
果たしていることがこの像の真
意なのだ。

8年前、初めての海外での仕
事で訪ねたパキスタンで、仲間の
労働者へ呼びかける言葉を教え
てもらった。
「Sisters and brothers! （兄

弟姉妹たち！）。」 
以来、アジアの国を訪ねるたび

に、困難な状況で奮闘する労働
者に励まされてきた。

今回はソウルの妹たち弟たち
に大いに励まされた。多くの若
い人たちの尽力によって結成さ
れた労働組合の安全衛生活動
の最初の一歩という重要な場面

世界から
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環境問題に石綿対策を追加
ベトナム●メコンデルタ2006

第6回メコンデルタ参加型活
動研修（メコンデルタ2006）は、8
月3日から8月11日まで、ベトナム
社会主義共和国カント市で行な
われました。参加者はアジア6か
国から28名でした。内訳は韓国
9名、日本8名、ベトナム5名、バン
グラディシュ4名、インド1名、タイ1
名です。

今回の特徴は、安全衛生参
加型活動開発者の一人である
小木和孝先生（当センター研究
主幹）をはじめ、参加型活動を
普及している各国のキーパーソ
ンが参加されたこと。各国の参
加者の多くが参加型活動を行っ
ていて、この研修をばねにそれを
発展させようと考えていたこと。
メコンデルタ・トレーニングの中で
生まれた環境保護参加型活動

（WIPE）がカント市を中心とし
た各企業に広まり、農村の参加
型生活労働改善活動（WIND）

が10周年を迎え、参加型活動へ
の現地の人々の関心が高まって
いること、があげられました。

メコンデルタ・トレーニングに先
立つ8月1日、小木和孝先生、毛利
一平先生（（独）労働安全衛生総
合研究所）、川上剛先生（ILO）と
私は、WIND10周年フォーラムに
参加しました。WINDは1996年に
トンタット ・カイ先生と川上剛先生
（当時は財団法人労働科学研
究所）によって開発された農村
の参加型生活労働改善プログラ
ムのことで、メコンデルタのビタン
地域で第一回のトレーニングが
行なわれたということです。

それから10年、WINDは全ベ
トナム地域に広がっただけでは
なく、東南アジア、西アジア、ラテ
ンアメリカなど全世界に広がり、
農村地域の生活改善に役立っ
ています。フォーラムでは、カント
市共産党バン第一書記次長や

ユン衛生局長、WIND開発に協
力されたゆかりの人々、第一回ト
レーニングに参加した農民など
数十名が参加して、この10年を
振り返り、今後の発展を誓い合い
ました。8月2日は、WIND第一回
トレーニングが行なわれたビタン
の梵天寺を訪ね、和尚さんとの
懐かしいひと時を過ごし、続いて
訪ねたいくつかの農家では、最
近利用されているWIND改善
チェックリストポスターに基づいた
改善成果を見学しました。

8月3日は、いよいよメコンデルタ
の参加者がホーチミン空港に集
合する日です。日本からは全建
総連東京都連の代表として渡
邉守光安全対策委員長と堀井
晶書記が参加しました。日本の
労働組合代表の参加は初めて
のことです。今回一人であった
学生の友藤さんの元気な顔も見
ることができました。バングラディ
シュからは、労働組合の参加型
安全衛生活動＝ポジティブの全
国世話人の一人であるチョード
リー・レポンさんと、東京労働安
全衛生センターも協力しているバ
ングラディシュ精米労働参加型
改善プログラムの代表3名（経営
者2名と労働者1名）が参加しま
した。韓国からは労働健康連帯
のイム・ミジュンさんや、漢陽大学
のソウル地域健康センターの看
護師チームらが9名の大代表団
で到着しました。

8月4日からはベトナムの参加
者5名も合流して4グループに別
れ参加型活動を学びました。5日
は工場、病院、建設現場などに
訪問して改善事例を収集しまし

世界から

で自分がその役割を充分に果た
したのかどうかはわからない。た
だ、労働者の命と健康を守る労
働組合運動を彼らがめざし、そ
のことが今後直面するだろう困
難を乗り越えるために役立つこと
を願っている。

（東京労働安全衛生センター

外山尚紀）

※全泰壱（チョン・テイル）：
 1970年11月13日ソウル平和

市場で、労働者の苛酷な労
働条件と無権利状態に抗
議して焼身自殺を遂げる。
享年22歳。遺志を引き継い
だ清渓被服労組をはじめ
とする民主労組が、今のナ
ショナルセンター民主労総
の前身。
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た。7日と8日はカント市の労働者
と病院や保健センターの看護職
計23名が参加した環境保護研
修＝ワイプ（WIPE）トレーニング
が行われ、海外からの参加者は
トレーナーの役割を担いました。

今年も参加者は、トレーニング
の中でさまざまなパフォーマンス
を考えましたが、環境保護セッ
ションを担当したチームが行った
ゴミの分別クイズや、福利厚生
セッションを担当したチームの寸
劇（海外の参加者がパントマイム
を行い、ベトナムの参加者がベト
ナム語でナレーションをして、熱
中症予防のためには休憩が必
要なことを訴えた劇）が印象に残
りました。

初めての海外旅行に加え、エ
レベーターの乗り方も分からず
すべてが驚きの連続だったバン
グラディシュ精米労働者のアミ
ル・ホセインさんが、トレーニング
が進むにつれて生き生きとする
ようになっていくのがとても印象
的でした。始めは恥ずかしがっ
ていましたが、今年のシュプレヒ
コールである、「PAOT（参加型
活動の略）！（その後手拍子で）

ちゃ・ちゃ・ちゃ、ちゃ・ちゃ、サクセ
ス！　ちゃ・ちゃ・ちゃ、ちゃ・ちゃ、ベ
トナム ！ ちゃ・ちゃ・ちゃ、ちゃ・ちゃ、
シンチャオ（こんにちはのベトナム
語） ！ ちゃ・ちゃ・ちゃ、ちゃ・ちゃ」
を進んで先導するようになりまし
た。料理コンテストでベンガルカ
レーが一位になったときなどは大
変な喜びようでした。
また今回のメコンデルタ研修

では、ベトナムのアスベスト使用
状況を調べ、アスベストの危険性
を訴えること、被災者を多く出し
た日本の経験を訴えることで予
防活動を促すことが、もうひとつ
の目標でした。このために全建
総連の渡邉さんと堀井さん、中皮
腫・じん肺・アスベストセンターの
植草さんが参加され、大きな役割
を果たされました。ビルの建設現
場に行って、アスベスト吹き付け
の有無や農村のスレート屋根の
使用状況などを調査しました。

最終日に行なわれた改善成
果発表会では、アスベスト予防
活動をベトナムに定着させるこ
との必要性を訴えた演題3題
が、毛利一平先生（労働安全衛
生総合研究所）、植草和則さん

（中皮腫・じん肺・アスベストセン
ター）、渡邉守光さんと堀井晶さん
（全建総連東京都連）から出さ
れ、参加者の大きな関心を呼び
ました。

環境保護ワイプ・プログラムの
発展をさらに充実させるために、
アスベスト問題をベトナムで訴え
ていきたいと考えています。特に
来年のメコンデルタ2007までに、
環境問題にアスベスト問題を加
えた参加型予防活動を、現地調
査をしながらトンタット・カイ先生ら
と開発していくことが合意されま
した。

メコンデルタ2006は大きな成
功を収めることが出来ました。そ
れと同時にこれをばねにして、日
本とベトナムのアスベスト問題を
予防する草の根ネットワークを強
化していきたいと思っています。

（本メコンデルタ2006研修は、
東京都市民活動助成の援助の
もとに行われている、「メコンデル
タ工業地区の気中アスベスト濃
度測定とアスベスト環境対策キャ
ンペーン活動」の一環として実
施されました。）

世界から
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